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　今年になって、医療の分野では院内感染、あ

るいは手術時の執刀ミスといった医療ミスが度

々報道されている。これらトラブルに共通して

いることは、問題が発生した際に適切なマニュ

アルに沿った対応がなされていなかったことで

あり、医療に対する信頼が大きく揺らいでいる。

技術の発達とともに医療機器の高度化、複雑化

が進iむ中、医療従事者がマニュアルに基づいて

相互にチェック出来る体制を確立すると同時に

不測の事態に対する適正な対応手順の整備がな

されない限り、医療トラブルはなくならない。

　こうしたマニュアル化について、船舶運航の

場においては今日まで、各種規則を基にマニュ

アル、手順が確立され、安全運航の土台を支え

てきた。今年7月目は、SOLAS条約が適用さ

れる国際航海に従事する全ての船舶にISMコ

ード（国際安全管理コード）が強制化される。

すでに4年前に旅客船、タンカー、バルカーに

ついては強制化され、各社ともこの4年間で安

全管理マニュアル、手順の整備を進め、運用を

重ねながら着実に安全運航の実績をあげている。

今回の完全実施に合わせ、1SMコードの新規

取得船社も最終の準備にかかり、またタンカー
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を中心とした内航船の取得も200隻に達してい

ると聞いている。

　海難事故は8割がヒューマンエラーに起因し

ていると言われており、1SMコードに準拠し

たマニュアルの整備は事故撲滅の大きなファク

ターとなりうる。しかしながら、未だ日本周辺

での海難事故は少なくなく、海上保安庁の最近

の集計をみると、1，000トン以上の船舶の海難

事故の7割が外国船舶とのことで、こうした船

舶への監視指導強化が望まれる。

　1997年、運輸省に「外国船舶監督室」が設置

され、PSC（PORT　STATE　OONTROL）の強

化に乗り出して5年、外国船舶の中には未だ条

約等の国際基準に不適合な船舶、いわゆるサブ

スタンダード船と言われる船舶も多いと聞く。

2000年のアジア太平洋地域のPSC統計では、

「航行停止処分」を受けた船舶総数は1，101件

で、総検査件数］6，034件に対する処分率は7％

近い。今回のISM］一ド完全実施を機［こ船舶

に対するハード、ソフト両面からの安全チェッ

クが強化され、欠陥のある船舶への是正指導と

ともに、公正な競争秩序のもと航行の安全確保、

海洋環境の保全が進んでいくことを期待する。
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座談会

　　　　　　　　　　　　最近の動鼻

　1970年代に大量建造された大型タンカー、

バルカーを中心に老朽船が代替期を迎え、世

界的規模で相当の解撤量が見込まれています。

このような状況の中、世界的な環境問題への

関心の高まり、解撤現場における労働環境問

題などを背景に、．海運業界を中心として円滑

な船舶リサイクルの促進を目指した自主的な

取組みが行われるとともに、国際機関におい

ては船舶リサイクルに関連した国際的なルー

ル作りが検討されています。

　今月号では、．船舶リサイクル問題をめぐる

各種問題点の検証および今後の動向などにつ

いて、関係者にお集まり頂き、率直な意見交

換をしていただきました。

1角轍こ関わる世界の淋

司会　意見交換に入る前に、まず、現在のシッ

プ・リサイクルに関する世界の流れと現状につ

いて概観したいと思います。

　サブスタンダード船の排除は世界的な課題で

あると同時に、船舶の解撤という観点からは、

老朽船による海難事故の防止ひいては海洋環境

汚染防止対策の一環として、海運・造船業界が

連携して取り組んできました。

　一方、解撤国は様々な理由から変遷を遂げ、

1980年代には台湾、韓国が主要解撤国でしたが、

かつての日本と同様、労働者賃金の．ヒ昇から撤

退し、かなり規模が縮小していると思われます。

90年代には、主要解撤国がインドやバングラデ

出席者〔獅同．敬欄

川崎汽船株式会社経営企画グループ課長

　新井清和
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　河辺　勲
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　平田純一
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　　　　　　　　　（2002年1月24日開催）

イシュに移転し、最近では中国が大幅に解撤量

を伸ばしてきているのが現状です。

　現場である解撤ヤードにおいては、労働者の

災害防止、安全衛生問題がにわかにクローズア

ップされてきています。また、欧州で活発化し

ている環境保護団体の運動は、海運だけではな

く造船、解撤事業者にも様々な影響を与えてい

ます。このような状況から、船舶の解撤は、こ

れまでのスクラップという観点からシップ・リ

サイクルという側面で論ずるべき時期が到来し

たと思われます。

　シップ・リサイクルの有用性について．言えば、

船舶から発生する資源の90～95％が有効に再利

用できます。また国際海運会議所（ICS）の報告

においても、リサイクルによって鋼材を製造す

るエネルギーは、原料から製造するエネルギー

の1／3程度だとしています。
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　こうした意味から、この座談会ではシップ・

リサイクルの問題を取り上げるとともに、将来

に向けた問題提起をしてみたいと考えています。

最初に海運業界の立場から、新井さんお願いい

たします。

　　シップ・リサイクル問題2をどう捉えてし、くか

　　　　．

　海運業界のシップ・リサイクルへの取組み

新井　サブスタンダード船に関速して言えば、

各種の統計や成約レポートでも相当古い船が運

航されています。通常、古い船舶の場合は安全

・品質面で満足できる状態にまでメンテナンス

をするだけで採算割れのはずです。また、船舶

は本船の仕様や竣工してからのメンテナンスに

よっても耐用年数は変わりますが、バルカーの

場合は船が傷みやすいため、一般的に20年程度

が限界といわれます。それでも、20年を超えた

バルカーが相当残っているという現実がありま

す。

　リサイクルが円滑に進まないと、こうした状

況がますます助長され、深刻な事故に繋がりか

ねません。また、海運市況の面でもレートを引

き下げるといった悪影響が出ます。こうした意

味で、円滑なシップ・リサイクルの実現は海運

業界としても大変重要なことだと考えています。

　シップ・リサイクルに関する行動指針の策定

新井　ICSでは、船舶リサイクルを業界として

実現．可能な限り、「あるべき姿」に近づけるべく、

2001年に行動指針を作りました。

　この指針の中で、有害物質のリストを作るこ

とが奨励されています。解撤現場では船舶に含

まれる有害物質についての情報が重要ですが、

現存船については造船所、船主ともに、これら

有害物質がどの部分で使用、交換あるいは追加

されたかといった出入りの情報が記録されてい

ないのが実情です。ある程度の推測はつきます

が、やはり現存船の有害物質リストの作成には

限界があるため、行動指針でも「実現可能な限

り」という表現になっているのだと思います。

　将来に向けて改善していくためには、新造時

に造船所側で有害物質の記録管理をしていただ

ければ、その後の出入りについては船出側で記

録できると思います。できれば、最初から有害

物質の少ない仕様で建造されることが望まれま

す。

司会　海運業界の立場からシップ・リサイクル

への対応をお耀いただきました。その中で造船

所の話も出た訳ですが、船舶を造るという立場

から見ていかがでしょうか。

　造船業界から見たシップ・リサイクル問題

河辺　シップ・リサイクルについては、いろい

ろな提案がICSの行動指針や、国連環境計画

（UNEP＞のバーゼル条約会議のテクニカル・ガ

イドラインの中で議論されています。

　これからの新造船では、健全な解撤を可能に

するために、船舶に存在する有害物質リストの

所持が義務付けられる可能性があります。また、

有害物質の量を減らす、あるいは解撤時に処理

しやすいような設計要請が出る事も予想されま

すが、これらの問題を処賊するには造船だけで

はなく、舶用機器メーカーの．協力も得て対応し

ていく必要があります。解撤しやすい設計のた

めには、礒装品の解撤単位のユニット化などを

意識した長期的な対応が必要だと思います。

　また、これまでの環境対策は、油流失防止、

大気汚染防止、TBT（トリブチルテイン：有機ス

ズ系船底防汚塗料の含有物質）規制等で、いず

れも運航時の環境負荷低減対応でした。今後は

船舶のライフサイクルを考えた環境対策が求め

られることになるでしょう。こうした対策を実

現するためには、船主を含む多くの関係者の理

解と協力がないと実現は難しいと思っています。

ぜんきようM配γ2002魯3



座談会

レースされることは、海運ばかりではなく、造

船にとっても新造船市場の適正な創出、船舶の

安全運航の確保という意味で関心があります。

　世界的には環境対策の枠組み作りが盛んに議

論されていますが、適正かつ有効なものとする

ためには、まず現実的な対応・処理を図ること

が不可欠です。ただし、世界の議論の一部には、

解撤問題解決のために必要なファンドを関連業

界の一員として造船サイドも負担すべきだとい

う意見もあります。しかし解撤船が十分に価値

を有する段階では、製造者としてファンドの一

部を負担する立場にはないと理解しています。

　船舶のインベントリー・リスト

司会　造船所側から見て危険物質リストを作る

ことは可能でしょうか。

河辺　船舶の危険物質リストの作成と所持につ

いては、新造船と現存船とで全く対応が異なり

ます。新造船へのリスト作成自体は可能ですが、

危険物の対象種類、搭載場所の表示方法等の詳

細については、作成の目的および解撤の実態を

作ったとしても解撤の段階では意味がありませ

ん。以上の点から現存船のリスト作成は、船級

協会等の第三者がサーベイして作るのが現実的

と造船サイドでは見ています。

　また、新造船での対応が可能だからといって、

余り詳細なリストを作成しても、現存船では概

略のリストでしか対応できないとなれば、バラ

ンス的に意味がありません。解撤業界の実情を

考えればリストなしで解撤作業をするのは問題

ですが、リストが詳細過ぎても現実的ではない

と思います。これから危険物質リストについて

活発な論議が始まると思いますが、造船業界と

しては現実的な対応をしていきたいと考えてい

ます。

　有害危険物質の船舶への使用の変遷

司会　今、環境負荷が高く一．番関心を持たれて

いるのはアスベスト、PCB、　TBTですが、現存

船にどのような危険物質がどの程度使用されて

きたのかという問題についてはいかがでしよっ

か。

4暴せんきょう躍αr2002



河辺　これらの物質は、現在、わが国の新造船

では使われていません。しかし、古い船舶では

使用されており、解撤の問題を考える場合には、

こうした危険物質への対応が必要です。

　アスベストは、欧米で1980年頃から法的な規

制が始まると同時に、船舶でもノン・アスベス

ト化が進み、使用量は年を追って急激に落ちて

います。

　TBT系塗料ですが、日本では199Q年以降、世

界に先駆けた自主規制によりTBT系塗料は使

っていません。世界的には現在でも使われてい

ますが、昨年採択された船底防汚塗料の規制条

約が発効すると、新たな塗布が2003年以降禁．1．し

され原則2008年で存在しなくなります。ただし、

すでに塗布されているTBT系塗料を覆うシー

ラーコートが容認されているため少量はこれ以

降も残ることになります。PCBについても、ア

スベストとほぼ同じ状況で使われていないと思

われます。

司会　船舶リサイクル問題が最近注目されてき

たのは、環境および労働者の安全衛生という面

があると思います。各国際機関の中でもそれぞ

れの役割の中で議論されているわけですが、議

論されているポイント、それに対する政府の考

え方についてはいかかでしょうか。

　国際機関における船舶リサイクル問題の検討

平田　船舶リサイクル問題は、1998年頃から主

として国際海事機関αMO）、国連環境計画

（UNEP）、労働問題については国際労働機関

（ILO）などの国際機関で検討が始められてい

ます。IMOでは、船舶に関する技術的問題や、

解撤作業の国際的な統一化を図っています。

UNEPでは、バーゼル条約が議論されています

が、この条約は先進国から発農途上国への有害

物質の持ち込みを管理する内容になっています。

UNEP自身は環境全体を所掌する組織で、解撤

の技術ガイドラインもこうした内容になってい

◎
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辺
勲
和

ます。またILOでは、解撤ヤードでの労働問

題に取り組んでいます。

　船舶のリサイクル率は既に90数％となってい

ます。一方、自動車の場合には、75％程度のリ

サイクル率を90％にする目標を掲げていますの

で、リサイクルに関しては、船舶は元々優等生

でした。IMOでは、安金面の検討はもちろんの

こと、船舶輸送に伴う海洋汚染事故対策という

観点から、環境面での検討・規制を続けてきた

歴史があります。そうした性格もあり、早くか

らアスベストやTBT、　PCBの使用を規制する

国際的な枠組みが作られてきました。

　近年は、環境に対する意識が高まり、例えば

「自然界において、自然でないものを作り出す

のは唯一人間なのだから、人間は物を作り出し

たら最終的にはそれをまた自然に返してやらな

ければいけない」つまり、「ゼロ・エミッショ

ン」という事が言われています。これまでは先

進的な海運界の環境対策でしたが、このゼロ・

エミッションあたりからちょっと遅れ気味にな

ってきている部分があると思います。

　リサイクリングという点では、日本政府とし

ても環境に配慮した循環型経済を確立していく

という方針を打ち出しています。これを進めて

いくのが、私達の未来、人類の存続にとっても

重要ではないのかと考えています。

せん宍よ「んチ〃γ9ρρ9錨只



座談会

◎
平
田
純
一
氏

司会　シップ・リサイクル問．題については日本

国内ではどういう検討がなされていますか。

平田　私ども運輸施設整備事業団では造船業基

盤整備事業．協会時代から船の需要動向予測をし

ていますが、この一環としてIMOの海洋環境

保護委員会（MEPC）でシングルハルタンカー

規制について審議された際にも日本代表団の一

員として船舶需給への影響を述べたところです。

　シングルハルタンカーの使用期限は原則とし

て20工5年とする事がMEPCで採択されました

が、試算によると、使えなくなった大量のシン

グルハルタンカーが解撤に出てきます。これら

を鋼材として使う事はリサイクリングという観

点から重要なことです。このためには、船舶解

撤を担っている南アジアの国々が、世界的な枠

組みの中で環境を考えた循環型経済が成り立つ

ようにする必要があります。先進国は、解撤を

やっているインド、バングラディシュなどの解

撤国も含めて、ある一定量のリサイクリングが

できるように技術的な支援を行うことが重要で

あり、日本は全ての先進国がこのような方向と

なることを今後の目標にすべきだと考えていま

す。

　解撤に関わるテクニカル・ガイドライン

平田　国1祭的な検討が最も進んでいるのが
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UNEPです。解撤に関する技術的ガイドライン

は、テクニカル・ワーキング・グループで検討

され、「解撤ヤードの廃棄物の処理を中心にし

た解撤の作業方法」「どのような解撤ヤードの

設備が望ましいか」などを主な内容としていま

す。

　UNEPガイドラインの実施に当たっては、今

後IMOでの議論に重点が移っていくと思われ

ます。船を解撤ヤードに持ち込むときに、船が

ぎりぎり走れるような状態になるまで、有害物

質を撤去すべきだという意見もありますが、技

術的あるいは実効上の問題も出てくると思われ

ます。

　家電リサイクル法が施行されましたが、船の

場合は、家電と違いライフサイクルが25年目か

30年ですから、循環型経済への移行も難しいと

ころがあります。また、船のりサイクル率は90

％以上ですが、構成要素が多い為、エレメント

を1つだけ取ったら、全くリサイクルされない

ものもあります。

　先に触れたバーゼル条約は、先進国から途上

国への有害物質の持ち込みを管理するものです

が、我が国は船舶がバーゼル条約の対象に含ま

れるとの見解を採っています。ただし、UNEP

ガイドラインでは、現行のバーゼル条約のまま

では船舶に適用することはできない旨のコメン

トがついています。個人的には、国内的な取組

みについては、一．一旦リセットして対応を検討す

べきかと思います。

　　　　　　　シヅプ・リサイクル連絡

　　協議会の設置
　　　．

司会平田さんからご意見のあったように

UNEPのガイドラインでは、船舶にバーゼル条

約を適用することはできないということですの

で、国際機関などでの議論に沿って政府の対応

も変えていく必要があると思います，



）
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　さて、シップ・リサイクルは．単に海運・造船

業界の問題だけではなく、設備面で舶用機器業

界、解撤ヤードでは処理しきれない有害物質は

化学メーカーという構図があります。こうした

背景から2000年10月に、海運、造船、解撤事業

者、舶用機器業界の関係者で構成するシップ・

リサイクル連絡協議会を設立し、政府関係の方

にもオブザーバーとして参画いただいています。

協議会への参加という観点からいかがでしょう

か。

河辺　これから解撤を巡る世界の環境は変わっ

ていかざるを得ません。造船の立場としては、

危険物質リストの作成をはじめとした解撤ルー

ル作りの中で、世界の解撤事業の環境を変える

場合、それによって世界の海運業界が混乱せず、

海運市場が適正に機能するようなものにするこ

とが重要です。日本から適正なシップ・リサイ

クルについての枠組みを世界に向け発信してい

くという意味でもこの協同i会を有効に活用した

いと考えています。

平田　「ある一定の規制を掛ける」＝「公的機関

からの補助」という時代ではありませんから、

環境負荷の低減を盛り込んだ段階でいかに経済

的に成立させるかという仕組み作りを世界的規

模で考えなければいけません。こういう観点か

らプライベート・セクターの方々の意見を取り

込むのは重要だと思っています。

新井　協議会の場では、造船、舶用機器、海運

などそれぞれの立場で利害が対立する場面があ

ります。船社は造船所に対して有害物質をミニ

マイズする船を希望しますが、有害物質の代替

物を使うことで船価が上がるのは困るといった

端的な例もあります。しかし利害が一致、対立

する関係者が集まるからこそ、全体としてのあ

るべき姿を模索することができるのだと思いま

す。また、国際機関での検討がベースですから、

政府関係の方に協議会に参画していただく事は

重要なことと思います。

　　中国解撤事情の調査と4評価．

．
◎
（
司
会
）
植
村
保
雄

司会　中国は1993、1994年頃相当の解撤量を出

していましたが、付加価値税（VAr）の試みも

あって急激に減少し、インド、バングラディシ

ュが大幅に解撤量を伸ばしてきました。しかし

この2、3年でかなり中国の解撤が伸びてきた

ことから、2001年10月30日から11月2日にかけ

てシップ・リサイクル連絡協議会メンバーによ

る中国訪問を行い、北京では中国政府関係機関

および団体と面談するとともに、日陰の長江折

船船廠を見学、解撤事情を調査しました。（本誌

2002年ユ月号P．20参照）

　中国政府は、優良解撤事業者に対して、V蟹

（17％）の税金をカットするという奨励措置に

より、解撤を促進している事が分かりました。

また、中国の解撤実績は1993年に解撤量のピー

クを迎えた後、解撤船価の上昇と国内再生産価

格の下落により、解撤業者の閉鎖が相次ぎ、現

在では460社、そのうち大きな解撤業者は10社

程度となっています。岸壁方式の解撤が中心の

中国での解撤実績は、98年で48万LDT（軽荷排

水トン）46隻、99年で109万LDTn4隻、200G年

には140万LDTI37隻と、徐々に増加し、フル稼

†ナA，宍よ「Mργ20〆｝2霞ミ7
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働すれば、15Q～2GO万LDTの解撤規模があり、

世界の3割程度のシェアを占めます。

平田　中国の解撤事情を調査して驚いたのは、

中国政府が解撤に相当力を人れている事です。

見学した長江折船廠（解撤ヤード）は、想像以

上にレベルが高く、ある種のモデル事業所と思

われます。また、解撤能力の割に実際の解撤実

績が少ないので確認したところ、中国では歴史

的に鋼材の需要があるところを中心に解撤ヤー

ドが移動していて、要は解撤サイトのロケーシ

ョンは労働賃もありますが、リサイクル鋼材の

価格に支配される部分が大きいということが分

かりました。

　．方で、なかなか鋼材価格が上がらないのが

現状のようです。これから環境問題をさらに一

歩進めようとしたとき、政府のVAr〔付加価

値税）の助成の下でも、鋼材需要という点で経

済的に成り立つのかどうかという問題もありま

す。中国のヤードの場合には、大体岸壁方式で

最初に有害物質を取り除いた後で、船を解体し

ていますが、環境に影響を及ぼすビーチング方

式を採用している国々に、こうした環境考慮狸

の解撤方式を持ち込むのは、今後の大きな技術

的な検討課題だと思います。

新井　中国折船協会（解撤業の団体）と長江折

船廠（解撤ヤード）の方々は、解撤後の鋼材と

機器類の買い手の確保が前提で、解撤船の価格

と鋼材価格の両方がマッチしないとヤードの経

営は成り立たないと言っていました。しかし、

現状では解撤船の供給が非常に不安定で、経営

上問題だそうです。海運市況によっては、解撤

船がコンスタントに．供給されるとは限らないの

が現実で、色々考えていかねばなりません。ま

た、解撤船の供給が不安定ということに加え、

主要解撤国が変遷を続けてきた経緯からも分か

るように、産業として浮き沈みの激しいものが

あります。中国にずっと頼っていくことへの現

実的な不安もないわけではありません。
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河辺幾つか理由があり、中国の解撒ヤードを

見ておく必要性を感じました。まず、UNEPで

議論されているテクニカル・ガイドラインに代

表される今後の解撤ヤードの姿と、今このガイ

ドラインに一番近いといわれる中国の現状との

ギャップがどの程度あるのか、また、ガイドラ

インを採択した場合、世界の解撤秩序が混乱し

ないで対応できるのか、このギャップを見極め

ることが関心事でした。世界の解撤ヤードは、

これまでの変遷からも解撤の環境規制を厳しく

した場合に、現状の解撤国の国際バランスが変

わると予想されます。その時、主体となる解撤

実施国は中国が有力と思われます。中国で調査

した解撤ヤードは一・部の模範的な場所と思われ

ますが、ガイドラインとそれほど差はないと感

じました。

　解撤によって鋼材を取り出した後の市場規模

を考えても、中国の解撤市場規模が増加するこ

となしで世界の必要解撤能力を確保することは

難しいと思います。つまり、環境規制の強化後、

比較的問題の少ない中国が前向きに国際シェア

を増やしつつ、ビーチング方式を採用している

国々が徐々に環境的な問題点を改善していけば、

必要な解撤能力を確保できるというシナリオが

考えられるわけです。

　新井さんが指摘されたように、世界の解撤を

中国にばかり頼っていいのかという問題もあり

ますが、中国はガイドラインに対するギャップ

が少なく、キャッチアップを期待できることか

らもある意味で落とし所が見えた感じがします。

　　解決すべき船舶

　　リサイクル問題について

司会　今回、見学した中国の解撤ヤードで対応

できていない作業については、恐らく他の解撤

国で．も難しいものと思われます。中国の解撤ヤ

ードを調査したことで、これから解決すべき課
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題は、安全・環境面で中国以外の国々がどこま

でキャッチアップできるのかということだと思

います。

　これから10年、15年で毎年3，000万D／W近

くの解撤船が出てくるものと見込まれています。

中国が今後発生する解撤量の引当都分を処理し

きれないケースや解撤促進に逆行する政策に転

換をするとも限りません。予想される今後の解

撤量を考えた場合、この問題について河辺さん

いかがでしょうか。

河辺　解撤に伴う規制を強化した後も世界の解

撤処理能力を維持していくことは、海運が健全

に活動していくために必要な要件です。2001～

20／5年置での世界の解撤量を予測したノルウェ

ー船級協会（DNV）の最新の調査結果によると、

この間の年平均解撤量は2，900万D／Wトン程

度とされています。しかし単年でとらえると、

シングルハルタンカーのフェーズアウトの関連

もあって、2004～2007年のピーク時には3500

万D／Wトンという予測もあります。

　一方で、主要解撤国の解撤能力は、インド、中

国、バングラディシュ、パキスタンの合計で約

1，700万G／Tと言われています。／．，700万G／T

というと、D／Wに換算すると大体2，900万と

か3，000万D／Wトンで、DNV予測の200！～

2015年頃での年平均の解撤．．r想量である2，900

万D／Wトンと見合う数字になっています。

国際規制による解撤場のリフォームやシングル

ハルタンカーのフェーズアウトに伴うピーク時

を考慮しなければ、現状の解撤能力で、ほぼ処

理し得るものと思われます。

　解撤関係のリフォームについては、中国はほ

ぼ問題ないと思われますが、他の主要解撤国が

どれだけ．早くキャッチアップでき現状の能力を

維持できるのかが問題です。また、厳しい規制

を解撤実施国およびヤードに求めると、解撤能

力不足による混乱を来たすことも危惧されると

ころです。

司会　そこが．・番懸念されるところです。現在、

インド政府が進めているルール作りが同国の解

撤能力にどの程度影響を与えているのか情報を

収集する必要があると思います。

　一一方、わが国は、現在インドのPipavavで政

府開発援助（ODA）による解撤ヤードの整備な

どで貢献しています。解撤主要国におけるリサ

イクルを進めていく上で、先進国がある程度．協

力していくのか、それともあくまで市場原則に

任せるべきなのかについてはいかがでしょうか。

平田　環境への影響を低減し、労働者の安全を

確保するという面から、わが国で蓄積した技術

を提供し、その．．ヒで鋼材価格と労働賃、解撤船

価などを考慮して解撤ヤードの経営が成り立つ

のかどうかを検討してみる。経営が成り立たな

いのであれば、次のステップとして経済的にど

什ム．キ　ト「　　防、∫”、、り∩Aり．．．．．．～　∩
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うするのか、どう支援するのかということを国

際的な枠組みの中で考えていくのではないでし

ょうか。

　まずは、主要解撤国の現状について技術的な

評価を行うのがファースト・ステップと考えて

います。

司会　中国の解撤事情を述べてきたわけですが、

他の国に求められる能力の維持、増強も含めて、

補足的に何かございますか。

河辺　今後の課題として、テクニカル・ガイド

ラインについては、骨格がほぼ決まり、これか

ら肉付けされていくことになりますが、この過

程で、現実的に対応可能なものと不可能なもの

を認識し、わが国が積極的に主張していく事が

必要と考えています。

新井　解撤ヤードの能力と今後の解撤量の関係

から見て、規制の進め方を間違えると、大変な

ことになるのではという不安があります、一方

面、ILO作成のビデオでインドの解撤事情を見

る限り、現在の状況を放置するわけにはいかな

いと思います。口本は、世界有数の海運、造船

大国として、責任ある立場で発言、行動してい

く事が必要だと思います。

　　今後解撤問題を

　　どう進めていくのか

司会　日本の船会社が運航している船は船齢が

低く、用船も含め10年前後です。一方、欧州、

ギリシャ船主などが運航する船は、18～20年の

船も相当存在していますので、そういう国々に

も積極的に責任を共有して欲しいという感じが

します。

　今後の方向性についてですが、現在、国際機

関で、それぞれ精力的に議論が行われています

が、解撤国の現状を踏まえて検討しないと、二

極分化した議論に終始し、結果的に環境に悪影

響を及ぼすようなことが懸念されるわけです。
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従って、どのように国際会議に対応していくか

が重要な問題になってくると思います。その甘

いかがでしょうか。

平田　国際会議の動向については、船舟自リサイ

クル問題について活発に検討され始めて3年く

らい経ちますが、1月のUNEPの会議でプラ

ットホームみたいなものができ、それを受ける

ような形で3月のIMO・MEPC、5月には再度

UNEPの会議もあり、夏までには方向性が見え

てくるのではと期待しています。日本は、海事

国として関係国との連携を図りながら対応して

いく事が必要だと思っています。

　国際的枠組みでの環境規制、安全対策という

のは、これまでIMOとUNEPが別々に会議を

開いてきたこともあり横の連携という意味で疑

問がありました。20Q2年1月のUNEPの会議

では、わが国からの意見でIMOなどの国際機

関との連携がガイドラインに盛り込まれること

になっています。

　今後、具体的な内容がまとまっていくと思い

ますが、船はライフサイクルが．長いので、これ

から造る船であれば、いわゆる環境問題も盛り

込んだ形で船の生涯を経済的に考えることも出

来るのですが、現存船をどのように取り扱って

いくのかがこれからのポイントになってくると

考えています。

司会　河辺さん、現実的に考えた場合、どのよ

うにライフサイクルの問題、特に既存船を捉え

ていけばいいのかお願いします。

河辺　UNEPのガイドラインは環境が主体で規

制の方向はある程度見えてきましたが、ILO、

IMOについては具体的なものが見えてきてい

ません。ILOは安全・健康面が主体とされてい

ますが、ILOの基本的な立場としては、解撤国

内で自主的な規制方法を決めるべきであるとし

て、具体的なものはまだ何もありません。また、

IMOでは、解撤の前処理までの規制をするこ

とになるのでしょうが、まだ議論は進んでいま



せん。

　従って、今後ILOやIMOでの議論の進展に

合わせてライフサイクルのあり方や現存船の対

応を具体的に検討していく必要があると考えて

います。

司会　国際的な枠組みで考えていく場合は、主

要解撤国の中心であるアジアとの連携および彼

らの立場をどのように引き出していくのかとい

う課題が残っています。

新井　現状の国際会議では、一般的に欧米中心

で検討が進み、日本がそれにコメントするとい

う形です。しかし、解撤の主要国はアジア地域

にあり、日本は解撤国の立場も代弁していくこ

とが必要ではないかと思います。そのためには、

アジア船主フォーラム（ASF）という組織もあ

りますので、それを活用して考えを深めていき

たいと考えています。

司会　アジア地域の船主協会で構成するASF

は、設立時よりシップ・リサイクリング委員会

を設置し、台湾が議長国、わが国が副議長国と

なっています。2002年3月25日にこの委員会が

開催されますが、当．協会としても問題提起する

ことを考えています。

　最後に、われわれに何ができるのかという点

で、改めて強調しておきたいことがございまし

たらお願いいたします。

河辺　造船業界としては、新しい解撤の枠組み

作りの中でわれわれに要求されている事、やら

なければならない事が、ある程度見えてきまし

た。それは危険物質リストの作成への関与や、

解撤しやすい船の設計等です。これは国際的に

強制される規則になるかどうかは別にして、関

連業界と一緒になって今後対応していく必要が

あると考えています。

　また、枠組み作りのなかで、解撤問題に起因

して国際海運の秩序に混乱が起こらないよう、

また古い船が適正にリプレースされ、解撤作業

の安全が担保される現実的な規制になるよう、

造船業界としても貢献していきたいと考えてい

ます。

新井　海運会社としては、船を建造してから解

撤するまでのライフサイクルがスムーズに進む

ことが大切と考えています。また、環境保護に

ついても現実的な観点から貢献していくため、

・』 煦齦熬?ﾀに進めていく方向でこの問題に関

与していきたいと思います。

平田　まず、船舶リサイクリングという観点か

ら、技術的にも経済的にも新しいプラットホー

ムを関係国と早急に作り、混乱を来たさないよ

うにすることが重要だと思います。

　技術立国の日本としては、未来に向けた新た

な技術という面で貢献すべく、国土交通省関係

の機関である海上技術安金研究所の研究の一環

として取り組もうとしています。

　リサイクル鋼材は利用範囲が限定され、一・定

以上の品質を要求されない部材など低質材とし

か扱えないというのが現状ですが、その品質の

中でもっと多種多様な利用が世界的に可能にな

れば経済性も上がってくると思いますし、日本

の技術を以てすれば、解決できるものと信じて

います。鉄鋼、建築業界などの再利用先まぞ含

めて、次のステップとして開発を進めていくの

が未来の環境にとって重要なことだと思ってい

ます。

司会　わが国では、船舶リサイクルについての

議論が十分に尽くされていないという面があり

ます。そういう意味では、平田さんのこ発言は

歓迎すべきものと感じられました。その成果を

世界に発信していくことが日本の果たすべき役

割であると同時に、今後大量の解撤が見込まれ

ているなか、環境問題を見据えた上で、いかに

解撤事業を円滑に進めていくかについて、明確

な姿勢を示していく必要があります。今後とも

こうした点については、シップ・リサイクル連

絡協議会などの場で議論いただきたいと思って

おります。
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寄稿

中国解撤事情調査団に参加して一

㈹日本造船工業会
企画部企画グループ長

今井義久

　中国の解撤事情と将来性を調査するため、

200ユ年10月末から略・．．一週間、船主協会等と共同

で設置の「シップリサイクル連絡協議会」委員

で構成した中国解撤調査団の．一員として訪中す

る機会を得た。

　何でもありの国の印象を強く持った。4000年

目歴史の違い、13億もの人がいると、考えるこ

と、考え方、なすこと、その仕方、歴史観、文

化、全てにわたり日本と比較することが難しい、

政治、経済、ビジネスの世界だけの付合いで、

その国と人まで理解しようとするには無理があ

る。日本人は、漢文の世界で彼の国とは：司文同

種の先入観が出来ている。同じ漢字だから同じ

意味のはずだと思うと、長い歴史の歩みで意味

が異なっている。若い人達では、大分、考え方

が外に向いている様に思える。男尊は依然強い

様だ。この国の改革・開放の過程で、女性の社

会進出の問題が出て来た時、課題になることは

間違いない。

　北京だけで四国の大きさがある。空港から市

街に入るところがら、緑が多く綺麗な印象がま

ず生まれる。地図上で抱いた距離感と実際が大

いに異なることもある。それだけ広い国、街と

いうことである。歩くと大変だから、日本人は

直ぐにタクシーを捕まえるが、英語と比べて言

葉特に発音がややこしいので行き先を告げても

なかなか通じない。結局、所持のガイドブック

で、行きたいところを指で示すやり方になる。

　交通事情でも、韓国ほどカッカする状態では

ないが、信号が少ないせいか自転車、人が車に

接近して来て危ないと思うが、彼らなりのルー

ルで自然の態様が出来ているそうだ。そういう

ところは、ヴェトナムと一・緒だ。以前にテレビ

で見た記憶ほどには自転車の数が少ない様に思

った。また、乾杯乾杯の国の先入観があったが、

それ程でもなかった。時代が変わったのかもし

れない。

　言葉が出来ればと思う歯がゆいことが度々あ

ったが、その国、人を理解しようとすると、少

々はその国の言葉が出来ないと駄目だと思う。

大概の中国の人は、「三国志」からの中国語入門

を薦める。逆に、出府井の通りで、日本人と見

て日本語を勉強したいと近づいてきた若い女性

がいた。中国語を習い始めて問もない同行の日

本人とのやり取り、この場合はお互いに意味が

通じているかであるが面白かった。手振りも交

えて習おうと努力する気持ちが大事なことと感

じ入った。

　後で訪問の上海と比較すると、街の雰囲気も

あるが話の内容からしても北京は政治の街だと

思う。上海の商業国際都市が持つリベラルの風
　　　　　　　　　　せわ
情とは異なる。上海は忙しなく人が行き交って

おり落ち着く暇がない。

　食はリヨンに在りではないが、申華料理の場

合は広州に在りという。北京、上海、広東、四

川の四大料理でも、人によって好き嫌いがあろ

う。御国自慢のところがあろう。北京はどちら

かと言うと肉料理が多い、北京ダックの好きな

人には垂涯の的であろう。

　昔のフランスの思想家が、その国を知るには

田舎に行かなければ分からないと言っている。

今回は北京と上海が中心であったが、蘇州近辺

までは足を延ばせた。この国に限らないが、二

度三度と足を運ばなければということであろう。
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国際会議レポート

1
∫

米国GDP予測の上方修正を歓迎
一アジア船主フォーラム（ASF）

　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）第10回中間会合の模様

　ASFシッビング・エコノミックス・レビュー

委員会（SERC）の第10回中問会合が2002年2月

26日、シンガポールで開催された。

　同会合は、昨年11月の第9回中間会合に続く

もので、ASFメンバー船協から7ヵ国／地域の

代表19名が参加、当協会からは草刈隆郎副会長

（目本郵船社長〉を含む5名が出席し（資料2

参照）、了解事項（資料1参照）を採択して会

合を終了した。

　会合では、まず各国から経済の現況や見通し

に関し、特に前回会合から注目すべき点等につ

いて報告され、その後、テロリズム対策として

のコンテナや港湾の安全問題等について情報交

換が行われた。

　定期船部門では、最近の悪化したコンテナ海

運市況の下では、現行のサービスレベルを維持

していくことが困難との懸念を共有し、海運業

界が現在極めて重大な危機に直面していること

を認識した。各CEOは、深刻な船腹過剰問題

に取組むため、適法かつ実効ある対策を求めて

最大限の努力をしていくことを確認した。こう

した状況の中、各国社が個別かつ自主的に船腹

を削減する決定を行ったことを歓迎し、必要に

応じ、個別または適法な船山間協定で一層の方

策が検討さるべきであることにつき全会一致で

認識された。また、会合は多くのエコノミスト

が2002年第一四半期の米団GDP実質成長率予

測をヒ方修正したとの最新情報を歓迎した。

　ドライバルク／タンカー部門については、両

部門とも依然として市況が低迷していることが

認識されるも、世界経済が回復に向うとの期待

から今年後半には改善を始めるものと予想され

十士A、昌F卜「　翫∫πF9ρnoド、10
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た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　件など最近の諸問題についても意見交換が行わ

　また、WTO海運交渉、船舶に対する海賊事　　　れた。

憤料1】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年2月26日、シンガポール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2002年3月1日、東京で発表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了解事項

　　　　　　　　　　　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）

　　　　　　　　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　　　　　　　　　　　　　第10回中間会合（シンガポール）にて採択

1，アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レヴュー・コミッティ　（SERC）

第10回中間会合は、ASFメンバー船協のアセアン、オーストラリア、中国、台湾、香港、日本、

韓国から7力国／地域の代表19名が出席し、2002年2月26日、シンガポールで開催された。出席者

名簿は添付の通り。

2．全ての出席者は、最近の悪化したコンテナ海運市況の下では、現行のサービスレベルを維持して

　いくことが経営上困難であることについて多大な懸念を表明し、現在、海運業．界が極めて重大な危

　機に直面していることを全会．．．・・致で認識した。

3．会合は、コンテナ海運が世界貿易と経済の持続的成長を支えるインフラの必要不可欠な部分であ

　ることを再確認した。こうした重要な役割を果たし、高品質かつ安定したサービスを継続的に顧客

　に提供するための健全な財政状態を回復するためには、関連法規の範囲内で可能な行動を直ちに行．

　う必要のあることが認識された。この目的に向け、各CEOは深刻な船腹過剰問題に取組むため、

　適法かつ実効ある対策を求めて最大限の努力をしていくことを堅く決意した。

4．出席者は、業界の正確な状況に関する共通認識を共有する．．ヒで、協議体制の必要性を確認した。

　これに関連し、全ての出席者は船社間協定に対する独禁法適用除外制度の重要性を強調した。

5．全ての出席者は、いくつかの航路で不要な船腹を個別かつ自主的に削減する決定を各船町が行っ

　たことを歓迎した。これらの動きは、船社コストの削減、効率性の改善、必要な水準の船舶サービ

　スの長期的確保につながり、顧客／船霊双方の利益となるものである。こうした船腹削減策の継続

　は全ての関係者にとって有益であり、必要に応じ、個別または適法な船出間協定で一層の方策が検

　討さるべきであることにつき全会一致で認識された。出席者は、海運産業が直面している問題につ

　いて荷主業界の正しい理解を得るため、最大限の努力をしていくよう要請された。これに関連し、

　会合は多くのエコノミストが2002年第一四半期の米国GDP実質成長率予測を上方修正したとの最

　新情報を歓迎した。関連資料＊は以下の通り。

6．ドライバルク／タンカー部門については、両部門とも依然として市況が低迷していることが認識

　された。しかしながら、世界経済が回復に向うとの期待から今年後半には改善を始めるものと予想

　された。全てのCEOは、トレードの正確な分析に基づいて会社を指揮していくことを求められた。
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7．また出席者は、WTO海運交渉、テロリズムに対するコンテナ安全問題、船舶に対する海賊事件

など最近の諸問題についても意見交換を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

＊資料

　　米国国内総生産（GDP）実質成長率予測

エコノミスト名

　　2002年第一四半期

前回予測＊　　　今回予測
ソロモン・

八イ・

レーマン・

スミス・バーニー 十1．096 十3．596

ブリクエンシー・エコノミクス 十2．5％ 十3．096

　　　　　プラザーズ

ウエルズ・ファーゴ

十〇．596 十2．5％

十〇、296 十2．5％

モルガン・スタンレー 一〇．296

ゴールドマン・サックス 一］．0％

十2，5％

十2．5％

J．P．モルガン・チェース 0％ 十2，596

エコノミー・ドット・コム 一〇．596 十2，196

UBSウォーバーグ 一1、O％ 十2，096

平均　　　　　　　　　 ＋0296　 十2．6％

出所：ウォール・ストリート・ジャーナル調竃；エコノミー　ドット・コム経由米国労働省

＊注：前回予測は、2001年12月下旬に実施されたウォール・ストリート・ジャーナル調査。

し

’一

【資料2】

　　　　　　　　　　　　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）

　　　　　　　　　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第10回中間会合

　　　　　　　　　　　　　日　時：2002年2月26日㈹

　　　　　　　　　　　　場所：シンガポール（Goodwood　Park　Hotel）

出席者

委員長

　　草刈　隆郎　日本船主．協会　副会長（日本郵船　社長）

メンバー

＜オーストラリア船主協会＞

　　Mr　John　E　Lines（Managing　Director＆CEO，　ANL　Container　Line　Pty　Ltd．）

＜中国船主協会＞

　　Mr　Gao　We嘩e（Execu旨ve　Vice　Presldent，　China　Ocean　Shipping（Group）Co．）

　　Mr　Li　Shao　De（～弓ce　President，　China　Shipping（Group）Co．）

〈アセアン船主協会連合会〉

　〈インドネシア船主協会＞

　　Mrs　Carmelita　Hartoto（Director，　Pt　Andhika　Line㊥

　　Mr　Firdaus　Wa両di（Director，　Pt　Pakar廿Tata）
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　Mr　SGebaglo　Windoe（Director，　Pt　Samudera　Indonesia　Group）

　〈マレーシア船主協会＞

　Mr　A　M　N　Aziz（Senior　General　Manager，　Malaysia　lnternational　Shipptng　Co．）

〈香港船主協会＞

　Mr　T血Huxley（Managing　Director，　Clarkson　Asia　Ltd．）

　Mr　Allan　T　S　Wong（Managing　Director，　Odent　Overseas　Container　Line（Asia　Pac匝。）Ltの

　Mr　K　H　Koo（Group　Chairman，　Tai　Chong　Cheang　Steanlship　Co．（HK）Ltd．）

〈日本船主協会〉

　　太田　健夫　（飯野海運　社長〉

　　若林善三郎　（川崎汽船　副社長）

　　佐藤　博之　（商船三井　専務取締役）

　　徳川　恒孝　（日本郵船　副社長）

＜韓国船主協会＞

　　Mr　J　W　Park（Execu偵ve　Wce　Presldent，　Hanlin　Shipping　Co．，　Ltd．）

　　Mr　Suk　Hul　Lee（Senior　Execudve　Vice　President，　Hyundai　Merchant　Marine　Co．，　Ltd．）

〈台湾船主協会＞

　　Mr　Marcel　Chang（President，　Evergreen　Marine　Co．）

　　Mr　W　H　Huang（President，　Yangmi㎎Ma血e　Transport　Coう

弁護士
　　Mr　Jef丘ey　F　Lawrence（Partner，　Sher＆Blackwell）

事務局

　　園田　裕一　（日本船主協会　国際企画室長）

　　中村　憲吾　（日本船主協会　国際企画室〉

　　笠原　永子　（日本船主協会　国際企画室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

　2002年1月に本委員会副委員長に就任したMr　C　S　Jang（President　of　Hyundai　Merchant　Marine

Co．，　Ltd．）は、当初出席の予定であったが、直前になって所要のため欠席した。

　　　　WTO海運自由化交渉の重要性について各国の理解促進

　　　　一タイでESCAP地域セミナー開催一

　2002年2月11日から13日までの問、タイ・バ

ンコクでESCAP（国連アジア太平洋経済社会委

員会）の主催により、WTO（世界貿易機関）に

おける海運自由化交渉をテーマとする地域セミ

ナーが開催された。

　WTOにおける海運自由化交渉は、2001年11

月のカタール・ドーハでのWTO閣僚会合で立

ち上げられた新多角的通商交渉（新ラウンド）
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の枠内で行われており、今後、2004年末の交渉

期限に向け、各国の海運関連規制や自国海運保

護政策などの自由化を日指して交渉が本格化す

る見込みである。

　ESCAPでは、こうした状況を踏まえ、交渉に

向けての域内国の理解と関心を深めるためのセ

ミナーを開催し、以下のような点について専門

家の説明を聞くとともに各国の現状について意

見交換を行った。

・WTO海運自由化交渉がESCAP諸国に与え

　る影響

・WTO交渉を進める．．．ヒでの原則と手続き

・これまでの交渉の経緯

・WTO，　UNCTAD，　OECD各国際機関の役割

　今回のセミナーには、域内16自国・地域の海

運交渉担当者が参加し、自国海運の現状や海運

交渉への考え方などについて報告があり、交渉

にあたっては、キャパシティ・ビルディング（能

力構築支援）などをはじめ、途．．ヒ国への配慮が

必要とする意見が多く出された。日本からは、

国土交通省海事局外航課の園田敏彦国際機関条

約対策室長他が参加して［1本政府の考え方を説

明し、当．協会からは園旧裕一国際企画室長が出

席した。

　　　　AISの搭載期限前倒しおよび「船舶の保安計画」の策定

　　　　一テロ防止対策のためのIMO中間会合の模様

　昨年9月の米国同時多発テロ事件を受け、国

際海事機関（IMO）は、テロ対策を検討するた

めの中間作業部会を2月11日から15日にかけて

ロンドンにおいて開催した。

　同会議は、テロリストによる船舶への攻撃、

武器等の船舶およびコンテナによる輸送、ある

いは危険物積載船等を武器として利用すること

が懸念されることから、海上保安事項について

の米国提案を中心に審議が進められ、12月に開

催予定の外交会議で採択するために、海、L人命

安全条約（SOLAS条約）改正案、国際保安コー

ド案およびテロリズム他の不法行為防止対策の

指針案がそれぞれ作成された他、今後の作業計

画等について検討された。

1．自動船舶識別装置（AIS）

（1｝AISの導入前倒しについて

　　SOLAS条約の改正に伴い、新造船は本年

　　7月1日から、現存船は2008年7月までに

　甲種と大きさに応じ段階的に搭載すること

　となっていたが、米国は、AISが船名、仕

　出港、仕向港、積荷等の情報を自動的に発

　信ずる機器であることから、沿岸を航行す

　る全ての船航の情報の把握に役立つものと

　して、導入時期を前倒しすることを提案し

　た．その結果、遅くとも2004年12月31日ま

　でには対象船舶に搭載することとされたた

　め、タンカー・旅客船を除く5万G／T未満

　の現存貨物船の搭載時期が早まる方向とな

　つた。なお、内航船は前倒し判人の適用か

　ら除外されている。

〔2）Ais有効範囲の拡大

　　母Sの有効範囲が約3Gマイルであること

　から、テロ対策用として使用するにはさら

　に有効範囲を拡大する必要があるとして、

　インマルサット、中短波送受信器を利用し

　たロングレンジAISについての検討が要

　請された。その結果、AISのロングレンジ

せんぎょうMαγ2002難17
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化の実用にはまだ年数を要することから現

在利用可能なシステムであるインマルサッ

トCの機能を利用する方向を含め引続き

検討することとなった。

　AISは不審船の早期摘発を可能にする目

的から提案されたものと考えられるが、供

給体制が懸念される他、陸上局の受信設備

が整備される国は欧米等の一部に限られる

と思われることから、全世界の船に強制す

るのではなく、寄港国の要請に基づいて搭

載を義務付けるなどのバランスの取れた対

応が必要と考えている。

2．船舶および港湾の保安計画

（1）船舶の保安計画

　　　国際航海に従事する旅客船および500

　　G〆T以上の貨物船には「保安計画」を備え

　　置き、訓練を実施しなければならないこと

　　とされた。保安計画は、船舶安全管理コー

　　ド（ISMコード〉に含めることも念頭に置

　　かれている。

　〔2）船舶の保安職員

　　　各船舶に保安職員を任命し．、義務および

　　責任並びに訓練の要件を強制化することと

　　なり、訓練については、優先事項として訓

　　練当直基準小委員会（STW＞で検討を要請

　　することとなった。

　鋤　会社の保安職員

　　　会社は、保安職員を任命することとされ、

　　保安職員の義務および責任は別途定めるこ

　　ととなった。

　㈲　港湾施設の保安計画および港湾の脆弱性

　　評価

　　　米国提案は各国より総論的には支持を得

　　たものの、IMOの枠組みで検討すること

への疑義、各国の国内事情等、様々な観点

から議論があり、具体的な結論には至らな

かった。

　港湾における保安体制の強化はテロ対策

においては最も重要であると考えられるが、

政府当局等が新たな義務を負う可能性がある

ため極めて慎重な審議になったと思われる。

3．船員の本人確認および背景確認

　米国は、船員に対し指紋や虹彩（眼球の角膜

と水晶体の間にある薄い膜）等による本入確認　　．〔．

および犯罪歴、前科等に関する証明書を政府が

発行することを求める新規則の検討を要請した。

しかしながら、人権への配慮を求める観点から

履歴等の確認は困難とされ、本人確認について

のみ、自国船員に対しその身分を証明する文書

の発給体制が検討されることとなった。

　国際海運会議所（ICS）は、船員を潜在的なテ

ロリストと位置付ける発想には反対し、テロ対

策であるならば、国際輸送に従事する全ての関

係者と1司様の確認体制が講じられるべきと指摘

している。

4．積出港におけるコンテナ検査

　世界で移動する数百万個の海上コンテナがテ

ロに利用される可能性が高いとの認識から、危

険物収納コンテナに対する事前検査制度や電子

機器の利用等も踏まえ、テロ防止対策の検討が

要請された。

　コンテナ追跡の必要性が認識されたが、様々

な関係機関との協力、有効な検査機器の開発、

ターゲットを絞ったランダムチェック等のイン

センティブ制度確立等の必要性について各国よ

り意見が表明され、IMOが世界税関機構

（WCO）等の関係機関と協力して検討するとと

18＄ぜんきょうM置2002
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もに、引続き5月に予定されている海上安全委

員会（MSC）で本件の必要な審議を行うことと

なった。

　すべてのコンテナを水際で検査することは実

行一ヒ不可能に近く、輸出人手続きの改善や有効

な封印シールの適用等最新技術を応用した検査

技術の開発、利用により、物流を甚だしく阻害

することのない実効性のある対策が望まれる。

5．世界税関機関（WCO）との協力

　海．ピコンテナ等の貨物を利用したテロリズム

等不法活動に適切に対処するためには、コンテ

ナを含むすべての貨物の利害関係者（貨物の梱

包、包装、証書、運送に携わる製造者、フォワ

ーダー、荷主、荷受人等）において、効果的な

保安管理のための適切な対応が必要であること

から、貨物の移動の保安体制を推進するために

IMOとWCOが共同で検討することとなった。

6．船舶およびその積荷と乗員に関する情報

　船舶／寄港国、旗国／寄港国、寄港国／寄港

国の閲で情報交換を図り、情報の透明性を高め

ることがテロ活動の防止に寄．与するとの観点か

ら、船舶の所有者に関連する情報（bene且cial

owner等）を入港前に提出する等の提案が支持

され、締約国は、保安上の理山により、入港す

る船舶に対して、船舶所有者および船舶の運航

に係る情報を求めることができるとする規則を

設けることが検討されることとなった。

　このような情報に関しては、公安当局などか

らの情報をベースにして必要な範囲において関

係者の協力を仰ぐことが基本であり、一律に情

報を求めても無駄が多いこと、また商業．．ヒの秘

密が一部の関係者の利益に利用されることのな

いよう配慮が必要と考えられる。

7．警報手段

　船舶がハイジャックされた場合に保安当局や

他船に知らせるための警報手段の検討が要請さ

れ、審議の結果、航行安全小委員会（NAV）、無

線通信・捜索救助小委員会（COMSAR）および

必要に応じ設計設備小委員会（DE）において審

議するよう求めることとされた。

8．船舶の保安設備

　船舶の保安体制を強化するため、C（πV（防

犯カメラ）、ドアの開放警報等の保安装置を搭

載することについて検討された結果、DEにお

いて詳細に検討することとなった。

これらの装置は海賊防止対策とも相通ずるもの

であるが、武装したテロ集団に対しての有効性

など、費用対効果等慎重な検討が必要である。

9．その他

　以下の事項をMSCに要請することとされた。

〔1）港における危険物貨物の安全に関する勧

　　告、梱包に関するガイドラインを見直すこ

　　と。

〔2｝次の3つの勧告文の見直しを検討するこ

　　と。

　　①　海賊及び船舶に対する武装強盗の排除

　　　のための政府に対する勧告

　　②　海賊及び船舶に対する武装強盗の予防

　　　及び抑止のための船舶所有者、船舶運航

　　　者、船長及び乗組員に対する指針

　　③　国際海上輸送に従事する船舶による麻

　　　薬、向精神物質、先端化学薬品の密輸の

　　　防止と抑制に関する指針

　〔：3｝国際労働機関（ILO＞とIMOが協力して

　　港の保安に関する勧告等を作成していくこ

　　とσ）必要性を検討すること。

ぜんきょう班α〆2002919
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内外情報

1．2001年IMB海賊レポート

　国際商業会議所（lnternational　Chamber　of

CQmlnerce：ICC）の下部組織である国際海事

局（lnternational　MariUlne　Bureau＝IMB）の

海賊情報センター（クアラルンプール）は、2001

年に同センターに連絡のあった海賊事・件（未遂

事件も含む）の報告書を発行した。

　それによると、2001年の海賊事件の報告件数

は、過去最高を記録した2000年の469件から29％

減少し、335件となった。特にマラッカ海1映で

は昨年の75件から17件に減少しているが、これ

はマレーシア、シンガポール当局のパトロール

強化に依るものとしている。東南アジア・極東

地域の件数も前年より35％減少したが、依然全

体の過半数（51％）を占めており、このうちイ

ンドネシアで91件（全体の27％）となっている。

　報告件数は各地域で減少し、唯一増加してい

るのはアフリカ地域（ナイジェリア、紅海、象

牙海岸等）（68→86件、26％増）のみであった

が、昨年より減少したとはいえ、アジア経済危

機以前に比べれば3倍という、依然として高い

（件数）
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レベルにあるといえる。

　乗組員の負傷事例も減少しており、死亡者数

は2000年の72名（5件：内1件はフィリピンに

てフェリー上のバスが爆破されたことにより40

名の死者を出したもの）から21名（4件〉に減

少しているが、武装した海賊による事件は増加

傾向にあり、銃による武装が増えている。

　また、2QQ／年に入ってから、マラッカ海峡北

部アチェ沖において、船舶の乗組員が入質にと

られ身代金を要求されるという事件が2件発生

した。IMBは、入質事件は解放されればそれで

良しとして以降の警察当局の煩わしい調査を避

けたいとする船主の意図や、犯人から通報しな

いよう脅迫されていることも考えられることか

ら、報告されていない事件がかなりあるもび）と

見ており、新たな傾向として関係者に注意を促

している。

107　106

週
’99　　　2001

　　　〔年｝

［事件の概要］

（1）　6月25「1、マラッカ海峡北部ジャンボァ

　エ沖で機関修理中のインドネシア籍タンカ

　一に海賊が襲撃。海賊は船長および2等航

　海士を人質として誘拐し身代金を要求。そ

　の後の交渉により、2等航海士は解放され

　たものの、船長は依然拘束されている模様。

　なお、同船は、6月27日、マレーシア　ペ

　ナン島に無事到着した。

（2｝8月25日、マラッカ海峡北部アチェ沖（ジ

　ャンボアエ沖との情報もあり）をマレーシ

20趨せんぎょうMαγ2002



アへ向け航行中のホンジュラス籍タグボー

トを海賊が襲撃。アチェ東側の小さな港へ

入れ、乗組員12人のうち6人を解放、残り

6人を人質に身代金を要求。交渉の結果、

全員が解放された模様。

2．国土交通省　海賊行為に関する調査

　国土交通省海事局外引田は、わが国の外航海

運事業者（243社）に対’してアンケート調査を実

施し、2001年における所有船または外国籍船を

含めた運航船における海賊事件について別表の

とおり取りまとめた。概要は以下のとおり。

　〔D　日本関係船舶における発生件数は10件と、

　　2000年の31件と比較して約3分の〕．に減少

　　している。

　吻　発生海域別では、インドネシア周辺海域、

　マラッカ・シンガポール海峡等の東南アジ

　ア海域で最多の4件が発生している。

（3）運航区分別では、錨泊中または沖待ち中

　7件、着崖中3件となっており、すべて港

　内または港の付近で停泊中または沖待ち中

　に被害を受けるケースであった。

（4＞海賊行為の類型別に見ると、乗組員に対

　する直接的な脅迫行為が認められるもの

　（強盗等）3件、直接的な脅迫行為が認め

　られないもの（窃盗等）7件となっている。

　関係各社におかれましては、政府等関係機関

に対し防止対策の強化を要請するためにも、今

後とも事件の通報を励行されますようお願いし

ます。

［別表］　日本関係船舶に係る海賊および船舶に対する武装強盗等に関する調査結果

）
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　　　　社団法人日本船主協会

　　　　　　　　　見よう！！

当協会のwebページが新しくなりました
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当協会のホームページは、1998年11月

に開設し、当協会の概要、組織図、メン

バー会社の紹介をはじめとして、日本海

運の現状を紹介してきました。

2002年4月からは、従来の内容を充実
させるとともに『環境コーナー』、『海運

用語集』、「Kids　Corner』などを追加し

ました。さらにデザインを一新し、見や

すい構成としました。

http＝〃lsanet，or．jpノ

』信幽L社団法人日本諾圭協会
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当協会理事会、委員会等の活動状況や会員宛の周知文書および「せんきょう」月報な

どを閲覧できます。また、自然文入力による検索機能も備えています（メンバー会社

専用サイトにアクセスする場合は、ユーザーIDおよびパスワード入力が必要です）。
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瞬泓塗蕩デ鋤⊃
当協会の活動内容を始めとして、「海運のことを知り

たい方へ」、「海運雑学ゼミナール」、「海運用語集」

など豊富なサイトを用意しています。以下、そのう

ち幾つかをご紹介します。

日縦雷【」胤聴

講ンヨ【一即自のこ紹實

周置のこと聖しり陰い万

　た厩歪げ一9

滴賊イン7可メーシヨン

潤匿用唐蹴

2月1朔日　　　ASFシ，ビング」エコノミックλr』ピー一

　　　員金（SERC，鼠‘0眠中間金言に閃．引．う湿者台見
　　　の開催に．⊃しして

巴月1日

12月25日　　しヒ解SAの解旧　　1し3　　の柴覇｝葬」．　　　L　【

器プレスリリース

当協会発表によるプレスリリースを

随時掲載しています。

器環境コーナー

当協会が取組む環境問題や2001年

1月に策定した「環境憲章」等を紹介

しています。

器海運雑学ゼミナール

「船」や「海」にちなんだ楽しく、ため

になるテーマが満載です。

昌昌パンフレット・ビデオ類

当協会が刊行している各種パン

フレットおよびビデオなどを紹

介しています。無料上布や貸し

出しもしていますのでお問い合

わせください。

環境コーナー

禍瓢
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「海運にくわしくなるクイズ」に答えて素

敵なプレゼントを当てましょう。

ヒントはホームページの中に隠されていま

す。（クイズ内容および有効期間などは定

期的に変わります。）
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500■号記念　竃鑛垂》⑳罐葦i）

　本誌「せんきょう」は今月号で創刊500号となる。昭相35年発刊の「船将月報」を第1号として、

通算42年間、平成5年4月号で表題を「せんきょう」と衣替えしながら着実に巻を重ねてきた。節目

の記念特集記事を中心にその歩みを振り返ってみた。

戦後の名残から躍進の時代へ

　昭和35年8月・倉1」刊号

　「船．協月報」は日本海運の動向と諸問：題を紹

介・解説する「海運界の機関誌」として刊行さ

れた。安保条約改定反対デモが全国規模で行わ

れ、浅沼社会党委員長がテロに倒れた。三井三三

池下争議が起きるなど騒然たる世相だった。

　巻頭言には「海運における競手と．協調」が掲

げられている。座談会「当面の海運問題」では

労使協調がテーマのひとつだった。一．．般記事「海

運界の動き」は長年の懸案だった全日本海員組

合と5船主団体との聞で船員退職年金制度が協

定されたことを記している。

　池田内閣が発足して所得倍増計画が発表され

た年でもあった。「調査研究」では、さっそく

「所得倍増計画」を論じている。その一方で、

「船舶（戦標船）の検査強化問題」といった問

題も取り上げられており、なお続く戦後の名残

を伝えている。

　昭和43年1、月昌GO号

　創刊号から100号に至る8年間は日本海運の

戦後における「躍進」の時期に当たる。

　特集記事は「船腹拡充のために抜本的強化策

を」（昭和36年）、「海運二法の成立と企業合併」

（昭和38年）、「専用船・野送船中心の大量建造」

（昭和39年）、「海運振興策の検討とコンテナ船

の就航」（昭和43年）などを取り上げている。

　そして、「［本海運は（中略）従来の自立体

制確立期から振興発展期に入ろうとしており」

「近い将来、世界一の船腹を保有し、国際海運

においてもきわめて重要な役割をになうことに

なろう」と論じている。

高度成長期から不況期を迎えて

　昭和52年3月・200号

　創刊200号記念特集記事があり、創刊から／7

年間にわたる「日本海運の動向」が記されてい

る。創刊時の昭和35年段階では6DO万総トンだ

った商船保有量が3，950万総トン（昭和51年央）

までになり、便宜書籍国のリベリアを除けば「実

質的に世界一」となったことを伝えている。

　しかし、年別に特記事項をみると、そうした

高度成長の陰にいくつかの懸念が浮上してきて

いるのが分かる。「海運再建整備計画の終了」（昭

和44年）、「高度成長経済と海運政策の見直し」
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（昭和45年）、「国際通貨情勢の急変」（昭和46年）、

「インフレとオイルショック」（昭和48年）、「邦

船国際競争力の低下と海運政策の見直し」（昭

和51年）

　こうした情勢から200号巻頭言は「業界の団

結と協調が一切の基盤」と訴えている。

　昭和60年7月・300号

　200号からの8年の問に起こった「主な海運

．界の動き」の記事がある。200号で指摘された

問題点が表．面化してきているのが分かる。

　「長期海運政策の検討開始と船員雇用対策の

推進」（昭和52年）、「利子補給の復活と船員制

度近代化実験の開始」（昭和54年）、「長期外航

海運政策に関する海造審答申とイラン・イラク

堆幾争’」　（日召矛055年）、　「3音BP『　（定其月舟沓、　フト定期

船、タンカー）同時不況の到来と船員関係法制

の整備」（昭和57年）、「海運経営の深刻化と運

脚審」（昭和58年）

　特集記事では「国際的諸問題に政府が適切に

対処することに合わせ、個々の企業の環境変化

への適切な対応が不可欠である」とし、「それ

が、今後も”海に浮かぶ経済大国”の外航海運

として生き残り、未来を切り拓く道といわなけ

ればならぬ」と論じている。

　平成5年］］月・400号

　過去8年間の「主な海運界の動き」では、国

際的にECの市場統合、東西ドイツの統合、ソ

連邦の崩壊など「激動の時代」だったことを記

し、こうした変動する国際情勢のもと、日本海

運界にも大きな変化があったとしている。

　「三光汽船の会社更生法適用」（昭和60年）、「船

員の緊急雇用対策実施」（昭和62年）、「近代化

船・パイオニアシップ実験開始」（同）、「総合

海運会社は目引郵船、商船三井、川崎汽船の3

社へ」（平成3年）、「国際海事機関（IMO）がタ

ンカー構造基準強化を図る海洋汚染防止条約の

改正」（平成4年）

　大幅円高・バブル経済破たんなどで日本外航

海運の経営内容は「極度に悪化」したと述べて

いる。明るい話題として「クルーズ客船時代の

幕1用け」（平成元年〉があった。

時代を記録し続けた貫重な財産

　平成14年3月・500号

　400号から500号までの8年間における各号の

巻頭言をみると、依然として極端な不況に沈む

日本海国界の実情が訴えられているのは当然と

しても、環境、安全といった問題が重要課題に

なってきていることが分かる。

　「円高と海運業界の対応」（平成6年7月）、「日

本外航海運は存続可能か？」（平成7年9月）、

「定期船船主に求められるもの一規制緩和とト

レードの安定」（平成ll年3月）

　そして新しい課題に関する巻頭言としては、

「船社の社会的使命と安全輸送」（平成8年3

月）、「海難事故ゼロへ安全運航の課題」（平成

10年5月）、「海運と環境問題」（平成12年6月）

などが見られる。400号までほとんど取り上げ

られることがなかったテーマである。

　　　　　　　　＊　　＊　　＊

　いま、あらためて各記念号のページをめくる

とき、厳しさを加える国際・国内情勢を背景に

変容する日本海運の姿がそのまま記されている

ことに気づく。創刊号から500号まで、主要目

次の項目にほとんど変化がなく、．慣性があり、

資料価値にも富んでいる。

　「せんきょう」は時代を記録してきた日本海

運界の貴重な財産であり、新しい世紀において

も果たす役割は大きいといえよう。
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5・・号記倉鍮⑳㊨

瞬く間の42年間

500号発行にあたって

「せんきょう」編集・発行人日本船主協会常務理事鈴木昭洋

　1947年6月、日本海運協会〔目木船主協会の

前身〕の解散とともに、R本船主協会が設立さ

れて以降、各種委員会の議事要旨を収録したガ

リ版刷りのものが、しばらく「月報」という名

で、会員向けに作成されていました。内容は、

新設された協会の組織や運営問題の他、終戦直

後でもあったことから壊滅的打撃を受けた海運

の復興問題が中心になっております。文中には、

「．協会の定款の検討はGHQ（General　Head

Quarters）のアンチトラスト課が担当している

…」とか、「諸点修正をGHQより指令された…

海運総局に海運民営還元問題について要望した

…」云々とあり、占領下時代のため、あまり聞

かれない言葉が随所に使われています。毎号、

民営還元へ向けての海運総局やGHQとの折衝

経過などの状況報告が記述されていることから、

当時、海運の民営化問題がきわめて大きな問題

であったと推測されます。海運の民営還元は、

1950年に実現しました。

　それからユ0数年の歳月が流れ、復興に向けた

日本産業の力強い活動とともに、海運が一本の

産業界のなかで重要な役割の一端を担うにつれ、

海運業界の広報にも力が注がれるようになりま

した。そして、一般の方々にも海運に関する情

報を発信し、興味を覚えていただけるようなも

のを作ろうという機運が盛り上がり、現在の形

式に体裁を整えた機関誌「せんきょう」が1960

年8月に創刊号として発行されました。

　以来42年間休刊することなく、今月号を以っ

て創刊500号の発行に至りましたことは大変喜

ばしいことです。しかし、この道程は、海運界

の歴史そのものを：象徴しているようなもので、

決して平坦でなく、編集に携わった多くの方々

の汗が染み込んだものであり、原稿を執筆して

いただいた方々も含め、その熱意とご尽力に対

して感謝を申し上げる次第です。

　創刊号の編集後記によると、8月の猛暑の中、

準備に追われていたようで、「編集委員の苦労

は暑さで大変でした」と労いの言葉が述べられ

ているぐらいですから、扇風機を回しながら汗

だくになって作業を進めている光景が浮かびま

す。さらに、月報の構成についてのコメントは、

「全体の構成は、おおむね創刊サの形式になら

うことになろうが、必ずしもこれに固定する必

要はないと思う。会員各位のご批判をとりいれ

て、逐次改善を図ってゆきたいと考える次第で

ある。」と記されているものの、本の構成が半

世紀近く経た今なお生きつづけている部分があ

ることから、相当熟慮を重ねていたことがうか

がえます。こうした先を見据えた当時の基本姿

勢は、大切にしていかなければならないと肝に

銘じているところです。

　創刊号の巻頭言は、日本船主協会浅尾新甫会

長が「海運における競争と協調」と題し論述し
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ております。断片的ですが、拾い上げてみます

と「海運は他産業と異なり、裸のまま熾烈な国

際競争の荒波を受けている」また、「国内市場

を持たない海運界としては今後も無防備のまま

益々激化する国際競争に立ち向かわなければな

らない立場におかれている。これはひとり、わ

が海運界のみならず、世界の各国海運界が負わ

されている宿命であり、国際競争力の有無が、

直ちに一回海運のあるいは各海運企業の存立を

決するカギとなっている。」さらに結びとして

「企業基盤のきわめて脆弱なわが海運界として

は、国際競争力付与のための抜本的施策の実施

とともに海運界の秩序維持のため、最善の努力

を払う必要のあることを痛感する」等々述べら

れておられます。このように指摘されている事

柄は、読み返してみても違和感がなく、半世紀

近く経た内容とは思えないものです。

　先達の残された数々の貴重な教えは、機関誌

「せんきょう」を介して後世に伝えていかなけ

ればならないという使命の大切さを、身に沁み

て感じているところです。

　500号に到るまでの問、様々なことが起きて

おります。その多くは機関誌「せんきょう」の

なかに、史実として記録されておりますが42年

の歴史を振り返りみますと、大洋の荒波を幾度

も乗り越えてきた船のようでその凄さのみが頭

を過ぎります。

　枚挙すれば暇がありませんが、大波の一つは

1964年の海運集約です。日本郵船、大阪商船三

井船舶、川崎汽船、ジャパンライン、昭和海運、

山下新日本汽船の6社を中核に系列29社、専属

37社、合計72社の企業集約が行われましたが、

他産業界では例をみない劇的な出来事でした。

　もう一つの大波は、コンテナ化・専用船幅・

大型化による海上輸送分野の革新です。1968年

に日本一北米航路にコンテナ船がはじめて就航

したことから、海上輸送は輸送革新の時代へと

遇進していきました。そして、コンテナ船の輸

送体面も同船山間のスペースチャーター方式か

ら、今［］では企業数社が共同して航路を設定す

るいわゆる、企業連合コンソーシアムを形成し、

さらにグローバルに高度なサービスを提供すべ

く、世界規模の提携を行うアライアンスを実現

させ、今やボーダレス産業の先端を突き進むほ

どに変貌したことです。技術革新の面では、当

初のコンテナ船積載量は600個程度であったも

のが、この40年の間に輸送手段としてコンテナ

化が定着、その大型化が急速に進み、今日では

6，000個を超えるコンテナ船も出現しています。

また、その他の海．．ヒ輸送貨物の分野も専用船化

が進み、海上輸送部門の革新は劇的に変貌を遂

げています。

　さらなる大波は、円高基調による経営危機問

題があります。1985年、ユドル229円であった

ものが、1986年に1．62円、ユ995年には一時80山

台を突破し、為替レートの影響は、当時ドル建

比率の高かった運賃およびコスト面に直接響き、

海運経営面で苦境にさらされたことです。こう

した状況を克服するため、1989年緊急雇用対策

を実施しました。これを境に日本人船員および

日本籍外航船は減少し、旧外航船主団体に所属

するEl本人船員数は、1975年の4万4，000人か

ら200ユ年では2，700人へと大幅に減少し、これ

に併行して日本籍外航船も1972年の1，580隻を

ピークに減り、2001年では117隻と当時の十分

の一以下の規模になっています。

　瞬く間に過ぎた42年の問に海運は大きく変貌

を遂げました。しかし、海運界の情報発信基地

としての一翼を担うという機関誌「せんきょう」

の役害〔は不変であると確信しています。500．号

を発行するにあたり、今後とも広く読者の意見

に耳を傾け、皆様の期待に応えられるような月

報「せんきょう」をめざした編集・発行を心が

けていきたいと考えています。皆様の一層のご

愛読をお願い申し上げます。
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500号記念

　　「せんきょう」400号から500号に見る

主な海運界の動き（1993．11－2002、3）

　当協会の機関誌である「せんきょう」は、今月号をもって創刊500号となります。これまで創刊100

号を節目として過去100号分の海運界の動きを振り返ってきました。そこで今回は、400号（1993年11

月号）から500号（2002年3月号）に至る8年間について本誌「せんきょう」の記事から取りまとめ

てみました。このため、当協会の活動を中心とした海運界の動きになっている点、また、各見出しは

整理の都合上、便宜的につけたものである点、ご了承下さい。

合併・再編

　98年10月、日本郵船と昭和海運、99年4月、

商船三三井とナビックスラインと国内の大型合併

が相次いだ。

　世界に目を転じると、96年、コンテナ定期船

分野における、世界規模での巨大コンソーシア

ムの活動がスタートするとともに、合併により

P＆ONedlloyd　Container　Lines社が誕生するな

どコンテナ秩序の再構築の動きが始まった。97

年に入ると、NOLによって伝統的米国船社APL

が買収されるなど、既存アライアンスの枠組み

を超えた大型合併や買収が活発化し、従来のア

ライアンスの大幅な再編が行われた。

　一方、01年1月には、運輸省、建設省、国土

庁、北海道開発庁の4省庁が統合し、国土交通

省が発足、同年4月には、海技大学校、航海訓

練所、海員学校の船員教育訓練3機関が独立行

政法人に移行した。

リストラ

　85年置プラザ合意から円高が進行し、94年6

月以降、1ドル100円を切る円高が継続、船舶管

理部門の海外移転等のリストラが推進された。

95年4月19日、円は1ドル80円の大台を突破（一

時79円75銭）、戦後最高値を更新した。当協会

は、「円高緊急アピール」を発表し、政府に対し

て早急かつ有効な円高是正策の実施を求めた。

その後、ゆるやかな円安傾向が続いたが、98年

央には円高へ反転、99年には95年以来の円高水

準である1ドルIO31［1台をつけた。なお、それ以

降は、円安傾向に振れ02年2月には133円台ま

で円安が進んでいる。

海運政策

　95年，政府は、中期的かつ総合的に規制緩和

を推進するため「規制緩和5ヵ年計画」をスタ

ート。当協会は、42項目からなる規制緩和要望

を提出した。95年以降これまでの要望件数は全

部で77項目、うちOl年3月末までに一一定の措．置

および解決への道筋がついたものは53項目とな

った。

　同じ95年、運輸省「外航船舶・船員問題懇談

会」は、日本籍船・日本人船員の維持、日本商

船隊の競争．力回復を目的として、税制・財政上

の措置をはじめとする総合的な対策を盛り込ん
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だ「国際船舶制度」の創設を提案。96年、海上

運送法の一部改正および税制改正により、国際

船舶に対する固定資産税・登録．免許税の．一音覧軽

減が．講じられた。また、船舶職員法の一部改正

が98年5月に公布、翌99年5月に施行されたこ

とを受けて、00年1月には第1回目の承認試験

がマニラにおいて実施され、同年3月末までに

日本人船長、機関長の2名を配乗した国際船舶

3隻が就航した。

　平成14年度（2002年度）税制改革においては、

小泉内閣の「聖域なき構造改革」の一環として

例外のない租税特別措置の見直しが検討され、

財務省より船舶の特別償却制度の廃止などを含

む厳しい整理案が示された。強力な陳情等の結

果、概ね現行内容での存続となったが、本格的

な税制改革論議は02年に持ち越された。

内航海運

　95年、海運造船合理化審議会・内航部会は、

「今後の内航海運対策について」を答申。内航

海運業界を巡る周辺環境の整備、構造改善の推

進等が盛り込まれた。これを受けて、昭和41

（1966）年以来、30年以上の長期に亘って実施

されてきたスクラップアンドビルド方式を主軸

とする内航海運船腹調整事業は、98年5月、内

航海運暫定措置事業へ移行した。同事業は、順

調に推移したが、景気減速に伴う内航市況の低

迷から建造納付金収入が当初見込みを下回り、

解撤交付金の決定額が同収入を大幅に上回る状

況となった。このため、01年9月には、．一時的

に日本内航海運組合総連合会による堺撤交付金

の支払いが延期される事態となったが、平成13

（2001）年度補正予算の成立に伴い解消された。

環境問題

　地球・海洋環境保全への取組みは、92年にブ

ラジルのリオデジャネイロで開催された「環境

と開発に関する国連会議」、いわゆる「地球サ

ミット」頃から世界的な関心を集め、国際海事

機関（IMO）などの国連機関はもとより、当協

会が加盟するICS（国際海運会議所）など民間

の国際団体レベルでも環境保全を目的とする幅

広い活動が活発化した。

　このような中、97年はタンカーによる油流出

事故が相次いだ。1月2日、島根県・隠岐島沖

の日本海で「ナホトカ」が沈没し、大量のC重

油が流出、さらに、7月2日には東京湾を航行

中のVLCC「ダイヤモンドグレース」が船底接

触し原油が流出した。また、99年12月には、フ

ランス沿岸の大西洋において「エリカ号」の沈

没による重油流出事故が発生した。

　エリカ号事故を契機として、IMOはシング

ルハルタンカーのフェーズアウトの前倒しを内

容とするMARPOL条約改正を採択、02年9月

1日より発効する見通しとなった。また、同事

故による油濁損害額が、96年5月30日に発効し

た改正油濁2条約（92CLC／FC）による船主責

任限度額および国際基金からの補償限度額を超

える見込みとなったことから、IMOでは、再度

これら2条約の補償限度額を引き一Eげる方向で

検討が進められている。

　この他、IMOでは環境保全に関する様々な

検討、条約化が進められた。主なものとしては、

96年5月、船舶による海上輸送中の有害危険物

質により発生した損害の補償について規定する

「HNS条約」が採択され、また、97年には、燃
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500号岩魚

料油に含まれる硫黄分、排ガスに含まれる窒素

酸化物（NOx）の上限値設定、ハロン、フロン

を含むオゾン層破壊物質の放出禁止などを内容

とする大気汚染防止に関するMARPOL条約の

新附韻書～肛が採択された。さらにOl年には、船

底群口塗料に使用されている有機スズ（特に

TBT：トリブチルテイン）の使用を禁止する条

約が採択．された。

　当協会は、従来から取り組んでいた個々の環

境問題について、包括的な対応を推進するため、

99年7月に環境対策特別委員会を設．置、00年10

月中は、国内の造船・解撤業界等の関係業界と

連携して「シップ・リサイクル連絡協議会」を

組織し、船舶に関する循環型社会の形成に向け

た検討を開始した。また、01年には、環境対策

の推進に努め、会員会社の積極的な環境保全へ

の取組みを支援することを目的として「日本船

主協会・環境憲章」を策定した。

　．安全問題

　94年には、ブラックリストの公表など欧米等

におけるPSCが強化され、アジア・太平洋地

域でも同年4月1日、PSCに関する覚書（東

京MOU）が発効するなど、サブスタンダード

船排除の動きが加速した。

　1980年代後半から1990年にかけて、大量のバ

ルクキャリア全損事故が発生した。このため

IMOは、97年、現存バルクキャリアに対する

構造要件の強化を含む一連の安全対策をSO－

LAS条約第XII章として採択、98年7月には、

SOL鵠条約の下で国際安全管理コード（ISM

コード）が危険物積載船やバルクキャリア等に

ついて強制化され、02年7月にはその他の船種
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にも拡大されることになっている。また、99年

2月、船舶の通信は、SOLAS条約に基づき、

これまでのモールス通信から衛星通信を中心と

する新しい遭難安全通信システム（GMDSS）

に全面的に移行した。

　一方、航空需要の増加により、2015年頃には

羽田空港がパンクすることが予測されることか

ら、国土交通省は00年9月首都圏第3空港につ

いての検討会を設置、01年12月には羽田の再拡

張を優先して検討するなどの結論が出されるに

至った。当協会は、終始一貰して、空港の整備

或いは羽田空港の再拡張にあたっては、船舶の

航行安全の確保が第．一義という観点から意見を

開陳した。

海賊問題

　99年IQ月、日本人船長、機関長を始め焉名の

フィリピン人船員が乗組むアロンドラ・レイン

ボウ号がシージャックされる事件が発生した。

国際商業会議所国際海事局（ICC・IMB）による

と、00年の海賊事件は、471件と過去最悪を記

録し、シージャックや海賊が銃等により武装し

た凶悪事件が増加を続けている。これらを背景

に、OQ年には、東京において海賊対策国際会議

が開催され、海賊防止対策を協議、凶悪化する

海賊および武装強盗事件に対して官民あげての

対応が本格化した。さらに、わが国政府は、01

年10月、東京において「海賊対策アジア協力会

議」を開催、大型巡視船を東南アジア海域に派

遣し、各国警備当局との連携を強めたほか、そ

れぞれの航海の途上、当協会会員会社運航船と

海賊情報伝達・捜索訓練等を実施するなど、ア

ジア海域における海賊対策に取り組んだ。

（、



　船員問題

　95年、IMOは、近年ヒューマンエラーに基

づく海難事故が相次いだことを背景に、新たな

海技資格制度、技能・訓練等についての国際基

準を構築するため、STCW条約を全面的に改

正した95年改止条約を採択、97年2月から発効

した。また、00年11月、IMOは同改正条約の

要件を満足した国をホワイトリストとして公表．、

フィリピンなどアジアの主要船員供給国も同リ

スト回りを果たした。

　96年には、ILO（国際労働機関）が9年振り

に海事総会を開催し、船内労働時間と定員、有

料の職業紹介所の設．置等に関する：条約を採択し

た。また、Ol年のILO含同海事委員会　（〕MC）

では、05年の採択を目標に、既存のILO条約

および勧告を一つの統合条約として再構築する

ことが合意された。

　00年12月31日、外航労務協会が解散し、翌Ol

年1月1日付けでその機能を当協会に移管した。

同年の労働協約改訂交渉では個別交渉の先行、

中央に拘束されない個別の賃金決定など、従来

とは異なった交渉経過をたどるとともに、新し

い労使関係の構築に向けた協議が開始された。

　国際問題

　96年／エ月、FMCは日本の港湾慣行に絡み、

米国商船法に基づいて邦船3社運航の定期コン

テナ船に対して、米国の港に寄港することに10

万ドルを賦課する制裁措置規定の制定に向け手

続きを開始、97年9月、邦船3社に対し課徴金

10万ドルの制裁措置を発動した。11月に至り、

事前協議制度の改善等について日米政府間にお

いて最終合意がなされたものの、それまでに150

万ドルの課徴金の支払いが発生した。

　01年1ユ月、世．界貿易機関（WTO）は、中国、

台湾の加盟を正式承認するとともに、新多角的

通商交渉（新ラウンド）の立ち．ヒげをうたった

開僚官言を採択した。閤僚宣言では、新ラウン

ドの斯限をQ4年末までとしており、海運を含む

サービス分野についても、02年置ら具体的交渉

が開始されることとなった。

　社会情勢

　95年1月ユ7日、阪神・淡路大震災が発生した。

神戸市を中心に甚大な被害が生じ、神戸港のコ

ンテナ埠頭をはじめとする港湾施設が損壊する

など海．．ヒ輸送も大きな打撃を受けた。海運業界

も生活関連・緊急救助物資等の輸送、臨時宿泊

施設・入浴施設としての客船提供等の援助協力

を行った。

　同じ95年には「国民の祝日に関する法律」が

成立、7月20日の「海の記念日」が、国民が海

の恩恵に感謝するとともに海洋国目本の繁栄を

願う「海の日」として翌96年より14番目の国民

の祝日となった。「海の日」はOl年6月、「国民

の祝日に関する法律」の一部改正（祝目三連休

化法案）が成立したことにより、03年より7月

の第3月曜日に指定されることとなった。

　Ol年9月11日、ニューヨークなど米国内で同

時．多発テロ事件が発生、10月8日には、米英軍

によるアフガニスタンの軍事施設への攻撃が開

始された。当協会は「情報連絡本部」を設置、

一般商船に対する報復テロへの警戒に関する注

意喚起を行うなど各種情報の収集と周知を行っ

た。
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緯※先プタウンのロブスター（イセエビ）

　世界3大美港の数え方には人により異説もある

が、ライオンズヘッド、テーブルマウンテンの雄大な

背景に囲まれたケープタウンは3大美港の一つと

して確定しても良いと思う。この港にはダンカンドッ

クとヴィクトリアドックがあり、たまたまIH港のヴィクト

リアドックに着岸したことがあった。

　このドックの端に続く海岸にロブスターの棲家と

なる絶好の岩場がある。いつの頃からか口本の船

乗りに語り継がれて来たのだろう。まだ明るい内か

らボースン以下、機関部まで網の準備に余念がな

い。夕食後、直径1メートル位の網の中央に魚の

頭をくくりつけたのをいくつか持って、暗い夜道をト

ーチランプ片手にポイントに向かう。岩場のあたりは

コンクリートの遊歩道が巡らされており足場は良い。

ここからそれぞれの網を放り込んで待つ事5～6

分、引き上げると魚の頭に群がるロブスターがゾロ

ゾロ、これをドンゴロス（コーヒー豆を入れる麻袋）

の袋に詰め込む。しばらくやっている内にみるみる

袋は満杯になり、二つ目、三つ目が出来る。そうこ

うするうち巡回のポリスがやって来て何か言い始

めた。せっかくの獲物を没収されてはかなわぬと、

英語が全く解らぬ振りをして日木語のみで対応す

る。結局この時期のエビの捕獲はOKなのだがサ

イズの小さいものは資源保護のため海に帰せと言

う、まことに道理を得たものであった。帰すべきサイ

ズを教えてもらって引き上げた網の中から、小さい

のを海に放り投げるのを見て、ポリスは満足げに帰

って行った。

東京水先区水先人小出

　ポリスの後は網にしばりつけた魚の頭の臭いに

アザラシが集まって来て2～3メートル先でガオ

ー、ガオーと吠え、網の引っ張り合いになってしまっ

たので漁はこれまでとドンゴロスの袋を担いでひき

あげた。

　帰船御すぐにギャレーでボイルして酒盛りにな

ったが、この航海で私が食べたロブスターは平均

的日本人が年間に食べる数の何年分になったの

だろう。

花蓮港のウチワエビ

　花蓮港は台湾の北東岸にあるローカル港であ

る。奥は深いが太平洋のうねりが外航船岸壁まで

浸入して来るので、季節によっては係留索の保護

に頭を痛めるところである。

　この港には南米からの大理石を揚げに行った。

この辺りは昔から大理石の産地でその加工業が

発達しているのだが、資源の枯渇が進んでいるよ

うで、原材料を地球の裏側にまで求めているのだ。

　この時、船長の私は内地で乗船したばかりで、

また機関長も同様であった。内地問の忙しさの中
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で船機長がゆっくり話をする時問もなかったので、

当港停泊の夜、二人で市街に出て夕食がてらこ

れからの航海の為の懇親を深めることとした。花蓮

は港としてはとるに足らないところだが、近くに台湾

を代表する名勝地、太魯閣を擁する一大観光都

市である。日本人観光客が多いとみえ、海馬料理

店がずらり並んでいる辺りは日本語の客引きがひ

きもきらない。我々も客引きに引きずり込まれるように

ある店に入った。ここで食べたのは店の人が旭（あ

さひ）エビというウチワエビであった。船機長大い

に航海の前途を期待して歓談し、観光地相場の

勘定を払わされて帰船。さて、それからが問題で

あった。

　翌朝から腹の具合が良くないが、まだこの時点

ではそれ程気にもしなかった。ところが一日たって

出港後も、どうも腹の具合が収まらないし、この頃

になってようやく気付いたのだが、機関長が毎食

卓に顔を見せないではないか。聞けばオシメ状態

でベッドから出られないと言う。私は顔面蒼白にな

る思いだった。もしもコレラにでも感染してはいまい

か。今後の航海の協力を話し合ったばかりなのに、

船機長二入がコレラで外地交代とはまことに面月

ないし、船内に感染が広がっていたら船の運航に

も支障が出る。思い悩みながらシンガポールに向

かうが、三日目頃からようやく回復し機関長もお粥

を食べられるようになって無事シンガポールに入港

することができた。

　コレラということではなく単純な食中毒で済んだ

が、観光シーズンオフとはいえ、あのウチワエビは

一体何時茄でたものだったのか。これ以降エビ・

力二大好きの私もウチワエビには少しも食指が動

かぬようになってしまった。

ユダヤ教とエビ・力二

　米国では6月中頃から9月初めのレーバーズ

・デーまで約3ヶ月近い夏休みがあり、しかも6月

に学年が終了して9月からの新学期なので、日

本のように1学期と2学期の断絶予防のための

多量の宿題が無い。子供にとってはまことに伸び

季

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜ

7つの海のこ勲話麟撫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　籔騰．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貫碧ジ『

伸びと過ごせる時期であるが、余りにも長い休み

を有効に過ごさせるため多くの家庭では子供たち

を1～2ヶ月のサマー・キャンプに預けることにな

る。

　我が家でも管理や躾がしっかりしていると言わ

れているユダヤ系のキャンプに娘を預けたことが

あった。娘がキャンプにいる間私は時々おやつの

差し入れを送ってやったのだが、その中に娘の好

きなカッパ・エビセンを良く入れておいた。娘はルー

ム・メイト達と分け合って、美味しい美味しいと食

べてしまってから、これは何かと聞かれ、シュリンプ

・クラッカーだと答えたら大パニックになって、これを

食べた事はパパやママには内緒にしてと頼まれた

そうだ。

　キャンプ内のこの出来事を知らない私はカッパ・

エビセンを差し入れ続け、その都度娘のルーム・メ

イト達はパパやママには内緒でと言いながら一緒

に食べ、すっかりエビセンのファンになったと、キャン

プから帰った娘の話である。この時私は初めて知

ったのだがユダヤ教の人々はエビ・カニを食べて

はいけないそうだ。そういえば旧約聖書のレビ記

で甲殻類は不浄なものとして食用を禁じている。モ

ーゼと共にシナイ半島をさまよっていたイスラエル

の民は多分、エビ・カニの類を食べ食中毒になっ

たのだろう。以後エビ・カニの類を食べてはならな

いことになってしまったのだろうが、この一点だけで

私はユダヤ教の民でなかったことを深く感謝する

のであった。
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　当協会、日本パイロット協会、日本船長協会

などで構成する海事6団体は、2月13日、海上

保安庁長官並びに水産庁長官に対して、「こま

せ網漁業」盛漁期口中における船舶航行の安全

のため、筆軸瀬戸全航路について東行航路・西

行航路の夫々に少なくとも幅300mの安全な可

航水域を確保するよう陳情した。また、2月20

日には広島の第六管区海上保安本部と岡山県庁、

21日には高松海上保安部と香川県庁を夫々訪問

し同陳情書の写を提出して水産関係者に対する

適切な調整・指導を要請した。

　地元への陳情活動には当事務局も同行してい

るが、漁業振興を旨とする県水産課は概して水

産関係者に自粛を求めることには消極的である。

漁民あっての水産課という話もあって可航幅

30Gmの確保はなかなか進展をみない。我々と

しては、「こませ網漁業」の許可権者である県

にも安全に関して応分の役割があると考えるが、

それを認識して頂くには時間がかかる。

　海上保安部には早朝から巡視船を現場海域に

配備し、大型船の通航に支障のないよう、こま

せ網情報をFaxで流す等の安全対策を講じて頂

いている。第六管区海上保安本部、高松海上保

安部からは今年も精一杯安全に努力するという

発言があり、絶対に事故を起こしてはならない

という決意がうかがえた。当協会が実施した船

舶航行のアンケート調査では、航路内操業の法

的禁止、取り締まりの強化を望む声が意見とし

て上げられているが、海上交通安全法成立の際

の経緯もあって航路内操業を禁止するのは難し

い状況にある。現状を改善するためには、海運

／水産の相互理解の促進といった方策しかない

のが現状である。

　今年も2月21日から航路内での操業が開始さ

れた。例年、内海水先人会では航路内可航水域

の状況予測（こませカレンダー）を取りまとめ

ているが、今年も同予測に基づいた進路警戒船

の配備等の安全対策の実施を要請している。ま

た、3月7日には漁業者を交えた安全対策会議

が開催される。同会議には当事務局も参加して

おり、安全対策の一層の推進に向けて取組んで

いくこととしている。

阪神地区事務局長　谷ロー朗
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船協海運セミナー「不況下における海運経営」開催される

　当協会は、去る2月28日内に全共連ビル4階ホールにおいて会員会社はじめ広く一一一般の方々を

対象として船協海運セミナー「不況下における海運経営」を開催しました。

　なお、このセミナーの模様につきましては、本誌来月号（4月号）でご紹介する予定です。

演題及び講演者は以下の通り。

〈演題・講演者〉（敬称略）

1．米国景気の後退　～大恐慌時と比較して～

　　東京大学名誉教授・立正．大学教授　俺美光彦

2．不況下における海運経営

　　　日本郵船株式会社調査グループ長　松田俊男

　　　（日本船主協会調査幹事会幹事長）

3．米国を中心とした世界経済の現状と見通し

　　株式会社日本興業銀行調査部長　中島厚志
▲左から松田、健美、中島の各氏

「せんきょう」購読者アンケートの実施について

　当1協会の機関誌「せんきょう」は、昭和35（1960）年8月の創刊以来．、本号を以って50Q号を迎

えることとなりました。

　本誌は、当協会の活動を加盟各社にお知らせするのは勿論のこと、広く一般の方々に海運界の

現状を理解していただくことを主な目的として発行してきました。

　本誌の発行にあたっては、月例の編集会議を開催し、編集内容（テーマ）、構成、執筆の際に留

意すべき勲等を検討しています。今般、500号の節目を迎えるに当り、広く本誌購読者の皆様から

ご意見を伺い、今後の編集の参考にさせていただくことを目的にアンケート調査を実施すること

といたしました。

　つきましては、本誌に添付の「アンケートはがき（送料無料）」にてご意見をお寄せいただきま

すようご協力をお願い申し上げます。また、「はがき」に1興らず、EAX、　E一メール等により、ア

ンケートの項目に拘らず、取り上げて欲しいテーマなど自由なご意見をお寄せいただければ幸い

です。

【送付先1：日本船主協会　総務部　広報室

　　　　　　●FAX：03－5226－9166

　　　　　　・E一メールlpub－office＠jsanet．or．jp

　なお、アンケート等によりご意見をお寄せいただいた方（先着：300名〉には、当協会特製グッ

ズをお送りいたします。
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、、．ぎ 訪ねある記・
船会社の仲間たち　　　　　　　臼
　　　　　　　　　　　　　　　　駕

第轟回

睾嚢

今回、登場して頂くのは

　　　　　（株）ナ力夕・マックコーポレーション

　　　　　　　船舶事業部一船舶管理部

　　　　　村中敦さん（28歳）です。

　スポット運航しているプロダ

クトタンカー（LR2：2隻、
LR1：2隻）＊の運航業務と船

舶管理業務および定期用船に出

しているプロダクトタンカー

（LR2：1隻）の船舶管理業
務を行なっています。

＊LR1：Large　Range1　45，000．79．999D／W
LR2：Large　Range2　　80、000一］59．000D／W

　　3．御社の自慢といえば？

　　　少数のスタッフでスポット運

　　航と船舶管理を行なっており、

　　営業から凸凹・工務まで船社業ζ＝
　　務の全般を経験できることです。

「
ゴ
『

一㎝

4　今後チャレンジしてみたい

仕事について教えて下さい。ミ

　今現在の業務もまだ勉強中な

ので、早く誰にも負けないよう

な知識を持ちたいと思っていま
す。

2，これまでの会社生活の中で

一番の思い出といえば…？

　はじめて進水式に出席した時

に7万トンのプロダクトタンカ

ーが船台を滑り降りて行く姿を

見て、感動したことです。今で

もその情景が目に焼付いていま
す。

㈱ナ力夕・マックコーポレーションの事業概要

　当社は特殊塗装事業に端を発し、昭和57年に船

舶事業へ、また、平成3年には船舶荷役装置事業
へ参入し経営の多角化を図っています。その一角
を担う船舶部門は現在大型プロダクトタンカー5
隻の運航に従事し、その長い経験を生かした石油
製品の安全・安足輸送に貢献しています。また、

現在、プロダクトタンカー（LR2：］隻）を新
造中で、2002年11月初めに竣工の予定となってい
ます。
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商船大学の学生対象にパネルディスカッションを開催

　　一期待される海技者像や船員生活をめぐり活発な質疑応答一

　当協会は、両商船大学と協力し、学生・教官への海運界の現状や就職状況についての説明お

よび意見交換等を行うことを目的に海運企業の採用担当者によるパネルディスカッションを毎

年開催している。今年は、2月20日困東京商船大学、2月22日（斜神戸商船大学において開催し、

両大学ともに、参加学生は、13年度に4年生になる学生を中心として大学院生を含めそれぞれ

約70名が参加した。

　はじめに芳い先輩卒業生より乗船中の体験談を交えて学生に対し船員になるに当たってのア

ドバイスを行い、その後、各社採用担当者から、会社の概要、採用条件などの説明を行った。

引き続き、パネリストと学生による質疑応答を行い、期待される海上技術者像、混乗船の実状、

英語力の必要性、休暇の過ごし方、海運業の将来性、企業におけるプロモートとジョブローテ

ーションなど活発なやり取りの中で約2時間の予定を終了した。

参加者（敬称略、順不同）

東京商船大学
　若手船員
　　三河　　上

　　遠藤英明
　　斎藤　高志
　パネリスト

　　須田　和晶
　　副田　　茂
　　佐々木康博

　　高木久裕
　　金子知己
　　吉岡　　悟
　　　浅井　　壽

　　姫野　邦治
　　　中山三知生

　　藤田　吉久
　　　下山田　亘

興欝

日　本　郵　船
川　　崎　　汽　　船

商　船　三　井

凶

▲東京商船大学
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神戸商船大学
　若手船員
　　多田　宗介　　商

　　小川　貴行　　日

　　乙田　　創　　川
　パネリスト

　　片渕　滋三

　　副田　　茂
　　佐々木康博

　　高木　久裕
　　斎藤　良祐

　　吉岡　　悟

　　白石　道也
　　姫野　邦治

　　中山未知生
　　藤田　吉久

　　下山田　亘

ぬ爵、1：ミヂ＝＼．

船　　三　井

本　郵　船
崎　汽　船
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△神戸商船大学
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1訂cw95条約が、完全導入された。ただし、

El条約要件を完全遵守することが困難との理

　由から同条約に関するポートステートコン

　　トロール（PSC）の執行は6ヶ月間延期され

　ている。

　（本誌2002年2月号P．4参照）

7国土交通省は、貸船社が運航する船舶が受
日けた海興轍害の調査糸課を発表した。

　（P．20海運ニュース内外情報参照）

8国土交通省海事局は、1月のボー1・ステー
E］トコン1・ロール（psc）結果を発表した。

　それによると、国際条約で定める基準を満

　たさないため航行停．i．L・改善命令処分とな

　つた船舶は32隻だった。

11国際海事機関（IMO）テロ対策中聞作業部
日会が開催され、自動船舶識別装置（AIS）の

　搭載期限の前倒しなどを検討した。

　　（P，17海運ニュース国際会議レポート参照）

11国連アジア太平洋経済社会委員会（ES一

～CAP＞の主催により、WTO（世界貿易機関）

13における海運自由化交渉をテーマとする地
日域セミナーが、タイ・バンコクで開催された。

　　（P，16海運ニュース国際会議レポート参照）

22国土交通省海事局船員部は、国際船舶制度

日における日本離船に船舶職員として乗組む

　ための第6回外国人船員承認試験（1月28

　　日～2月1日実施）の結果を発表した。こ

　れにより合格者のl19人（航海士58人、機関

　士61人）を承認した。

25国土交通省港湾局は、物流事業者、荷主企
信拠、港湾管理者などで構成する「港湾を核

　　とした静脈物流システム事業化検討委員

　会」（委員長：永田勝也早稲田大学理工学

　部教授）第1回会合を開催し、廃材などを

　　輸送する静脈物流システムの現状や事業化

　　に向けた課題を検討した。

26官民の海事関係者で構成する「第3回海賊
日被害防止対策検討委員会」（委員長：栗林

　　忠男慶応大学法学部教授）が開催され、国

　　土交通省が行った邦船社の海賊対策に関す

　　るアンケート結果を公表した。

26アジア船主フォーラム（ASF）シッビング
日・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　　第10回中間会合が、シンガポールで開催さ

　　れた。

　　（P．13海運ニュース国際会議レポート参照）

28欧州初審裁判所（CFDで、欧州航路船社同
日盟（旧TAA、　TACA、　FEEC）の内陸運賃設

　　定則を競争法違反とした欧州委員会の判断

　　に対する判決が出され、欧州委員会の主張

　　が概ね認められた。欧州裁判所（ECJ）へ

　　の控訴期限は2003年1月上旬。

28当協会は、海運セミナー「不況下における
日海運経営」を開催した、

　　（P．35囲み記事参照）

Sea　Japan　2002への協賛および当協会ブースの出展について

　Sea　Japanは、今回で第5回目となり、以下の要領で開催されます。

　この国際海事展には、船舶機器、造船、港湾設備、船級協会、港湾管理者など約350社（団体）

の出展が予定され、3日間の会期中、17，000人の来場者数が見込まれています。
　当協会も後援団体として出展を予定していますので、ご来場の際はお立ち寄りください。
　●会　期：4月10日（水）～12日（金）

　●会　場：東京ピックサイト　東1ポール（当協会：134ブース）
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公布法令（2月）

㊨　小型船舶の登録等に関する法律及び小型船

　舶登録令の規程に基づき、並びに同法を実施

　するため、小型船舶登録規則を定める省令

　（国土交通省令第4号、平成ユ4年2月1日公

　布、平成14年4月1日施行〉

㊨　小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴

　う経過措置を定める省令

　（国土交通省令第5号、平成14年2月1日公

　布、平成i4年4月1日施行）

㊨　小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴

　う関係省令の整備に関する省令

　（国土交通省令第6号、平成14年2月1日公

　布、平成14年4月1日施行）

　　陳情書・要望書等（2月）

2月8日

宛先：厚生・労働大臣、社会保険庁長官

件名：医療保険制度改革に伴う船員保険制度改

　　　革について（緊急要望）

要旨二船員保険への総報酬制度導入は、構成す

　　　る業種の実態を踏まえ、合理的かつきめ

　　　細かい対応のもとで、検討されること。

　　　また、船員保険制度の将来像について、

　　　明確なビジョンが保険者たる政府より示

　　　されること。

2月13日

宛先：海上保安庁、水産庁

件名：備讃瀬戸における船舶航行の安全確保に

　　　ついて

要旨：例年、備讃瀬戸東航路海域で3～6月の

　　　間行われる、「こませ網漁業」により、度

　　　々全面閉塞されるなど航路付近の可航幅

　　　が狭められており、航路航行船舶の安全

　　　な運航が阻害され重大海難の発生が懸念

　　　されることから、少なくとも航路内可航

　　　幅3QQmの確保などを要請。（P．34神戸

　　　だより参照）

2月21日

宛先：通関情報処理センター

件名：NACCS利用料金改定案に関するパブリ

　　　ソクコメント

要旨：官民手続きは無料とすべきであり、料金

　　　を徴収するなら受益者負担が原則。無料

　　　化が無理なら、少なくとも／駈r・NACCS並

　　　みの料金水準まで引き下げるべきである。

国際会議の予定（4月）

OECD造船に関する業界ヒアリング

　　4月4日～5日　　パリ

IMO第ユ0回旗国小委員会（FSI）

　　4月8日～12日

INTE㎜ANKO年次総会

　　4月14日から18日

IMO第84回法律委員会

　　4月22日～26日

ICS海務委員会

　　4月23日一24日

ロンドン

ロッテルダム

ロンドン

ロンドン

92年国際油濁補償基金第6回臨時総会

　　4月30日～5月3日　ロンドン
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4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次 2QOO 2001 2002 2，000 2001 2002

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

65．00　48，00 118．00　80．00 50．00　34，75 50，0⊂1　40．00 ／00．50　82．50 40．00　35．00
2

65，00　54．00 92．50　86．OO 42．50　37．50 55．σCl　45．00 92．50　70．00 4．0．00　36．25
3

82．50　62．00 lQ3，00　88．75 70．O〔ト　55，00 90，00　70．00
4

95．OO　78，00 一 85，0⊂1　64．00 85．00　70．00
5

lll．25　93．75 75．00　57．00 92．O（1　75．00 63．50　52．50
6

112，50　96．50 41．50　38．50 95．OCI　80．00 40．00　35．00

7
l12．50　98，00 55．OO　43．50 100．OO　82．50 55．00　42．50

8
1．52，50　112．50 63．15　39．00 120．OCI　90．OO 57．50　38．50

9
150．GO　l28．OO 92．OO　57，50 132．5⊂1105．OO 82．50　50，00

10 165．00　113．50 85．OD　40，00 130．OCI　105．00 70．OD　37，50
11

177．50　164．50 41、00　33．50 175．OQ　125．GO 35，QO　32，QO
12

160．00140．DO 4．0．50　36．00 142．5D　125，00 40，00　35．OO
〔注）①日本郵船調査グループ資料による。　．②単位はワールドスケールレート。

　　　るもの。　④グラフの値はいずれも最高値。
③．いずれも20万DバV以上の船舶によ

、一

5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単位　　ドル／トン）

ガルフ／日本 北米西岸／LI本 ガルフ／西欧

月次 2001 2002 2001 2002 2001 2002

最高　　．最低 最高　　．最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

22．50　21．50 18，85　17，20 一
10．75

』 9．15　　8．88
2

22．25　21．00 18，60　16，80 一
11．00 12．00 9．25　　8．00

3
22，80　22．70 一 『4
22，25　21．50 一 一5

24．GO 14．1G　13，50 18．00　14．60
6

23．25 一 18．00　17．00

7
19．50　18．75 一 一8
18．90　17．75 11．00 12．25

9
18，60　／7．50 一 　10
18，35　17．50 一 一11
17．25　16．75 』 10．35

12
17．25　15．80 『 8．60　　8．50

（注｝①日本郵船調査グループ資料による。

　　　③グラフの値はいずれも最高値。
．②いずれも5万D、岬以一ヒ8万DハV未満の船舶によるもの。
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6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）　（単位　ドル／トン）

ハンプトンローズ／日本（石炭） ツバロン〆日本（鉄鉱石） ッバロン／西欧（鉄鉱石）

月次 2001 2002 2001 2002 2001 2002

最高　　最低 最高　　最低 最高　最低1 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

『 一 一 一 8．45　　7．20 6，30　　4．402
一 一 一 8．50 8．OO　　　6．35 5．15　　4．503

一 一 7．50　　5．854
一 一 6，85　　5．755

一 一 12．106

一 一 6．65　　6．05

7

一 9．20 5．89　　4．508

一 一．． 4．40　　4．259

『 5．40
一10

一 一 一11
一 一 4．8512
一 一 4．30

（注〕 ①日本郵船調査グループ資料による。

Bグラフの値はいずれも最高値。
②いずれも8万D！W以上15万D〆W未満の船舶によるもの。

「〔

7．タンカー運賃指数

タ　　ン　　カ　　一　　運　　賃 指　　数
月次 2000

2001． 2002
VLCC 中型 小型 H・D H・C VLCC

中型 小型 H・D 1．1・C 、生CC 中型 ノ1・型　H・D　H・C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

48．0
T3．3
T8．3
U9．6
W1．4
X5．8

P00．9
P05．5
P28．6
P36．2
P34．3
P60．1

92．8
P07．8
P15．7
P34．9
P26．9
^35．6

P53．1
P96．5
P90．9
P65．1
Q04．7
Q09．8

126．2
P41．ユ

P63．7
P95．7
P77．4
P74．1

Q44．9
Q65．5
Q69．2
P94．1
Q67．0
Q64．6

145．9
P54．3
P67．3
P85．6
P87．0
P94．3

Q6ユ．3

Q43．4
Q29．5
Q17．3
Q40．9
Q72．O

148．4
P69．9
P89．4
P96．8
Q05．3
Q10．0

Q15．ユ

Q33．9
Q54．6
Q64．9
Q57．8
Q83．1

151．8
P17．2
W6．7
X4．1
W1．4
U0．7

T2．2
T0．8
V3．7
S4．1

R9．4

2．17．3

Q05．8
P58．4
P71．3
P60．3
P32．3

?P4．2

P11．3
P10．7
X8．4

X4．．0

346．3
Q30．5
Q38．9
Q72．0
P90．5
P82．8

?R0．ユ

P48．O
P53．6
P36．1

P28．1

277．4
R22．9
Q94．7
Q99．0
Q95．7
Q42．2

Q23．6
Q04．3
Q10．0
P62．8

P40．8

371．0
S00．2
R47．8
Q64．4
Q62．7
Q64．1

Q．13．8

QD8．2
P87．l
h9！．6

P49．3

39．9 86．9

@　　1

126．1
　　　　L
P65．3 1148．1

平均　97．6 152．8 206．9 208．2 219．1 77．4 143．1 196．1 240．O 260．0 1　　1
（注） ①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。〔シッビング・ニューズ・インターナショナル

はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年ll月に合併）②タンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃
指数の5区分については、以下のとお｝1　⑳VLCC：15万トン以上　◎中型：7万～ユ5万トン　◎小型＝3万～7万
トン　eH・D＝ハンディ・ダーティ＝3万5000トン未満　港H・C＝ハンディ・クリーン：全船型。

42§せんきょうMαγ2002
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8，貨物船用船料指数

貨物 船航海 用船料 指数 貨物 船定期 用船料 指数
月次 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000

200／
2002

1
209．0 189．0 166．0 190．0 193．0 195．0 347．O 277．0 231．0 222．0 264．0 227．0

2
197．0 186．0 170．0 ．191．0 198．0 199．0 332．O 254．0 229．0 231．0 267．0 232．0

3
199．0 171．0 169．0 1．go．o 195．0 34工．O 260．0 219．0 231．O 260．0

4
197．0 173．0 172．D 191．O 200．0 354．0 262．0 221．0 246．0 258．0

5
190．O 173．0 173．O 193．0 206．0 342．0 262．0 238．0 252．O 262．0

6
184．O 175．0 1．76．0 2D2．0 205．0 326．0 292．0 238．0 251．O 272．0

7
183．0 167．0 179．D 202．O 204．0 338．0 266．0 226．0 264．0 267．0

8 196．O ユ65．0 178．0 203．0 192．0 330．0 210．0 233．0 267．0 253．0
9

lgo．o 164．0 1S5．（） 206．G 193．o 327．G zo8．G 238．G 27L（〉 248．o
10

191．0 165．0 185．O 207．0 195．0 316．0 222．0 241．0 290．O 249．0
11

189．O 170．0 195．0 206．0 195．0 290．0 231．0 254．0 278．0 227．0
12

186．0 168．0 192．O 200．0 195．0 294．0 232．0 237．0 267．O 231．0

平均 192．61 172．1 178．3 198．4 197．5 328．1 245．5 233．7 255．8 254．8

〔注〕．①．ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナ
　　　　ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）②舟，’」海用船料指数は1965．7～1966．6＝100定期用船料指
　　　　数；ま／971＝1000

） 9　係船船腹量の推移
2000 2001 2002

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー
隻数千G〆．T．丁．D．．邸「 隻数千G〆T千DハV 隻数千G〆．．T千D〆W 隻数千G〆．T千D／W 隻：数千G／T千D／W 隻数千G〆「T千D〆．W

1
3333，2524，134 461，2652，292 2652，354．2，775 41　7841，477 2421，7541，966 40　7921，528

2
3132，9843，758 461，1922，221 2592，1942，497 39　7391，382

3
3／Q2，9493，680 461，1922，221 2582，1742，489 40　9711，883

4
3122，921．3，599 461，1722，257 2562，1272，463 39　6471，203

5
3052，7733，381 43　9141，698 2472，0632，379 3S　645　L199

6
2992，6903，269 421，1272，194 2432．0312β41 37　6441，196

7
2912，6303，225 4．1　8651，639 2361，8372，173 37　6441，196

8
2862，6223，224 4．0　8131，552 248L8182，106 35　6＝91，154

9
2802，5693，183 40　8131，552 2431，7452，032 38　8681，667

／0 2922，6183，185 44L1402，201 2371，682L965 37　8631，661
11

2892，5743，／35 42　8771，644 2381，722！，996 38　8641，681
12

27／2，4292，914 40　7791，47／ 2431，8202，147 411，0542，083

（注）　ロ．イズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・才フ㌦レイドアップベッセルズによる。

什ム　．キ　 ト汽　　珀’一朋　oハno“　凶o
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　ニューヨークのワールドトレードセンターは

高さ443メートルのツインタワーを核とした巨

大なビジネス空間で、ウォール街を数ブロック

に控えた世界の金融センターだった。地下のコ

ンコースからは地下鉄網が市内そして郊外に縦

横に伸び、毎日多くの人々が行き交う交通の要

所でもあった。

　オフィスビル群を経営する港湾局と縁浅から

ぬためか、駐在当時邦船の事務所はツインタワ

ーや周辺に集まり、近所の日本食レストランは

外国であることを忘れるような日本語の世界だ

った。ビルの谷間にはホットドックやシシカバ

ブの屋台が並び、天気の良い日にはベンチに腰

掛けて、強烈な匂いのソースにアゴが外れるほ

どのボリュームと格闘しながらのランチを楽し

んだりもした。

　社外の米人との昼食は時に往生した。家庭を

大切にする彼らは夜の会食を好まぬ代わり昼か

ら大酒を食らう。レストランで席を待つ問、カ

ウンターでマティニーを2杯3杯。食事中はワ

インをボトルで空ける。おかげで半分も付き合

えない私の、しらふではろれつの回らない英語

も随分と滑らかになった。真っ赤な顔では事務

所に戻れず、潮風に当たろうとバッテリーパー

クを歩くと、遠くから自由の女神が「頑張れ」

と励ましてくれた。

　初めてのクリスマス・イブ、昼までの半ドン

を待ちかねて、朝から米人の同僚の子供たちが

事務所の中を駆け回る。一人が私の席に来て、

　「ダディのオフィスはワールドトレードセンタ

44§せんぎょう砿θ72002

一だよ。知ってる？」と聞く。誰の子供か知ら

ないが、「そうだね。」と答えて一緒に笑った。

今そこにいることのおかしさより、自分の街か

らもはるかに仰ぎ見るツインタワーに勤める父

親を誇りにしているのが嬉しかった。程なくほ

とんどの船会社がお隣りのニュージャージ州に

移転した際には、一抹の寂しさが残った。

　卑劣なテロは多くの無垢の命を奪い、アメリ

カの誇りを打ち砕いた。信じられない驚きと信

じたくない気持ちで、TVで報道される凄まじ

い光景に絶句した。

　ビルが元の姿に戻ることは無い。しかしビル　　．〔

との思い出は消えない。我々より大きな悲しみ

に包まれた人々が絶望を乗り越えて頑張る姿に、

逆に励まされる。海と海の仕事で結ばれている

仲間がいることを有り難く思う。

　10数年も前のノスタルジックな思い出に、去

年ほろ苦さが加わった。

　第500号の編集後記にあたり、これまで「せん

きょう」にお寄せ頂いたご支援に心より感謝申

し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧

のほどをよろしくお願い申し上げます。第600

号の発刊は、日本もそして世界も、平和で豊か

な世の中で迎えることを祈念致します。

　　　　　株式会社商船三井

営業調査室長代理兼IR室長代理

　　　　　　祁答院包則
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日本船主協会環境憲章

環境理念
日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立

ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底すると

ともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があら

ゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、

環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に

寄与することに努めます。

行動指針
日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策

の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援

します。

　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1
．
　　　による一層の環境保全

　　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航
2．

　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進

　　　省エネルギー・輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に
3．

　　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理

　　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船
4．
　　　舶リサイクルの促進

5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練

　　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な
6．

　　　体制の維持整備促進

　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への
7．

　　　意識向上と環境保全への日常的取り組みの強化

8．駕麟黙認騨麟鱗遷器化および．貯

㌔．　　　　　　　　　　　．．．

プ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－唖
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平成14年3月20日発行　毎月1回20日発行　No　500　昭和47年3月8日第3種郵便物認可、乱！／））職せんきょう藩　　　3ム〈ARCH　2002．．嚇『曜三B・・蹴．蟻…　　f．秩@　．【マ凋烈．暢冤提供　新和海運�梶i居住区の取付け1　三　一旧訓二三1　　　　　　　　　　　　　　　　11SMコードの完全実施を迎えて日本船主協会常任理事第一中央汽船株式会社代表取締役社長【】竹村治　歪一廓　…　融．1．：．：．．．船舶リサイクル問題をめぐる最近の動き川崎汽船株式会社経営企画グループ課長【】新井清和石川島播磨重工業株式会社船舶海洋事業本部技師長【】河辺勲運輸施設整備事業団業務第四部事業課長【】平田純一司会�兼�本船主協会常務理事企画調整部長【】植村保雄2　∵・　簸二二1．．．中国雑感一中国解撤事情調査団に参加して一�兼�本造船工業会企画部企画グループ長【】今井義久12　　一　　鶯孫．；「　脚一1．米国GDP予測の上方修正を歓迎一アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・　レビュー委員会（SERC）第10回中間会合の模様一2，WTO海運自由化交渉の重要性について各国の理解促進一タイでESCAP地域セミナー開催一3，AISの搭載期限前倒しおよび「船舶の保安計画」の策定一テロ防止対策のためのIMO中間会合の模様一「r　¶　　　　．　一「1．2001年の海賊発生件数が減少一2001年IMB海賊レポート他一331120口麗i当協会のwebページが新しくなりました22　　Il一　羅・鋳こ［．時代を記録してきた日本海幽界の貴重な財産一「せんきょう」創刊500号に寄せて一ジャーナリスト日本海洋調査会代表【】土井全二郎瞬く間の42年間一500号発行にあたって一「せんきょう」編集発行人Eヨ本船主協会常務理事【】鈴木昭洋「せんきょう」400号から500号に見る主な海運界の動き（1993．11−2002．3）2426281．爵　、奪続エビ・力二考東京水先区水先人【】小出曼32　　　　芝煮・ナカタマックコーポレーション船舶事業部船舶管理部【】村中敦海運日誌（2月）38　海運統計　　　　40船協だより　　39　編集後記　　　　4436囲み記事・三巴海運セミナー「不況下における海運経営」開催される・「せんきょう」購読者アンケートの実施について・商船大学の学生対象にパネルディスカッションを開催・Sea　Japan2002への協賛および当協会ブースの出展について55783333．（、．（、．　　巻　頭　　　誕が　　　　ぎ　　　　ISMコードの完全実施　　　　を迎えて　　　　暴潔藩就農轟潔竹村　治　　　、＿＿＿＿＿＿　今年になって、医療の分野では院内感染、あるいは手術時の執刀ミスといった医療ミスが度々報道されている。これらトラブルに共通していることは、問題が発生した際に適切なマニュアルに沿った対応がなされていなかったことであり、医療に対する信頼が大きく揺らいでいる。技術の発達とともに医療機器の高度化、複雑化が進iむ中、医療従事者がマニュアルに基づいて相互にチェック出来る体制を確立すると同時に不測の事態に対する適正な対応手順の整備がなされない限り、医療トラブルはなくならない。　こうしたマニュアル化について、船舶運航の場においては今日まで、各種規則を基にマニュアル、手順が確立され、安全運航の土台を支えてきた。今年7月目は、SOLAS条約が適用される国際航海に従事する全ての船舶にISMコード（国際安全管理コード）が強制化される。すでに4年前に旅客船、タンカー、バルカーについては強制化され、各社ともこの4年間で安全管理マニュアル、手順の整備を進め、運用を重ねながら着実に安全運航の実績をあげている。今回の完全実施に合わせ、1SMコードの新規取得船社も最終の準備にかかり、またタンカー椴謹目踊肖日「U§い蹴臨NNU旧吊り．鐸「智ノ甲＿w．、諏＿．．鵬醤．．一二船＝．濫濫凱馳ミ＝頴塩．�ov77　＿蝋黒’・、．＿、；郡』＿証！「を中心とした内航船の取得も200隻に達していると聞いている。　海難事故は8割がヒューマンエラーに起因していると言われており、1SMコードに準拠したマニュアルの整備は事故撲滅の大きなファクターとなりうる。しかしながら、未だ日本周辺での海難事故は少なくなく、海上保安庁の最近の集計をみると、1，000トン以上の船舶の海難事故の7割が外国船舶とのことで、こうした船舶への監視指導強化が望まれる。　1997年、運輸省に「外国船舶監督室」が設置され、PSC（PORT　STATE　OONTROL）の強化に乗り出して5年、外国船舶の中には未だ条約等の国際基準に不適合な船舶、いわゆるサブスタンダード船と言われる船舶も多いと聞く。2000年のアジア太平洋地域のPSC統計では、「航行停止処分」を受けた船舶総数は1，101件で、総検査件数］6，034件に対する処分率は7％近い。今回のISM］一ド完全実施を機［こ船舶に対するハード、ソフト両面からの安全チェックが強化され、欠陥のある船舶への是正指導とともに、公正な競争秩序のもと航行の安全確保、海洋環境の保全が進んでいくことを期待する。廿A，キ上『　Mπヴワのr｝ウ鹸　1座談会　　　　　　　　　　　　最近の動鼻　1970年代に大量建造された大型タンカー、バルカーを中心に老朽船が代替期を迎え、世界的規模で相当の解撤量が見込まれています。このような状況の中、世界的な環境問題への関心の高まり、解撤現場における労働環境問題などを背景に、．海運業界を中心として円滑な船舶リサイクルの促進を目指した自主的な取組みが行われるとともに、国際機関においては船舶リサイクルに関連した国際的なルール作りが検討されています。　今月号では、．船舶リサイクル問題をめぐる各種問題点の検証および今後の動向などについて、関係者にお集まり頂き、率直な意見交換をしていただきました。1角轍こ関わる世界の淋司会　意見交換に入る前に、まず、現在のシップ・リサイクルに関する世界の流れと現状について概観したいと思います。　サブスタンダード船の排除は世界的な課題であると同時に、船舶の解撤という観点からは、老朽船による海難事故の防止ひいては海洋環境汚染防止対策の一環として、海運・造船業界が連携して取り組んできました。　一方、解撤国は様々な理由から変遷を遂げ、1980年代には台湾、韓国が主要解撤国でしたが、かつての日本と同様、労働者賃金の．ヒ昇から撤退し、かなり規模が縮小していると思われます。90年代には、主要解撤国がインドやバングラデ出席者〔獅同．敬欄川崎汽船株式会社経営企画グループ課長　新井清和石川島播磨重工業株式会社船舶海洋事業本部技師長　河辺　勲運翰施設整備事業団業務第四部事業課長　平田純一司会�兼�本胎主協会常務理事企画調整部長　植村保雄　　　　　　　　　（2002年1月24日開催）イシュに移転し、最近では中国が大幅に解撤量を伸ばしてきているのが現状です。　現場である解撤ヤードにおいては、労働者の災害防止、安全衛生問題がにわかにクローズアップされてきています。また、欧州で活発化している環境保護団体の運動は、海運だけではなく造船、解撤事業者にも様々な影響を与えています。このような状況から、船舶の解撤は、これまでのスクラップという観点からシップ・リサイクルという側面で論ずるべき時期が到来したと思われます。　シップ・リサイクルの有用性について．言えば、船舶から発生する資源の90〜95％が有効に再利用できます。また国際海運会議所（ICS）の報告においても、リサイクルによって鋼材を製造するエネルギーは、原料から製造するエネルギーの1／3程度だとしています。．（．、（2�RぜんきようMαア2002．）　こうした意味から、この座談会ではシップ・リサイクルの問題を取り上げるとともに、将来に向けた問題提起をしてみたいと考えています。最初に海運業界の立場から、新井さんお願いいたします。　　シップ・リサイクル問題2をどう捉えてし、くか　　　　．　海運業界のシップ・リサイクルへの取組み新井　サブスタンダード船に関速して言えば、各種の統計や成約レポートでも相当古い船が運航されています。通常、古い船舶の場合は安全・品質面で満足できる状態にまでメンテナンスをするだけで採算割れのはずです。また、船舶は本船の仕様や竣工してからのメンテナンスによっても耐用年数は変わりますが、バルカーの場合は船が傷みやすいため、一般的に20年程度が限界といわれます。それでも、20年を超えたバルカーが相当残っているという現実があります。　リサイクルが円滑に進まないと、こうした状況がますます助長され、深刻な事故に繋がりかねません。また、海運市況の面でもレートを引き下げるといった悪影響が出ます。こうした意味で、円滑なシップ・リサイクルの実現は海運業界としても大変重要なことだと考えています。　シップ・リサイクルに関する行動指針の策定新井　ICSでは、船舶リサイクルを業界として実現．可能な限り、「あるべき姿」に近づけるべく、2001年に行動指針を作りました。　この指針の中で、有害物質のリストを作ることが奨励されています。解撤現場では船舶に含まれる有害物質についての情報が重要ですが、現存船については造船所、船主ともに、これら有害物質がどの部分で使用、交換あるいは追加されたかといった出入りの情報が記録されていないのが実情です。ある程度の推測はつきますが、やはり現存船の有害物質リストの作成には限界があるため、行動指針でも「実現可能な限り」という表現になっているのだと思います。　将来に向けて改善していくためには、新造時に造船所側で有害物質の記録管理をしていただければ、その後の出入りについては船出側で記録できると思います。できれば、最初から有害物質の少ない仕様で建造されることが望まれます。司会　海運業界の立場からシップ・リサイクルへの対応をお耀いただきました。その中で造船所の話も出た訳ですが、船舶を造るという立場から見ていかがでしょうか。　造船業界から見たシップ・リサイクル問題河辺　シップ・リサイクルについては、いろいろな提案がICSの行動指針や、国連環境計画（UNEP＞のバーゼル条約会議のテクニカル・ガイドラインの中で議論されています。　これからの新造船では、健全な解撤を可能にするために、船舶に存在する有害物質リストの所持が義務付けられる可能性があります。また、有害物質の量を減らす、あるいは解撤時に処理しやすいような設計要請が出る事も予想されますが、これらの問題を処賊するには造船だけではなく、舶用機器メーカーの．協力も得て対応していく必要があります。解撤しやすい設計のためには、礒装品の解撤単位のユニット化などを意識した長期的な対応が必要だと思います。　また、これまでの環境対策は、油流失防止、大気汚染防止、TBT（トリブチルテイン：有機スズ系船底防汚塗料の含有物質）規制等で、いずれも運航時の環境負荷低減対応でした。今後は船舶のライフサイクルを考えた環境対策が求められることになるでしょう。こうした対策を実現するためには、船主を含む多くの関係者の理解と協力がないと実現は難しいと思っています。ぜんきようM配γ2002魯3座談会レースされることは、海運ばかりではなく、造船にとっても新造船市場の適正な創出、船舶の安全運航の確保という意味で関心があります。　世界的には環境対策の枠組み作りが盛んに議論されていますが、適正かつ有効なものとするためには、まず現実的な対応・処理を図ることが不可欠です。ただし、世界の議論の一部には、解撤問題解決のために必要なファンドを関連業界の一員として造船サイドも負担すべきだという意見もあります。しかし解撤船が十分に価値を有する段階では、製造者としてファンドの一部を負担する立場にはないと理解しています。　船舶のインベントリー・リスト司会　造船所側から見て危険物質リストを作ることは可能でしょうか。河辺　船舶の危険物質リストの作成と所持については、新造船と現存船とで全く対応が異なります。新造船へのリスト作成自体は可能ですが、危険物の対象種類、搭載場所の表示方法等の詳細については、作成の目的および解撤の実態を作ったとしても解撤の段階では意味がありません。以上の点から現存船のリスト作成は、船級協会等の第三者がサーベイして作るのが現実的と造船サイドでは見ています。　また、新造船での対応が可能だからといって、余り詳細なリストを作成しても、現存船では概略のリストでしか対応できないとなれば、バランス的に意味がありません。解撤業界の実情を考えればリストなしで解撤作業をするのは問題ですが、リストが詳細過ぎても現実的ではないと思います。これから危険物質リストについて活発な論議が始まると思いますが、造船業界としては現実的な対応をしていきたいと考えています。　有害危険物質の船舶への使用の変遷司会　今、環境負荷が高く一．番関心を持たれているのはアスベスト、PCB、　TBTですが、現存船にどのような危険物質がどの程度使用されてきたのかという問題についてはいかがでしよっか。4暴せんきょう躍αr2002河辺　これらの物質は、現在、わが国の新造船では使われていません。しかし、古い船舶では使用されており、解撤の問題を考える場合には、こうした危険物質への対応が必要です。　アスベストは、欧米で1980年頃から法的な規制が始まると同時に、船舶でもノン・アスベスト化が進み、使用量は年を追って急激に落ちています。　TBT系塗料ですが、日本では199Q年以降、世界に先駆けた自主規制によりTBT系塗料は使っていません。世界的には現在でも使われていますが、昨年採択された船底防汚塗料の規制条約が発効すると、新たな塗布が2003年以降禁．1．しされ原則2008年で存在しなくなります。ただし、すでに塗布されているTBT系塗料を覆うシーラーコートが容認されているため少量はこれ以降も残ることになります。PCBについても、アスベストとほぼ同じ状況で使われていないと思われます。司会　船舶リサイクル問題が最近注目されてきたのは、環境および労働者の安全衛生という面があると思います。各国際機関の中でもそれぞれの役割の中で議論されているわけですが、議論されているポイント、それに対する政府の考え方についてはいかかでしょうか。　国際機関における船舶リサイクル問題の検討平田　船舶リサイクル問題は、1998年頃から主として国際海事機関αMO）、国連環境計画（UNEP）、労働問題については国際労働機関（ILO）などの国際機関で検討が始められています。IMOでは、船舶に関する技術的問題や、解撤作業の国際的な統一化を図っています。UNEPでは、バーゼル条約が議論されていますが、この条約は先進国から発農途上国への有害物質の持ち込みを管理する内容になっています。UNEP自身は環境全体を所掌する組織で、解撤の技術ガイドラインもこうした内容になってい◎河辺勲和ます。またILOでは、解撤ヤードでの労働問題に取り組んでいます。　船舶のリサイクル率は既に90数％となっています。一方、自動車の場合には、75％程度のリサイクル率を90％にする目標を掲げていますので、リサイクルに関しては、船舶は元々優等生でした。IMOでは、安金面の検討はもちろんのこと、船舶輸送に伴う海洋汚染事故対策という観点から、環境面での検討・規制を続けてきた歴史があります。そうした性格もあり、早くからアスベストやTBT、　PCBの使用を規制する国際的な枠組みが作られてきました。　近年は、環境に対する意識が高まり、例えば「自然界において、自然でないものを作り出すのは唯一人間なのだから、人間は物を作り出したら最終的にはそれをまた自然に返してやらなければいけない」つまり、「ゼロ・エミッション」という事が言われています。これまでは先進的な海運界の環境対策でしたが、このゼロ・エミッションあたりからちょっと遅れ気味になってきている部分があると思います。　リサイクリングという点では、日本政府としても環境に配慮した循環型経済を確立していくという方針を打ち出しています。これを進めていくのが、私達の未来、人類の存続にとっても重要ではないのかと考えています。せん宍よ「んチ〃γ9ρρ9錨只座談会◎平田純一氏司会　シップ・リサイクル問．題については日本国内ではどういう検討がなされていますか。平田　私ども運輸施設整備事業団では造船業基盤整備事業．協会時代から船の需要動向予測をしていますが、この一環としてIMOの海洋環境保護委員会（MEPC）でシングルハルタンカー規制について審議された際にも日本代表団の一員として船舶需給への影響を述べたところです。　シングルハルタンカーの使用期限は原則として20工5年とする事がMEPCで採択されましたが、試算によると、使えなくなった大量のシングルハルタンカーが解撤に出てきます。これらを鋼材として使う事はリサイクリングという観点から重要なことです。このためには、船舶解撤を担っている南アジアの国々が、世界的な枠組みの中で環境を考えた循環型経済が成り立つようにする必要があります。先進国は、解撤をやっているインド、バングラディシュなどの解撤国も含めて、ある一定量のリサイクリングができるように技術的な支援を行うことが重要であり、日本は全ての先進国がこのような方向となることを今後の目標にすべきだと考えています。　解撤に関わるテクニカル・ガイドライン平田　国1祭的な検討が最も進んでいるのが6＄ぜんきようMα72002UNEPです。解撤に関する技術的ガイドラインは、テクニカル・ワーキング・グループで検討され、「解撤ヤードの廃棄物の処理を中心にした解撤の作業方法」「どのような解撤ヤードの設備が望ましいか」などを主な内容としています。　UNEPガイドラインの実施に当たっては、今後IMOでの議論に重点が移っていくと思われます。船を解撤ヤードに持ち込むときに、船がぎりぎり走れるような状態になるまで、有害物質を撤去すべきだという意見もありますが、技術的あるいは実効上の問題も出てくると思われます。　家電リサイクル法が施行されましたが、船の場合は、家電と違いライフサイクルが25年目か30年ですから、循環型経済への移行も難しいところがあります。また、船のりサイクル率は90％以上ですが、構成要素が多い為、エレメントを1つだけ取ったら、全くリサイクルされないものもあります。　先に触れたバーゼル条約は、先進国から途上国への有害物質の持ち込みを管理するものですが、我が国は船舶がバーゼル条約の対象に含まれるとの見解を採っています。ただし、UNEPガイドラインでは、現行のバーゼル条約のままでは船舶に適用することはできない旨のコメントがついています。個人的には、国内的な取組みについては、一．一旦リセットして対応を検討すべきかと思います。　　　　　　　シヅプ・リサイクル連絡　　協議会の設置　　　．司会平田さんからご意見のあったようにUNEPのガイドラインでは、船舶にバーゼル条約を適用することはできないということですので、国際機関などでの議論に沿って政府の対応も変えていく必要があると思います，））．　さて、シップ・リサイクルは．単に海運・造船業界の問題だけではなく、設備面で舶用機器業界、解撤ヤードでは処理しきれない有害物質は化学メーカーという構図があります。こうした背景から2000年10月に、海運、造船、解撤事業者、舶用機器業界の関係者で構成するシップ・リサイクル連絡協議会を設立し、政府関係の方にもオブザーバーとして参画いただいています。協議会への参加という観点からいかがでしょうか。河辺　これから解撤を巡る世界の環境は変わっていかざるを得ません。造船の立場としては、危険物質リストの作成をはじめとした解撤ルール作りの中で、世界の解撤事業の環境を変える場合、それによって世界の海運業界が混乱せず、海運市場が適正に機能するようなものにすることが重要です。日本から適正なシップ・リサイクルについての枠組みを世界に向け発信していくという意味でもこの協同i会を有効に活用したいと考えています。平田　「ある一定の規制を掛ける」＝「公的機関からの補助」という時代ではありませんから、環境負荷の低減を盛り込んだ段階でいかに経済的に成立させるかという仕組み作りを世界的規模で考えなければいけません。こういう観点からプライベート・セクターの方々の意見を取り込むのは重要だと思っています。新井　協議会の場では、造船、舶用機器、海運などそれぞれの立場で利害が対立する場面があります。船社は造船所に対して有害物質をミニマイズする船を希望しますが、有害物質の代替物を使うことで船価が上がるのは困るといった端的な例もあります。しかし利害が一致、対立する関係者が集まるからこそ、全体としてのあるべき姿を模索することができるのだと思います。また、国際機関での検討がベースですから、政府関係の方に協議会に参画していただく事は重要なことと思います。　　中国解撤事情の調査と4評価．．◎（司会）植村保雄司会　中国は1993、1994年頃相当の解撤量を出していましたが、付加価値税（VAr）の試みもあって急激に減少し、インド、バングラディシュが大幅に解撤量を伸ばしてきました。しかしこの2、3年でかなり中国の解撤が伸びてきたことから、2001年10月30日から11月2日にかけてシップ・リサイクル連絡協議会メンバーによる中国訪問を行い、北京では中国政府関係機関および団体と面談するとともに、日陰の長江折船船廠を見学、解撤事情を調査しました。（本誌2002年ユ月号P．20参照）　中国政府は、優良解撤事業者に対して、V蟹（17％）の税金をカットするという奨励措置により、解撤を促進している事が分かりました。また、中国の解撤実績は1993年に解撤量のピークを迎えた後、解撤船価の上昇と国内再生産価格の下落により、解撤業者の閉鎖が相次ぎ、現在では460社、そのうち大きな解撤業者は10社程度となっています。岸壁方式の解撤が中心の中国での解撤実績は、98年で48万LDT（軽荷排水トン）46隻、99年で109万LDTn4隻、200G年には140万LDTI37隻と、徐々に増加し、フル稼†ナA，宍よ「Mργ20〆｝2霞ミ7座談会働すれば、15Q〜2GO万LDTの解撤規模があり、世界の3割程度のシェアを占めます。平田　中国の解撤事情を調査して驚いたのは、中国政府が解撤に相当力を人れている事です。見学した長江折船廠（解撤ヤード）は、想像以上にレベルが高く、ある種のモデル事業所と思われます。また、解撤能力の割に実際の解撤実績が少ないので確認したところ、中国では歴史的に鋼材の需要があるところを中心に解撤ヤードが移動していて、要は解撤サイトのロケーションは労働賃もありますが、リサイクル鋼材の価格に支配される部分が大きいということが分かりました。　．方で、なかなか鋼材価格が上がらないのが現状のようです。これから環境問題をさらに一歩進めようとしたとき、政府のVAr〔付加価値税）の助成の下でも、鋼材需要という点で経済的に成り立つのかどうかという問題もあります。中国のヤードの場合には、大体岸壁方式で最初に有害物質を取り除いた後で、船を解体していますが、環境に影響を及ぼすビーチング方式を採用している国々に、こうした環境考慮狸の解撤方式を持ち込むのは、今後の大きな技術的な検討課題だと思います。新井　中国折船協会（解撤業の団体）と長江折船廠（解撤ヤード）の方々は、解撤後の鋼材と機器類の買い手の確保が前提で、解撤船の価格と鋼材価格の両方がマッチしないとヤードの経営は成り立たないと言っていました。しかし、現状では解撤船の供給が非常に不安定で、経営上問題だそうです。海運市況によっては、解撤船がコンスタントに．供給されるとは限らないのが現実で、色々考えていかねばなりません。また、解撤船の供給が不安定ということに加え、主要解撤国が変遷を続けてきた経緯からも分かるように、産業として浮き沈みの激しいものがあります。中国にずっと頼っていくことへの現実的な不安もないわけではありません。8懸せんきょうMαr2002河辺幾つか理由があり、中国の解撒ヤードを見ておく必要性を感じました。まず、UNEPで議論されているテクニカル・ガイドラインに代表される今後の解撤ヤードの姿と、今このガイドラインに一番近いといわれる中国の現状とのギャップがどの程度あるのか、また、ガイドラインを採択した場合、世界の解撤秩序が混乱しないで対応できるのか、このギャップを見極めることが関心事でした。世界の解撤ヤードは、これまでの変遷からも解撤の環境規制を厳しくした場合に、現状の解撤国の国際バランスが変わると予想されます。その時、主体となる解撤実施国は中国が有力と思われます。中国で調査した解撤ヤードは一・部の模範的な場所と思われますが、ガイドラインとそれほど差はないと感じました。　解撤によって鋼材を取り出した後の市場規模を考えても、中国の解撤市場規模が増加することなしで世界の必要解撤能力を確保することは難しいと思います。つまり、環境規制の強化後、比較的問題の少ない中国が前向きに国際シェアを増やしつつ、ビーチング方式を採用している国々が徐々に環境的な問題点を改善していけば、必要な解撤能力を確保できるというシナリオが考えられるわけです。　新井さんが指摘されたように、世界の解撤を中国にばかり頼っていいのかという問題もありますが、中国はガイドラインに対するギャップが少なく、キャッチアップを期待できることからもある意味で落とし所が見えた感じがします。　　解決すべき船舶　　リサイクル問題について司会　今回、見学した中国の解撤ヤードで対応できていない作業については、恐らく他の解撤国で．も難しいものと思われます。中国の解撤ヤードを調査したことで、これから解決すべき課｝題は、安全・環境面で中国以外の国々がどこまでキャッチアップできるのかということだと思います。　これから10年、15年で毎年3，000万D／W近くの解撤船が出てくるものと見込まれています。中国が今後発生する解撤量の引当都分を処理しきれないケースや解撤促進に逆行する政策に転換をするとも限りません。予想される今後の解撤量を考えた場合、この問題について河辺さんいかがでしょうか。河辺　解撤に伴う規制を強化した後も世界の解撤処理能力を維持していくことは、海運が健全に活動していくために必要な要件です。2001〜20／5年置での世界の解撤量を予測したノルウェー船級協会（DNV）の最新の調査結果によると、この間の年平均解撤量は2，900万D／Wトン程度とされています。しかし単年でとらえると、シングルハルタンカーのフェーズアウトの関連もあって、2004〜2007年のピーク時には3500万D／Wトンという予測もあります。　一方で、主要解撤国の解撤能力は、インド、中国、バングラディシュ、パキスタンの合計で約1，700万G／Tと言われています。／．，700万G／Tというと、D／Wに換算すると大体2，900万とか3，000万D／Wトンで、DNV予測の200！〜2015年頃での年平均の解撤．．r想量である2，900万D／Wトンと見合う数字になっています。国際規制による解撤場のリフォームやシングルハルタンカーのフェーズアウトに伴うピーク時を考慮しなければ、現状の解撤能力で、ほぼ処理し得るものと思われます。　解撤関係のリフォームについては、中国はほぼ問題ないと思われますが、他の主要解撤国がどれだけ．早くキャッチアップでき現状の能力を維持できるのかが問題です。また、厳しい規制を解撤実施国およびヤードに求めると、解撤能力不足による混乱を来たすことも危惧されるところです。司会　そこが．・番懸念されるところです。現在、インド政府が進めているルール作りが同国の解撤能力にどの程度影響を与えているのか情報を収集する必要があると思います。　一一方、わが国は、現在インドのPipavavで政府開発援助（ODA）による解撤ヤードの整備などで貢献しています。解撤主要国におけるリサイクルを進めていく上で、先進国がある程度．協力していくのか、それともあくまで市場原則に任せるべきなのかについてはいかがでしょうか。平田　環境への影響を低減し、労働者の安全を確保するという面から、わが国で蓄積した技術を提供し、その．．ヒで鋼材価格と労働賃、解撤船価などを考慮して解撤ヤードの経営が成り立つのかどうかを検討してみる。経営が成り立たないのであれば、次のステップとして経済的にど什ム．キ　ト「　　防、∫”、、り∩Aり．．．．．．〜　∩座談会うするのか、どう支援するのかということを国際的な枠組みの中で考えていくのではないでしょうか。　まずは、主要解撤国の現状について技術的な評価を行うのがファースト・ステップと考えています。司会　中国の解撤事情を述べてきたわけですが、他の国に求められる能力の維持、増強も含めて、補足的に何かございますか。河辺　今後の課題として、テクニカル・ガイドラインについては、骨格がほぼ決まり、これから肉付けされていくことになりますが、この過程で、現実的に対応可能なものと不可能なものを認識し、わが国が積極的に主張していく事が必要と考えています。新井　解撤ヤードの能力と今後の解撤量の関係から見て、規制の進め方を間違えると、大変なことになるのではという不安があります、一方面、ILO作成のビデオでインドの解撤事情を見る限り、現在の状況を放置するわけにはいかないと思います。口本は、世界有数の海運、造船大国として、責任ある立場で発言、行動していく事が必要だと思います。　　今後解撤問題を　　どう進めていくのか司会　日本の船会社が運航している船は船齢が低く、用船も含め10年前後です。一方、欧州、ギリシャ船主などが運航する船は、18〜20年の船も相当存在していますので、そういう国々にも積極的に責任を共有して欲しいという感じがします。　今後の方向性についてですが、現在、国際機関で、それぞれ精力的に議論が行われていますが、解撤国の現状を踏まえて検討しないと、二極分化した議論に終始し、結果的に環境に悪影響を及ぼすようなことが懸念されるわけです。10§ぜんきようMαγ2002従って、どのように国際会議に対応していくかが重要な問題になってくると思います。その甘いかがでしょうか。平田　国際会議の動向については、船舟自リサイクル問題について活発に検討され始めて3年くらい経ちますが、1月のUNEPの会議でプラットホームみたいなものができ、それを受けるような形で3月のIMO・MEPC、5月には再度UNEPの会議もあり、夏までには方向性が見えてくるのではと期待しています。日本は、海事国として関係国との連携を図りながら対応していく事が必要だと思っています。　国際的枠組みでの環境規制、安全対策というのは、これまでIMOとUNEPが別々に会議を開いてきたこともあり横の連携という意味で疑問がありました。20Q2年1月のUNEPの会議では、わが国からの意見でIMOなどの国際機関との連携がガイドラインに盛り込まれることになっています。　今後、具体的な内容がまとまっていくと思いますが、船はライフサイクルが．長いので、これから造る船であれば、いわゆる環境問題も盛り込んだ形で船の生涯を経済的に考えることも出来るのですが、現存船をどのように取り扱っていくのかがこれからのポイントになってくると考えています。司会　河辺さん、現実的に考えた場合、どのようにライフサイクルの問題、特に既存船を捉えていけばいいのかお願いします。河辺　UNEPのガイドラインは環境が主体で規制の方向はある程度見えてきましたが、ILO、IMOについては具体的なものが見えてきていません。ILOは安全・健康面が主体とされていますが、ILOの基本的な立場としては、解撤国内で自主的な規制方法を決めるべきであるとして、具体的なものはまだ何もありません。また、IMOでは、解撤の前処理までの規制をすることになるのでしょうが、まだ議論は進んでいません。　従って、今後ILOやIMOでの議論の進展に合わせてライフサイクルのあり方や現存船の対応を具体的に検討していく必要があると考えています。司会　国際的な枠組みで考えていく場合は、主要解撤国の中心であるアジアとの連携および彼らの立場をどのように引き出していくのかという課題が残っています。新井　現状の国際会議では、一般的に欧米中心で検討が進み、日本がそれにコメントするという形です。しかし、解撤の主要国はアジア地域にあり、日本は解撤国の立場も代弁していくことが必要ではないかと思います。そのためには、アジア船主フォーラム（ASF）という組織もありますので、それを活用して考えを深めていきたいと考えています。司会　アジア地域の船主協会で構成するASFは、設立時よりシップ・リサイクリング委員会を設置し、台湾が議長国、わが国が副議長国となっています。2002年3月25日にこの委員会が開催されますが、当．協会としても問題提起することを考えています。　最後に、われわれに何ができるのかという点で、改めて強調しておきたいことがございましたらお願いいたします。河辺　造船業界としては、新しい解撤の枠組み作りの中でわれわれに要求されている事、やらなければならない事が、ある程度見えてきました。それは危険物質リストの作成への関与や、解撤しやすい船の設計等です。これは国際的に強制される規則になるかどうかは別にして、関連業界と一緒になって今後対応していく必要があると考えています。　また、枠組み作りのなかで、解撤問題に起因して国際海運の秩序に混乱が起こらないよう、また古い船が適正にリプレースされ、解撤作業の安全が担保される現実的な規制になるよう、造船業界としても貢献していきたいと考えています。新井　海運会社としては、船を建造してから解撤するまでのライフサイクルがスムーズに進むことが大切と考えています。また、環境保護についても現実的な観点から貢献していくため、・』煦齦熬?ﾀに進めていく方向でこの問題に関与していきたいと思います。平田　まず、船舶リサイクリングという観点から、技術的にも経済的にも新しいプラットホームを関係国と早急に作り、混乱を来たさないようにすることが重要だと思います。　技術立国の日本としては、未来に向けた新たな技術という面で貢献すべく、国土交通省関係の機関である海上技術安金研究所の研究の一環として取り組もうとしています。　リサイクル鋼材は利用範囲が限定され、一・定以上の品質を要求されない部材など低質材としか扱えないというのが現状ですが、その品質の中でもっと多種多様な利用が世界的に可能になれば経済性も上がってくると思いますし、日本の技術を以てすれば、解決できるものと信じています。鉄鋼、建築業界などの再利用先まぞ含めて、次のステップとして開発を進めていくのが未来の環境にとって重要なことだと思っています。司会　わが国では、船舶リサイクルについての議論が十分に尽くされていないという面があります。そういう意味では、平田さんのこ発言は歓迎すべきものと感じられました。その成果を世界に発信していくことが日本の果たすべき役割であると同時に、今後大量の解撤が見込まれているなか、環境問題を見据えた上で、いかに解撤事業を円滑に進めていくかについて、明確な姿勢を示していく必要があります。今後ともこうした点については、シップ・リサイクル連絡協議会などの場で議論いただきたいと思っております。廿んキ上「Mρy9ηng麟11寄稿中国解撤事情調査団に参加して一�兼�本造船工業会企画部企画グループ長今井義久　中国の解撤事情と将来性を調査するため、200ユ年10月末から略・．．一週間、船主協会等と共同で設置の「シップリサイクル連絡協議会」委員で構成した中国解撤調査団の．一員として訪中する機会を得た。　何でもありの国の印象を強く持った。4000年目歴史の違い、13億もの人がいると、考えること、考え方、なすこと、その仕方、歴史観、文化、全てにわたり日本と比較することが難しい、政治、経済、ビジネスの世界だけの付合いで、その国と人まで理解しようとするには無理がある。日本人は、漢文の世界で彼の国とは：司文同種の先入観が出来ている。同じ漢字だから同じ意味のはずだと思うと、長い歴史の歩みで意味が異なっている。若い人達では、大分、考え方が外に向いている様に思える。男尊は依然強い様だ。この国の改革・開放の過程で、女性の社会進出の問題が出て来た時、課題になることは間違いない。　北京だけで四国の大きさがある。空港から市街に入るところがら、緑が多く綺麗な印象がまず生まれる。地図上で抱いた距離感と実際が大いに異なることもある。それだけ広い国、街ということである。歩くと大変だから、日本人は直ぐにタクシーを捕まえるが、英語と比べて言葉特に発音がややこしいので行き先を告げてもなかなか通じない。結局、所持のガイドブックで、行きたいところを指で示すやり方になる。　交通事情でも、韓国ほどカッカする状態ではないが、信号が少ないせいか自転車、人が車に接近して来て危ないと思うが、彼らなりのルールで自然の態様が出来ているそうだ。そういうところは、ヴェトナムと一・緒だ。以前にテレビで見た記憶ほどには自転車の数が少ない様に思った。また、乾杯乾杯の国の先入観があったが、それ程でもなかった。時代が変わったのかもしれない。　言葉が出来ればと思う歯がゆいことが度々あったが、その国、人を理解しようとすると、少々はその国の言葉が出来ないと駄目だと思う。大概の中国の人は、「三国志」からの中国語入門を薦める。逆に、出府井の通りで、日本人と見て日本語を勉強したいと近づいてきた若い女性がいた。中国語を習い始めて問もない同行の日本人とのやり取り、この場合はお互いに意味が通じているかであるが面白かった。手振りも交えて習おうと努力する気持ちが大事なことと感じ入った。　後で訪問の上海と比較すると、街の雰囲気もあるが話の内容からしても北京は政治の街だと思う。上海の商業国際都市が持つリベラルの風　　　　　　　　　　せわ情とは異なる。上海は忙しなく人が行き交っており落ち着く暇がない。　食はリヨンに在りではないが、申華料理の場合は広州に在りという。北京、上海、広東、四川の四大料理でも、人によって好き嫌いがあろう。御国自慢のところがあろう。北京はどちらかと言うと肉料理が多い、北京ダックの好きな人には垂涯の的であろう。　昔のフランスの思想家が、その国を知るには田舎に行かなければ分からないと言っている。今回は北京と上海が中心であったが、蘇州近辺までは足を延ばせた。この国に限らないが、二度三度と足を運ばなければということであろう。12§ぜんきょうMαγ2002閥EWsNEWsN匿W§F∵酬§慧轡§翌繕国際会議レポート1∫米国GDP予測の上方修正を歓迎一アジア船主フォーラム（ASF）　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）第10回中間会合の模様　ASFシッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）の第10回中問会合が2002年2月26日、シンガポールで開催された。　同会合は、昨年11月の第9回中間会合に続くもので、ASFメンバー船協から7ヵ国／地域の代表19名が参加、当協会からは草刈隆郎副会長（目本郵船社長〉を含む5名が出席し（資料2参照）、了解事項（資料1参照）を採択して会合を終了した。　会合では、まず各国から経済の現況や見通しに関し、特に前回会合から注目すべき点等について報告され、その後、テロリズム対策としてのコンテナや港湾の安全問題等について情報交換が行われた。　定期船部門では、最近の悪化したコンテナ海運市況の下では、現行のサービスレベルを維持していくことが困難との懸念を共有し、海運業界が現在極めて重大な危機に直面していることを認識した。各CEOは、深刻な船腹過剰問題に取組むため、適法かつ実効ある対策を求めて最大限の努力をしていくことを確認した。こうした状況の中、各国社が個別かつ自主的に船腹を削減する決定を行ったことを歓迎し、必要に応じ、個別または適法な船山間協定で一層の方策が検討さるべきであることにつき全会一致で認識された。また、会合は多くのエコノミストが2002年第一四半期の米団GDP実質成長率予測をヒ方修正したとの最新情報を歓迎した。　ドライバルク／タンカー部門については、両部門とも依然として市況が低迷していることが認識されるも、世界経済が回復に向うとの期待から今年後半には改善を始めるものと予想され十士A、昌F卜「　翫∫πF9ρnoド、10髄EWS闘EW5閥甕WS＼層轡聾　羅轡！§　．罫、塗ミた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　件など最近の諸問題についても意見交換が行わ　また、WTO海運交渉、船舶に対する海賊事　　　れた。憤料1】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年2月26日、シンガポール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2002年3月1日、東京で発表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了解事項　　　　　　　　　　　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）　　　　　　　　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　　　　　　　　　　　　　第10回中間会合（シンガポール）にて採択1，アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レヴュー・コミッティ　（SERC）第10回中間会合は、ASFメンバー船協のアセアン、オーストラリア、中国、台湾、香港、日本、韓国から7力国／地域の代表19名が出席し、2002年2月26日、シンガポールで開催された。出席者名簿は添付の通り。2．全ての出席者は、最近の悪化したコンテナ海運市況の下では、現行のサービスレベルを維持して　いくことが経営上困難であることについて多大な懸念を表明し、現在、海運業．界が極めて重大な危　機に直面していることを全会．．．・・致で認識した。3．会合は、コンテナ海運が世界貿易と経済の持続的成長を支えるインフラの必要不可欠な部分であ　ることを再確認した。こうした重要な役割を果たし、高品質かつ安定したサービスを継続的に顧客　に提供するための健全な財政状態を回復するためには、関連法規の範囲内で可能な行動を直ちに行．　う必要のあることが認識された。この目的に向け、各CEOは深刻な船腹過剰問題に取組むため、　適法かつ実効ある対策を求めて最大限の努力をしていくことを堅く決意した。4．出席者は、業界の正確な状況に関する共通認識を共有する．．ヒで、協議体制の必要性を確認した。　これに関連し、全ての出席者は船社間協定に対する独禁法適用除外制度の重要性を強調した。5．全ての出席者は、いくつかの航路で不要な船腹を個別かつ自主的に削減する決定を各船町が行っ　たことを歓迎した。これらの動きは、船社コストの削減、効率性の改善、必要な水準の船舶サービ　スの長期的確保につながり、顧客／船霊双方の利益となるものである。こうした船腹削減策の継続　は全ての関係者にとって有益であり、必要に応じ、個別または適法な船出間協定で一層の方策が検　討さるべきであることにつき全会一致で認識された。出席者は、海運産業が直面している問題につ　いて荷主業界の正しい理解を得るため、最大限の努力をしていくよう要請された。これに関連し、　会合は多くのエコノミストが2002年第一四半期の米国GDP実質成長率予測を上方修正したとの最　新情報を歓迎した。関連資料＊は以下の通り。6．ドライバルク／タンカー部門については、両部門とも依然として市況が低迷していることが認識　された。しかしながら、世界経済が回復に向うとの期待から今年後半には改善を始めるものと予想　された。全てのCEOは、トレードの正確な分析に基づいて会社を指揮していくことを求められた。14憩せんぎょうMαγ20027．また出席者は、WTO海運交渉、テロリズムに対するコンテナ安全問題、船舶に対する海賊事件など最近の諸問題についても意見交換を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　以　上＊資料　　米国国内総生産（GDP）実質成長率予測エコノミスト名　　2002年第一四半期前回予測＊　　　今回予測ソロモン・八イ・レーマン・スミス・バーニー十1．096十3．596ブリクエンシー・エコノミクス十2．5％十3．096　　　　　プラザーズウエルズ・ファーゴ十〇．596十2．5％十〇、296十2．5％モルガン・スタンレー一〇．296ゴールドマン・サックス一］．0％十2，5％十2．5％J．P．モルガン・チェース0％十2，596エコノミー・ドット・コム一〇．596十2，196UBSウォーバーグ一1、O％十2，096平均　　　　　　　　　＋0296　十2．6％出所：ウォール・ストリート・ジャーナル調竃；エコノミー　ドット・コム経由米国労働省＊注：前回予測は、2001年12月下旬に実施されたウォール・ストリート・ジャーナル調査。し’一【資料2】　　　　　　　　　　　　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）　　　　　　　　　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第10回中間会合　　　　　　　　　　　　　日　時：2002年2月26日�戟@　　　　　　　　　　　場所：シンガポール（Goodwood　Park　Hotel）出席者委員長　　草刈　隆郎　日本船主．協会　副会長（日本郵船　社長）メンバー＜オーストラリア船主協会＞　　Mr　John　E　Lines（Managing　Director＆CEO，　ANL　Container　Line　Pty　Ltd．）＜中国船主協会＞　　Mr　Gao　We嘩e（Execu旨ve　Vice　Presldent，　China　Ocean　Shipping（Group）Co．）　　Mr　Li　Shao　De（〜弓ce　President，　China　Shipping（Group）Co．）〈アセアン船主協会連合会〉　〈インドネシア船主協会＞　　Mrs　Carmelita　Hartoto（Director，　Pt　Andhika　Line��　　Mr　Firdaus　Wa両di（Director，　Pt　Pakar廿Tata）十十ム圭トミ　M一．．0ハ＾nr糖1［髄EW5閥EWS朧WSL嘱鵬購蕊慧韓、驚　Mr　SGebaglo　Windoe（Director，　Pt　Samudera　Indonesia　Group）　〈マレーシア船主協会＞　Mr　A　M　N　Aziz（Senior　General　Manager，　Malaysia　lnternational　Shipptng　Co．）〈香港船主協会＞　Mr　T血Huxley（Managing　Director，　Clarkson　Asia　Ltd．）　Mr　Allan　T　S　Wong（Managing　Director，　Odent　Overseas　Container　Line（Asia　Pac匝。）Ltの　Mr　K　H　Koo（Group　Chairman，　Tai　Chong　Cheang　Steanlship　Co．（HK）Ltd．）〈日本船主協会〉　　太田　健夫　（飯野海運　社長〉　　若林善三郎　（川崎汽船　副社長）　　佐藤　博之　（商船三井　専務取締役）　　徳川　恒孝　（日本郵船　副社長）＜韓国船主協会＞　　Mr　J　W　Park（Execu偵ve　Wce　Presldent，　Hanlin　Shipping　Co．，　Ltd．）　　Mr　Suk　Hul　Lee（Senior　Execudve　Vice　President，　Hyundai　Merchant　Marine　Co．，　Ltd．）〈台湾船主協会＞　　Mr　Marcel　Chang（President，　Evergreen　Marine　Co．）　　Mr　W　H　Huang（President，　Yangmi�rMa血e　Transport　Coう弁護士　　Mr　Jef丘ey　F　Lawrence（Partner，　Sher＆Blackwell）事務局　　園田　裕一　（日本船主協会　国際企画室長）　　中村　憲吾　（日本船主協会　国際企画室〉　　笠原　永子　（日本船主協会　国際企画室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　2002年1月に本委員会副委員長に就任したMr　C　S　Jang（President　of　Hyundai　Merchant　MarineCo．，　Ltd．）は、当初出席の予定であったが、直前になって所要のため欠席した。　　　　WTO海運自由化交渉の重要性について各国の理解促進　　　　一タイでESCAP地域セミナー開催一　2002年2月11日から13日までの問、タイ・バンコクでESCAP（国連アジア太平洋経済社会委員会）の主催により、WTO（世界貿易機関）における海運自由化交渉をテーマとする地域セミナーが開催された。　WTOにおける海運自由化交渉は、2001年11月のカタール・ドーハでのWTO閣僚会合で立ち上げられた新多角的通商交渉（新ラウンド）16謹せんきょうMαγ2002ρ戸の枠内で行われており、今後、2004年末の交渉期限に向け、各国の海運関連規制や自国海運保護政策などの自由化を日指して交渉が本格化する見込みである。　ESCAPでは、こうした状況を踏まえ、交渉に向けての域内国の理解と関心を深めるためのセミナーを開催し、以下のような点について専門家の説明を聞くとともに各国の現状について意見交換を行った。・WTO海運自由化交渉がESCAP諸国に与え　る影響・WTO交渉を進める．．．ヒでの原則と手続き・これまでの交渉の経緯・WTO，　UNCTAD，　OECD各国際機関の役割　今回のセミナーには、域内16自国・地域の海運交渉担当者が参加し、自国海運の現状や海運交渉への考え方などについて報告があり、交渉にあたっては、キャパシティ・ビルディング（能力構築支援）などをはじめ、途．．ヒ国への配慮が必要とする意見が多く出された。日本からは、国土交通省海事局外航課の園田敏彦国際機関条約対策室長他が参加して［1本政府の考え方を説明し、当．協会からは園旧裕一国際企画室長が出席した。　　　　AISの搭載期限前倒しおよび「船舶の保安計画」の策定　　　　一テロ防止対策のためのIMO中間会合の模様　昨年9月の米国同時多発テロ事件を受け、国際海事機関（IMO）は、テロ対策を検討するための中間作業部会を2月11日から15日にかけてロンドンにおいて開催した。　同会議は、テロリストによる船舶への攻撃、武器等の船舶およびコンテナによる輸送、あるいは危険物積載船等を武器として利用することが懸念されることから、海上保安事項についての米国提案を中心に審議が進められ、12月に開催予定の外交会議で採択するために、海、L人命安全条約（SOLAS条約）改正案、国際保安コード案およびテロリズム他の不法行為防止対策の指針案がそれぞれ作成された他、今後の作業計画等について検討された。1．自動船舶識別装置（AIS）（1｝AISの導入前倒しについて　　SOLAS条約の改正に伴い、新造船は本年　　7月1日から、現存船は2008年7月までに　甲種と大きさに応じ段階的に搭載すること　となっていたが、米国は、AISが船名、仕　出港、仕向港、積荷等の情報を自動的に発　信ずる機器であることから、沿岸を航行す　る全ての船航の情報の把握に役立つものと　して、導入時期を前倒しすることを提案し　た．その結果、遅くとも2004年12月31日ま　でには対象船舶に搭載することとされたた　め、タンカー・旅客船を除く5万G／T未満　の現存貨物船の搭載時期が早まる方向とな　つた。なお、内航船は前倒し判人の適用か　ら除外されている。〔2）Ais有効範囲の拡大　　母Sの有効範囲が約3Gマイルであること　から、テロ対策用として使用するにはさら　に有効範囲を拡大する必要があるとして、　インマルサット、中短波送受信器を利用し　たロングレンジAISについての検討が要　請された。その結果、AISのロングレンジせんぎょうMαγ2002難17N匿W5朧WSN眠W5匿WS醗蕊繹総化の実用にはまだ年数を要することから現在利用可能なシステムであるインマルサットCの機能を利用する方向を含め引続き検討することとなった。　AISは不審船の早期摘発を可能にする目的から提案されたものと考えられるが、供給体制が懸念される他、陸上局の受信設備が整備される国は欧米等の一部に限られると思われることから、全世界の船に強制するのではなく、寄港国の要請に基づいて搭載を義務付けるなどのバランスの取れた対応が必要と考えている。2．船舶および港湾の保安計画（1）船舶の保安計画　　　国際航海に従事する旅客船および500　　G〆T以上の貨物船には「保安計画」を備え　　置き、訓練を実施しなければならないこと　　とされた。保安計画は、船舶安全管理コー　　ド（ISMコード〉に含めることも念頭に置　　かれている。　〔2）船舶の保安職員　　　各船舶に保安職員を任命し．、義務および　　責任並びに訓練の要件を強制化することと　　なり、訓練については、優先事項として訓　　練当直基準小委員会（STW＞で検討を要請　　することとなった。　鋤　会社の保安職員　　　会社は、保安職員を任命することとされ、　　保安職員の義務および責任は別途定めるこ　　ととなった。　�求@港湾施設の保安計画および港湾の脆弱性　　評価　　　米国提案は各国より総論的には支持を得　　たものの、IMOの枠組みで検討することへの疑義、各国の国内事情等、様々な観点から議論があり、具体的な結論には至らなかった。　港湾における保安体制の強化はテロ対策においては最も重要であると考えられるが、政府当局等が新たな義務を負う可能性があるため極めて慎重な審議になったと思われる。3．船員の本人確認および背景確認　米国は、船員に対し指紋や虹彩（眼球の角膜と水晶体の間にある薄い膜）等による本入確認　　．〔．および犯罪歴、前科等に関する証明書を政府が発行することを求める新規則の検討を要請した。しかしながら、人権への配慮を求める観点から履歴等の確認は困難とされ、本人確認についてのみ、自国船員に対しその身分を証明する文書の発給体制が検討されることとなった。　国際海運会議所（ICS）は、船員を潜在的なテロリストと位置付ける発想には反対し、テロ対策であるならば、国際輸送に従事する全ての関係者と1司様の確認体制が講じられるべきと指摘している。4．積出港におけるコンテナ検査　世界で移動する数百万個の海上コンテナがテロに利用される可能性が高いとの認識から、危険物収納コンテナに対する事前検査制度や電子機器の利用等も踏まえ、テロ防止対策の検討が要請された。　コンテナ追跡の必要性が認識されたが、様々な関係機関との協力、有効な検査機器の開発、ターゲットを絞ったランダムチェック等のインセンティブ制度確立等の必要性について各国より意見が表明され、IMOが世界税関機構（WCO）等の関係機関と協力して検討するとと18＄ぜんきょうM置2002「もに、引続き5月に予定されている海上安全委員会（MSC）で本件の必要な審議を行うこととなった。　すべてのコンテナを水際で検査することは実行一ヒ不可能に近く、輸出人手続きの改善や有効な封印シールの適用等最新技術を応用した検査技術の開発、利用により、物流を甚だしく阻害することのない実効性のある対策が望まれる。5．世界税関機関（WCO）との協力　海．ピコンテナ等の貨物を利用したテロリズム等不法活動に適切に対処するためには、コンテナを含むすべての貨物の利害関係者（貨物の梱包、包装、証書、運送に携わる製造者、フォワーダー、荷主、荷受人等）において、効果的な保安管理のための適切な対応が必要であることから、貨物の移動の保安体制を推進するためにIMOとWCOが共同で検討することとなった。6．船舶およびその積荷と乗員に関する情報　船舶／寄港国、旗国／寄港国、寄港国／寄港国の閲で情報交換を図り、情報の透明性を高めることがテロ活動の防止に寄．与するとの観点から、船舶の所有者に関連する情報（bene且cialowner等）を入港前に提出する等の提案が支持され、締約国は、保安上の理山により、入港する船舶に対して、船舶所有者および船舶の運航に係る情報を求めることができるとする規則を設けることが検討されることとなった。　このような情報に関しては、公安当局などからの情報をベースにして必要な範囲において関係者の協力を仰ぐことが基本であり、一律に情報を求めても無駄が多いこと、また商業．．ヒの秘密が一部の関係者の利益に利用されることのないよう配慮が必要と考えられる。7．警報手段　船舶がハイジャックされた場合に保安当局や他船に知らせるための警報手段の検討が要請され、審議の結果、航行安全小委員会（NAV）、無線通信・捜索救助小委員会（COMSAR）および必要に応じ設計設備小委員会（DE）において審議するよう求めることとされた。8．船舶の保安設備　船舶の保安体制を強化するため、C（πV（防犯カメラ）、ドアの開放警報等の保安装置を搭載することについて検討された結果、DEにおいて詳細に検討することとなった。これらの装置は海賊防止対策とも相通ずるものであるが、武装したテロ集団に対しての有効性など、費用対効果等慎重な検討が必要である。9．その他　以下の事項をMSCに要請することとされた。〔1）港における危険物貨物の安全に関する勧　　告、梱包に関するガイドラインを見直すこ　　と。〔2｝次の3つの勧告文の見直しを検討するこ　　と。　　�@　海賊及び船舶に対する武装強盗の排除　　　のための政府に対する勧告　　�A　海賊及び船舶に対する武装強盗の予防　　　及び抑止のための船舶所有者、船舶運航　　　者、船長及び乗組員に対する指針　　�B　国際海上輸送に従事する船舶による麻　　　薬、向精神物質、先端化学薬品の密輸の　　　防止と抑制に関する指針　〔：3｝国際労働機関（ILO＞とIMOが協力して　　港の保安に関する勧告等を作成していくこ　　とσ）必要性を検討すること。ぜんきょう班α〆2002919一鵬w「§絹1蟹轡§．餐轡§1内外情報1．2001年IMB海賊レポート　国際商業会議所（lnternational　Chamber　ofCQmlnerce：ICC）の下部組織である国際海事局（lnternational　MariUlne　Bureau＝IMB）の海賊情報センター（クアラルンプール）は、2001年に同センターに連絡のあった海賊事・件（未遂事件も含む）の報告書を発行した。　それによると、2001年の海賊事件の報告件数は、過去最高を記録した2000年の469件から29％減少し、335件となった。特にマラッカ海1映では昨年の75件から17件に減少しているが、これはマレーシア、シンガポール当局のパトロール強化に依るものとしている。東南アジア・極東地域の件数も前年より35％減少したが、依然全体の過半数（51％）を占めており、このうちインドネシアで91件（全体の27％）となっている。　報告件数は各地域で減少し、唯一増加しているのはアフリカ地域（ナイジェリア、紅海、象牙海岸等）（68→86件、26％増）のみであったが、昨年より減少したとはいえ、アジア経済危機以前に比べれば3倍という、依然として高い（件数）500400．．300．．200・・100，　0　　191海賊発生件数の推移一『．．3QQ．．　　　　　　　上　　　6ユ］III」111ーヨーIII皿　薦［レベルにあるといえる。　乗組員の負傷事例も減少しており、死亡者数は2000年の72名（5件：内1件はフィリピンにてフェリー上のバスが爆破されたことにより40名の死者を出したもの）から21名（4件〉に減少しているが、武装した海賊による事件は増加傾向にあり、銃による武装が増えている。　また、2QQ／年に入ってから、マラッカ海峡北部アチェ沖において、船舶の乗組員が入質にとられ身代金を要求されるという事件が2件発生した。IMBは、入質事件は解放されればそれで良しとして以降の警察当局の煩わしい調査を避けたいとする船主の意図や、犯人から通報しないよう脅迫されていることも考えられることから、報告されていない事件がかなりあるもび）と見ており、新たな傾向として関係者に注意を促している。107　106週’99　　　2001　　　〔年｝［事件の概要］（1）　6月25「1、マラッカ海峡北部ジャンボァ　エ沖で機関修理中のインドネシア籍タンカ　一に海賊が襲撃。海賊は船長および2等航　海士を人質として誘拐し身代金を要求。そ　の後の交渉により、2等航海士は解放され　たものの、船長は依然拘束されている模様。　なお、同船は、6月27日、マレーシア　ペ　ナン島に無事到着した。（2｝8月25日、マラッカ海峡北部アチェ沖（ジ　ャンボアエ沖との情報もあり）をマレーシ20趨せんぎょうMαγ2002アへ向け航行中のホンジュラス籍タグボートを海賊が襲撃。アチェ東側の小さな港へ入れ、乗組員12人のうち6人を解放、残り6人を人質に身代金を要求。交渉の結果、全員が解放された模様。2．国土交通省　海賊行為に関する調査　国土交通省海事局外引田は、わが国の外航海運事業者（243社）に対’してアンケート調査を実施し、2001年における所有船または外国籍船を含めた運航船における海賊事件について別表のとおり取りまとめた。概要は以下のとおり。　〔D　日本関係船舶における発生件数は10件と、　　2000年の31件と比較して約3分の〕．に減少　　している。　吻　発生海域別では、インドネシア周辺海域、　マラッカ・シンガポール海峡等の東南アジ　ア海域で最多の4件が発生している。（3）運航区分別では、錨泊中または沖待ち中　7件、着崖中3件となっており、すべて港　内または港の付近で停泊中または沖待ち中　に被害を受けるケースであった。（4＞海賊行為の類型別に見ると、乗組員に対　する直接的な脅迫行為が認められるもの　（強盗等）3件、直接的な脅迫行為が認め　られないもの（窃盗等）7件となっている。　関係各社におかれましては、政府等関係機関に対し防止対策の強化を要請するためにも、今後とも事件の通報を励行されますようお願いします。［別表］　日本関係船舶に係る海賊および船舶に対する武装強盗等に関する調査結果）せんきょうMσr2002021醐凶葦囲自国國国国国劇園唐国圏囲圏囲園圏圏囲圏囲薗騒四囲開園醐國園國固團国国旧訓国隆認騒麗醗畷圃麗観隅国図園圃湿圏圏殴麗　　　　　　　　　　　　鳳　　　　社団法人日本船主協会　　　　　　　　　見よう！！当協会のwebページが新しくなりました贈巾町」・「隼馨蕊騒一．．Fhへ“．辱歌毛噸「｝垣．覧痘」雑当協会のホームページは、1998年11月に開設し、当協会の概要、組織図、メンバー会社の紹介をはじめとして、日本海運の現状を紹介してきました。2002年4月からは、従来の内容を充実させるとともに『環境コーナー』、『海運用語集』、「Kids　Corner』などを追加しました。さらにデザインを一新し、見やすい構成としました。http＝〃lsanet，or．jpノ』信幽L社団法人日本諾圭協会；．一．．．．「．「阿・．ゴ．．D一．．．r「．・．」」」．．　　一r「「．「・「・」」」．・一「「「」‘一ﾂ境コーナー　　　　i　　　　．『「「「“…”　一　　　　『「「…‘‘‘「揄Tデータ　　　　　　iトー．．「■闇L拍一．鰍インラ嬰三セ・ン…．コ．．．一一三醗稟　　　3」．．一海里籍学ゼミナ耳［r一u．一．u．「．「．．r」・．．．．バンフレツF香オ類「’r…「　　　　　　　　　一．．＿．．＝＝ヨ　一r「「「「．一一一一�局醐情報　　」…．．ξ誕灘．．　ノ当ホーム杖一凱二掲遇してい愚立書・．真の無断掲籍豊禁じ達す。乙嶺欝艘鷺磐説〔瀧鷹罫1野田賢臣醐、職階割．　．　＞〉＞Engli5h　ーー▽饗難纏難縫　需誹　　　巾　ぺ7　　箇謡弧｝　」凸r職　　@　@…当協会理事会、委員会等の活動状況や会員宛の周知文書および「せんきょう」月報などを閲覧できます。また、自然文入力による検索機能も備えています（メンバー会社専用サイトにアクセスする場合は、ユーザーIDおよびパスワード入力が必要です）。22◎せんきょう敵r2002（瞬泓塗蕩デ鋤⊃当協会の活動内容を始めとして、「海運のことを知りたい方へ」、「海運雑学ゼミナール」、「海運用語集」など豊富なサイトを用意しています。以下、そのうち幾つかをご紹介します。日縦雷【」胤聴講ンヨ【一即自のこ紹實周置のこと聖しり陰い万　た厩歪げ一9滴賊イン7可メーシヨン潤匿用唐蹴2月1朔日　　　ASFシ，ビング」エコノミックλr』ピー一　　　員金（SERC，鼠‘0眠中間金言に閃．引．う湿者台見　　　の開催に．⊃しして巴月1日12月25日　　しヒ解SAの解旧　　1し3　　の柴覇｝葬」．　　　L　【器プレスリリース当協会発表によるプレスリリースを随時掲載しています。器環境コーナー当協会が取組む環境問題や2001年1月に策定した「環境憲章」等を紹介しています。器海運雑学ゼミナール「船」や「海」にちなんだ楽しく、ためになるテーマが満載です。昌昌パンフレット・ビデオ類当協会が刊行している各種パンフレットおよびビデオなどを紹介しています。無料上布や貸し出しもしていますのでお問い合わせください。環境コーナー禍瓢　　　　　・・叢設三環境憲章■環境理ρ日本密玉措霊　　足球・渇洋珊境保全が範重委課踵のひとつであ5との装置に立　　渇離膨故や滴滴によう贋洋汚鷹を防止了δため船冊のヨ全運厳を藪鼠すδとζ　こ　囑壌陵荷の吐　　よび最良の宵殆活用を擢遷しま亨．6らに　　　血「葡らゆ同旨巽冶動と市民主店畳占える鞠瞳インフラストラクチ¶＿であ葛ことを躍まえ、瑚堤限呈への一層の胆り組み壱図り．わが国ぼらσに瞠界毬．斉の駆£な緊贋に富与す弓こErこ野め寂蜜，墨行動指針日不暗王協芸駐．所環深金に閲了西目動指針を次のとおり定の、瑞項苅漿の征湛に舅酌るとと。【こ盒践会祉の橿極的な母境塚皇への取り網みを四極します・1．地球・渇洋層禦に聞わ呑国内外の法規の還腎と自棄的彗瑞饗過日の籔定によゐ一層の環境尿全2．船胎の宏£運紅を礪録す弓ための冒理システムの穐藁ζ盈鼠、安黛遷餌に寄与すゐ現路の聞兜支掻と隅田毘進3．省エネルギー・略遜六七に腰れた船胎および設鰯の臆2月19日　　肩旧空山の再鳳弧問題に閃サる船　ム2臼17日　　｝出　　f堰舟達閃岱程門並ILレ．つししての士椙農　　倉長コメント2月14ヨ　　　　画　酉　　　　　年　　謄罪10六一ユ・・《L　　つ　、1目21H　　ホ日　〔21日）．PJけC3　　　　E　　船王箆1月15日　　フ‘リヒン人船酉ベノナイーシ1月15日　　♂ノ〆船壬ノ博一フム　〔あS　）　　コ／三ワク　　レビュー馳＝　　冤0回中間　　の檀族につしして1目2日　　5娼塗の搬ひ1緩　　　隅　⊂　R　Sノ【｛テつ■一六ヒおよび奪r破聖照Lo剛50凋3月12（（海運雑学ゼミナールΣ＝＝＝雪060ミシシッピ川をバ．一シで1ケ月、北米産繍夘の米国縦断川下り059宕題から銅貌まで　何でむ計5櫃漁者は積．蔵の公鵡己　貝05日船のλクリュープロベう　．ア崖につくのはなぜ？057更一竃上の絹鉄の島が賦　　む年間2．500万串ロ’」ットルの厚由056；冒水濫は．水上より初k甲の方ハ　い055瞬陸によって恋bって言紅ジンカーの；・ンク　ーム054妙漫で　えてい乱がスを低巴　に　L　　力活用月10　魍“1恥ん3Dm恥　9　　　　潤無界の当面す弓「奮問馳．内錦。耽向菖♂ワこ撫ら　　　　に潤すゐ嵩協会の舛砺や活輸町を王な内罫亡し隠蜀　　　　購盆鴎kで了．　　　　　　　円み）　　　　□船窮流荘牢園　　　干q｝　　　　当　　　　蓬正費鞭、匹田胃底．；孟精醸　　　　　ぽ　　　　斯　　　　理応募‘σ船凪問題、の刃　　　　頒問　　　　の活，bで妃〒．」してい3す，　　　　　　　〔椴込融｝　　　　6S川PPIN巳N　　　　　　　　　　　四）　　　　わ雌囚の陛瀦ζ0うしを真えて盾躍寧ゐ日冬西海工　　　　の　が一目で分かる囲う驚写πやグラフ竜王伴に鋭　　　　明　解硯してい掌了，　　　　□JAPANES　　　　　　　　　　　｝053　「アr」‡メデスの原理】《「計うばら積み船の積両の垂さ0529ンカーの冒全を守る　巾　イラーの俳気力．ス。璽巫論難4聡「海運にくわしくなるクイズ」に答えて素敵なプレゼントを当てましょう。ヒントはホームページの中に隠されています。（クイズ内容および有効期間などは定期的に変わります。）繋パンフレット・ビデオ類腿7’iンフレワ　　ビ　君−DVDの苫問R憾（広縦．亡）tpI　　　　O5　5201．7国31E−rl15il．　ub．o「［ce＠．5，n　ヒor．ウ道「手ほ買暫τごq酬」1＝す■興国に隈」，那乃り7．」　　　　旦「こゴ嗣の　「二一　…＝．．一．．囮■｝譲国■りか国潤颪の王聖試お‘び当協煮砺爵Ohを摂文「二τ堰り寓とめてい窪可7舎四・離闇□旦唖僑｝りわ』　　遷の脇逢妖況や｝三智　　　　露各日の膚通強1ヒ渡．船　噛馬．昼間O　　　斌につし・て．二二ヲータ　　　馬田鯉を加えて9脅しτい富す，憾；1灘1縢1騨一⊥�`ご三一r｛、一慮21世紀を担う子供達に、船の種類や役割、環境問題などを楽しく学んでもらえるようこのコーナーを作りました。近日中にゲームも公開予定です。」訊　　馳曲�@　細酷めゐ　ゆ　ゆ襲　　　四　　ロリ　　　ほぜモにめに　サ�S1灘灘…二1糖…　一　　●●葦　　竃L・たぬに。・　　　　血髄　繊盤　　@馴．炉　　　　　　　　ヨ　　　　　　　トせんきょう躍僻2002《）23暇臨國囲目土躍三園麗葦囲圏圏島陰團藍田醗温翻籔聡盈隠匿農園困四囲闘躍圏図嚢圏醗翻匿麗麗冠雪隠蟹動詞田図騒田総闘尊資、『記−．．臆500■号記念　竃鑛垂》�S罐葦i）　本誌「せんきょう」は今月号で創刊500号となる。昭相35年発刊の「船将月報」を第1号として、通算42年間、平成5年4月号で表題を「せんきょう」と衣替えしながら着実に巻を重ねてきた。節目の記念特集記事を中心にその歩みを振り返ってみた。戦後の名残から躍進の時代へ　昭和35年8月・倉1」刊号　「船．協月報」は日本海運の動向と諸問：題を紹介・解説する「海運界の機関誌」として刊行された。安保条約改定反対デモが全国規模で行われ、浅沼社会党委員長がテロに倒れた。三井三三池下争議が起きるなど騒然たる世相だった。　巻頭言には「海運における競手と．協調」が掲げられている。座談会「当面の海運問題」では労使協調がテーマのひとつだった。一．．般記事「海運界の動き」は長年の懸案だった全日本海員組合と5船主団体との聞で船員退職年金制度が協定されたことを記している。　池田内閣が発足して所得倍増計画が発表された年でもあった。「調査研究」では、さっそく「所得倍増計画」を論じている。その一方で、「船舶（戦標船）の検査強化問題」といった問題も取り上げられており、なお続く戦後の名残を伝えている。　昭和43年1、月昌GO号　創刊号から100号に至る8年間は日本海運の戦後における「躍進」の時期に当たる。　特集記事は「船腹拡充のために抜本的強化策を」（昭和36年）、「海運二法の成立と企業合併」（昭和38年）、「専用船・野送船中心の大量建造」（昭和39年）、「海運振興策の検討とコンテナ船の就航」（昭和43年）などを取り上げている。　そして、「［本海運は（中略）従来の自立体制確立期から振興発展期に入ろうとしており」「近い将来、世界一の船腹を保有し、国際海運においてもきわめて重要な役割をになうことになろう」と論じている。高度成長期から不況期を迎えて　昭和52年3月・200号　創刊200号記念特集記事があり、創刊から／7年間にわたる「日本海運の動向」が記されている。創刊時の昭和35年段階では6DO万総トンだった商船保有量が3，950万総トン（昭和51年央）までになり、便宜書籍国のリベリアを除けば「実質的に世界一」となったことを伝えている。　しかし、年別に特記事項をみると、そうした高度成長の陰にいくつかの懸念が浮上してきているのが分かる。「海運再建整備計画の終了」（昭和44年）、「高度成長経済と海運政策の見直し」24禽ぜんきよう源σγ2002（昭和45年）、「国際通貨情勢の急変」（昭和46年）、「インフレとオイルショック」（昭和48年）、「邦船国際競争力の低下と海運政策の見直し」（昭和51年）　こうした情勢から200号巻頭言は「業界の団結と協調が一切の基盤」と訴えている。　昭和60年7月・300号　200号からの8年の問に起こった「主な海運．界の動き」の記事がある。200号で指摘された問題点が表．面化してきているのが分かる。　「長期海運政策の検討開始と船員雇用対策の推進」（昭和52年）、「利子補給の復活と船員制度近代化実験の開始」（昭和54年）、「長期外航海運政策に関する海造審答申とイラン・イラク堆幾争’」　（日召矛055年）、　「3音BP『　（定其月舟沓、　フト定期船、タンカー）同時不況の到来と船員関係法制の整備」（昭和57年）、「海運経営の深刻化と運脚審」（昭和58年）　特集記事では「国際的諸問題に政府が適切に対処することに合わせ、個々の企業の環境変化への適切な対応が不可欠である」とし、「それが、今後も”海に浮かぶ経済大国”の外航海運として生き残り、未来を切り拓く道といわなければならぬ」と論じている。　平成5年］］月・400号　過去8年間の「主な海運界の動き」では、国際的にECの市場統合、東西ドイツの統合、ソ連邦の崩壊など「激動の時代」だったことを記し、こうした変動する国際情勢のもと、日本海運界にも大きな変化があったとしている。　「三光汽船の会社更生法適用」（昭和60年）、「船員の緊急雇用対策実施」（昭和62年）、「近代化船・パイオニアシップ実験開始」（同）、「総合海運会社は目引郵船、商船三井、川崎汽船の3社へ」（平成3年）、「国際海事機関（IMO）がタンカー構造基準強化を図る海洋汚染防止条約の改正」（平成4年）　大幅円高・バブル経済破たんなどで日本外航海運の経営内容は「極度に悪化」したと述べている。明るい話題として「クルーズ客船時代の幕1用け」（平成元年〉があった。時代を記録し続けた貫重な財産　平成14年3月・500号　400号から500号までの8年間における各号の巻頭言をみると、依然として極端な不況に沈む日本海国界の実情が訴えられているのは当然としても、環境、安全といった問題が重要課題になってきていることが分かる。　「円高と海運業界の対応」（平成6年7月）、「日本外航海運は存続可能か？」（平成7年9月）、「定期船船主に求められるもの一規制緩和とトレードの安定」（平成ll年3月）　そして新しい課題に関する巻頭言としては、「船社の社会的使命と安全輸送」（平成8年3月）、「海難事故ゼロへ安全運航の課題」（平成10年5月）、「海運と環境問題」（平成12年6月）などが見られる。400号までほとんど取り上げられることがなかったテーマである。　　　　　　　　＊　　＊　　＊　いま、あらためて各記念号のページをめくるとき、厳しさを加える国際・国内情勢を背景に変容する日本海運の姿がそのまま記されていることに気づく。創刊号から500号まで、主要目次の項目にほとんど変化がなく、．慣性があり、資料価値にも富んでいる。　「せんきょう」は時代を記録してきた日本海運界の貴重な財産であり、新しい世紀においても果たす役割は大きいといえよう。廿ん宍よ「Mργgnr）ク蝕9R5・・号記倉鍮�S�縁uく間の42年間500号発行にあたって「せんきょう」編集・発行人日本船主協会常務理事鈴木昭洋　1947年6月、日本海運協会〔目木船主協会の前身〕の解散とともに、R本船主協会が設立されて以降、各種委員会の議事要旨を収録したガリ版刷りのものが、しばらく「月報」という名で、会員向けに作成されていました。内容は、新設された協会の組織や運営問題の他、終戦直後でもあったことから壊滅的打撃を受けた海運の復興問題が中心になっております。文中には、「．協会の定款の検討はGHQ（General　HeadQuarters）のアンチトラスト課が担当している…」とか、「諸点修正をGHQより指令された…海運総局に海運民営還元問題について要望した…」云々とあり、占領下時代のため、あまり聞かれない言葉が随所に使われています。毎号、民営還元へ向けての海運総局やGHQとの折衝経過などの状況報告が記述されていることから、当時、海運の民営化問題がきわめて大きな問題であったと推測されます。海運の民営還元は、1950年に実現しました。　それからユ0数年の歳月が流れ、復興に向けた日本産業の力強い活動とともに、海運が一本の産業界のなかで重要な役割の一端を担うにつれ、海運業界の広報にも力が注がれるようになりました。そして、一般の方々にも海運に関する情報を発信し、興味を覚えていただけるようなものを作ろうという機運が盛り上がり、現在の形式に体裁を整えた機関誌「せんきょう」が1960年8月に創刊号として発行されました。　以来42年間休刊することなく、今月号を以って創刊500号の発行に至りましたことは大変喜ばしいことです。しかし、この道程は、海運界の歴史そのものを：象徴しているようなもので、決して平坦でなく、編集に携わった多くの方々の汗が染み込んだものであり、原稿を執筆していただいた方々も含め、その熱意とご尽力に対して感謝を申し上げる次第です。　創刊号の編集後記によると、8月の猛暑の中、準備に追われていたようで、「編集委員の苦労は暑さで大変でした」と労いの言葉が述べられているぐらいですから、扇風機を回しながら汗だくになって作業を進めている光景が浮かびます。さらに、月報の構成についてのコメントは、「全体の構成は、おおむね創刊サの形式にならうことになろうが、必ずしもこれに固定する必要はないと思う。会員各位のご批判をとりいれて、逐次改善を図ってゆきたいと考える次第である。」と記されているものの、本の構成が半世紀近く経た今なお生きつづけている部分があることから、相当熟慮を重ねていたことがうかがえます。こうした先を見据えた当時の基本姿勢は、大切にしていかなければならないと肝に銘じているところです。　創刊号の巻頭言は、日本船主協会浅尾新甫会長が「海運における競争と協調」と題し論述し26§せんぎょうM併2002ております。断片的ですが、拾い上げてみますと「海運は他産業と異なり、裸のまま熾烈な国際競争の荒波を受けている」また、「国内市場を持たない海運界としては今後も無防備のまま益々激化する国際競争に立ち向かわなければならない立場におかれている。これはひとり、わが海運界のみならず、世界の各国海運界が負わされている宿命であり、国際競争力の有無が、直ちに一回海運のあるいは各海運企業の存立を決するカギとなっている。」さらに結びとして「企業基盤のきわめて脆弱なわが海運界としては、国際競争力付与のための抜本的施策の実施とともに海運界の秩序維持のため、最善の努力を払う必要のあることを痛感する」等々述べられておられます。このように指摘されている事柄は、読み返してみても違和感がなく、半世紀近く経た内容とは思えないものです。　先達の残された数々の貴重な教えは、機関誌「せんきょう」を介して後世に伝えていかなければならないという使命の大切さを、身に沁みて感じているところです。　500号に到るまでの問、様々なことが起きております。その多くは機関誌「せんきょう」のなかに、史実として記録されておりますが42年の歴史を振り返りみますと、大洋の荒波を幾度も乗り越えてきた船のようでその凄さのみが頭を過ぎります。　枚挙すれば暇がありませんが、大波の一つは1964年の海運集約です。日本郵船、大阪商船三井船舶、川崎汽船、ジャパンライン、昭和海運、山下新日本汽船の6社を中核に系列29社、専属37社、合計72社の企業集約が行われましたが、他産業界では例をみない劇的な出来事でした。　もう一つの大波は、コンテナ化・専用船幅・大型化による海上輸送分野の革新です。1968年に日本一北米航路にコンテナ船がはじめて就航したことから、海上輸送は輸送革新の時代へと遇進していきました。そして、コンテナ船の輸送体面も同船山間のスペースチャーター方式から、今［］では企業数社が共同して航路を設定するいわゆる、企業連合コンソーシアムを形成し、さらにグローバルに高度なサービスを提供すべく、世界規模の提携を行うアライアンスを実現させ、今やボーダレス産業の先端を突き進むほどに変貌したことです。技術革新の面では、当初のコンテナ船積載量は600個程度であったものが、この40年の間に輸送手段としてコンテナ化が定着、その大型化が急速に進み、今日では6，000個を超えるコンテナ船も出現しています。また、その他の海．．ヒ輸送貨物の分野も専用船化が進み、海上輸送部門の革新は劇的に変貌を遂げています。　さらなる大波は、円高基調による経営危機問題があります。1985年、ユドル229円であったものが、1986年に1．62円、ユ995年には一時80山台を突破し、為替レートの影響は、当時ドル建比率の高かった運賃およびコスト面に直接響き、海運経営面で苦境にさらされたことです。こうした状況を克服するため、1989年緊急雇用対策を実施しました。これを境に日本人船員および日本籍外航船は減少し、旧外航船主団体に所属するEl本人船員数は、1975年の4万4，000人から200ユ年では2，700人へと大幅に減少し、これに併行して日本籍外航船も1972年の1，580隻をピークに減り、2001年では117隻と当時の十分の一以下の規模になっています。　瞬く間に過ぎた42年の問に海運は大きく変貌を遂げました。しかし、海運界の情報発信基地としての一翼を担うという機関誌「せんきょう」の役害〔は不変であると確信しています。500．号を発行するにあたり、今後とも広く読者の意見に耳を傾け、皆様の期待に応えられるような月報「せんきょう」をめざした編集・発行を心がけていきたいと考えています。皆様の一層のご愛読をお願い申し上げます。廿A，ヲ午上二「　几ヰ〃ゲワ。η9巡ワ7500号記念　　「せんきょう」400号から500号に見る主な海運界の動き（1993．11−2002、3）　当協会の機関誌である「せんきょう」は、今月号をもって創刊500号となります。これまで創刊100号を節目として過去100号分の海運界の動きを振り返ってきました。そこで今回は、400号（1993年11月号）から500号（2002年3月号）に至る8年間について本誌「せんきょう」の記事から取りまとめてみました。このため、当協会の活動を中心とした海運界の動きになっている点、また、各見出しは整理の都合上、便宜的につけたものである点、ご了承下さい。合併・再編　98年10月、日本郵船と昭和海運、99年4月、商船三三井とナビックスラインと国内の大型合併が相次いだ。　世界に目を転じると、96年、コンテナ定期船分野における、世界規模での巨大コンソーシアムの活動がスタートするとともに、合併によりP＆ONedlloyd　Container　Lines社が誕生するなどコンテナ秩序の再構築の動きが始まった。97年に入ると、NOLによって伝統的米国船社APLが買収されるなど、既存アライアンスの枠組みを超えた大型合併や買収が活発化し、従来のアライアンスの大幅な再編が行われた。　一方、01年1月には、運輸省、建設省、国土庁、北海道開発庁の4省庁が統合し、国土交通省が発足、同年4月には、海技大学校、航海訓練所、海員学校の船員教育訓練3機関が独立行政法人に移行した。リストラ　85年置プラザ合意から円高が進行し、94年6月以降、1ドル100円を切る円高が継続、船舶管理部門の海外移転等のリストラが推進された。95年4月19日、円は1ドル80円の大台を突破（一時79円75銭）、戦後最高値を更新した。当協会は、「円高緊急アピール」を発表し、政府に対して早急かつ有効な円高是正策の実施を求めた。その後、ゆるやかな円安傾向が続いたが、98年央には円高へ反転、99年には95年以来の円高水準である1ドルIO31［1台をつけた。なお、それ以降は、円安傾向に振れ02年2月には133円台まで円安が進んでいる。海運政策　95年，政府は、中期的かつ総合的に規制緩和を推進するため「規制緩和5ヵ年計画」をスタート。当協会は、42項目からなる規制緩和要望を提出した。95年以降これまでの要望件数は全部で77項目、うちOl年3月末までに一一定の措．置および解決への道筋がついたものは53項目となった。　同じ95年、運輸省「外航船舶・船員問題懇談会」は、日本籍船・日本人船員の維持、日本商船隊の競争．力回復を目的として、税制・財政上の措置をはじめとする総合的な対策を盛り込ん28愚せんきょうM僻2002だ「国際船舶制度」の創設を提案。96年、海上運送法の一部改正および税制改正により、国際船舶に対する固定資産税・登録．免許税の．一音覧軽減が．講じられた。また、船舶職員法の一部改正が98年5月に公布、翌99年5月に施行されたことを受けて、00年1月には第1回目の承認試験がマニラにおいて実施され、同年3月末までに日本人船長、機関長の2名を配乗した国際船舶3隻が就航した。　平成14年度（2002年度）税制改革においては、小泉内閣の「聖域なき構造改革」の一環として例外のない租税特別措置の見直しが検討され、財務省より船舶の特別償却制度の廃止などを含む厳しい整理案が示された。強力な陳情等の結果、概ね現行内容での存続となったが、本格的な税制改革論議は02年に持ち越された。内航海運　95年、海運造船合理化審議会・内航部会は、「今後の内航海運対策について」を答申。内航海運業界を巡る周辺環境の整備、構造改善の推進等が盛り込まれた。これを受けて、昭和41（1966）年以来、30年以上の長期に亘って実施されてきたスクラップアンドビルド方式を主軸とする内航海運船腹調整事業は、98年5月、内航海運暫定措置事業へ移行した。同事業は、順調に推移したが、景気減速に伴う内航市況の低迷から建造納付金収入が当初見込みを下回り、解撤交付金の決定額が同収入を大幅に上回る状況となった。このため、01年9月には、．一時的に日本内航海運組合総連合会による堺撤交付金の支払いが延期される事態となったが、平成13（2001）年度補正予算の成立に伴い解消された。環境問題　地球・海洋環境保全への取組みは、92年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議」、いわゆる「地球サミット」頃から世界的な関心を集め、国際海事機関（IMO）などの国連機関はもとより、当協会が加盟するICS（国際海運会議所）など民間の国際団体レベルでも環境保全を目的とする幅広い活動が活発化した。　このような中、97年はタンカーによる油流出事故が相次いだ。1月2日、島根県・隠岐島沖の日本海で「ナホトカ」が沈没し、大量のC重油が流出、さらに、7月2日には東京湾を航行中のVLCC「ダイヤモンドグレース」が船底接触し原油が流出した。また、99年12月には、フランス沿岸の大西洋において「エリカ号」の沈没による重油流出事故が発生した。　エリカ号事故を契機として、IMOはシングルハルタンカーのフェーズアウトの前倒しを内容とするMARPOL条約改正を採択、02年9月1日より発効する見通しとなった。また、同事故による油濁損害額が、96年5月30日に発効した改正油濁2条約（92CLC／FC）による船主責任限度額および国際基金からの補償限度額を超える見込みとなったことから、IMOでは、再度これら2条約の補償限度額を引き一Eげる方向で検討が進められている。　この他、IMOでは環境保全に関する様々な検討、条約化が進められた。主なものとしては、96年5月、船舶による海上輸送中の有害危険物質により発生した損害の補償について規定する「HNS条約」が採択され、また、97年には、燃†ナんキよ「月∬ρ�iワ！〕rP融gq500号岩魚料油に含まれる硫黄分、排ガスに含まれる窒素酸化物（NOx）の上限値設定、ハロン、フロンを含むオゾン層破壊物質の放出禁止などを内容とする大気汚染防止に関するMARPOL条約の新附韻書〜肛が採択された。さらにOl年には、船底群口塗料に使用されている有機スズ（特にTBT：トリブチルテイン）の使用を禁止する条約が採択．された。　当協会は、従来から取り組んでいた個々の環境問題について、包括的な対応を推進するため、99年7月に環境対策特別委員会を設．置、00年10月中は、国内の造船・解撤業界等の関係業界と連携して「シップ・リサイクル連絡協議会」を組織し、船舶に関する循環型社会の形成に向けた検討を開始した。また、01年には、環境対策の推進に努め、会員会社の積極的な環境保全への取組みを支援することを目的として「日本船主協会・環境憲章」を策定した。　．安全問題　94年には、ブラックリストの公表など欧米等におけるPSCが強化され、アジア・太平洋地域でも同年4月1日、PSCに関する覚書（東京MOU）が発効するなど、サブスタンダード船排除の動きが加速した。　1980年代後半から1990年にかけて、大量のバルクキャリア全損事故が発生した。このためIMOは、97年、現存バルクキャリアに対する構造要件の強化を含む一連の安全対策をSO−LAS条約第XII章として採択、98年7月には、SOL鵠条約の下で国際安全管理コード（ISMコード）が危険物積載船やバルクキャリア等について強制化され、02年7月にはその他の船種30魯せんきょうMαγ2002にも拡大されることになっている。また、99年2月、船舶の通信は、SOLAS条約に基づき、これまでのモールス通信から衛星通信を中心とする新しい遭難安全通信システム（GMDSS）に全面的に移行した。　一方、航空需要の増加により、2015年頃には羽田空港がパンクすることが予測されることから、国土交通省は00年9月首都圏第3空港についての検討会を設置、01年12月には羽田の再拡張を優先して検討するなどの結論が出されるに至った。当協会は、終始一貰して、空港の整備或いは羽田空港の再拡張にあたっては、船舶の航行安全の確保が第．一義という観点から意見を開陳した。海賊問題　99年IQ月、日本人船長、機関長を始め焉名のフィリピン人船員が乗組むアロンドラ・レインボウ号がシージャックされる事件が発生した。国際商業会議所国際海事局（ICC・IMB）によると、00年の海賊事件は、471件と過去最悪を記録し、シージャックや海賊が銃等により武装した凶悪事件が増加を続けている。これらを背景に、OQ年には、東京において海賊対策国際会議が開催され、海賊防止対策を協議、凶悪化する海賊および武装強盗事件に対して官民あげての対応が本格化した。さらに、わが国政府は、01年10月、東京において「海賊対策アジア協力会議」を開催、大型巡視船を東南アジア海域に派遣し、各国警備当局との連携を強めたほか、それぞれの航海の途上、当協会会員会社運航船と海賊情報伝達・捜索訓練等を実施するなど、アジア海域における海賊対策に取り組んだ。（、　船員問題　95年、IMOは、近年ヒューマンエラーに基づく海難事故が相次いだことを背景に、新たな海技資格制度、技能・訓練等についての国際基準を構築するため、STCW条約を全面的に改正した95年改止条約を採択、97年2月から発効した。また、00年11月、IMOは同改正条約の要件を満足した国をホワイトリストとして公表．、フィリピンなどアジアの主要船員供給国も同リスト回りを果たした。　96年には、ILO（国際労働機関）が9年振りに海事総会を開催し、船内労働時間と定員、有料の職業紹介所の設．置等に関する：条約を採択した。また、Ol年のILO含同海事委員会　（〕MC）では、05年の採択を目標に、既存のILO条約および勧告を一つの統合条約として再構築することが合意された。　00年12月31日、外航労務協会が解散し、翌Ol年1月1日付けでその機能を当協会に移管した。同年の労働協約改訂交渉では個別交渉の先行、中央に拘束されない個別の賃金決定など、従来とは異なった交渉経過をたどるとともに、新しい労使関係の構築に向けた協議が開始された。　国際問題　96年／エ月、FMCは日本の港湾慣行に絡み、米国商船法に基づいて邦船3社運航の定期コンテナ船に対して、米国の港に寄港することに10万ドルを賦課する制裁措置規定の制定に向け手続きを開始、97年9月、邦船3社に対し課徴金10万ドルの制裁措置を発動した。11月に至り、事前協議制度の改善等について日米政府間において最終合意がなされたものの、それまでに150万ドルの課徴金の支払いが発生した。　01年1ユ月、世．界貿易機関（WTO）は、中国、台湾の加盟を正式承認するとともに、新多角的通商交渉（新ラウンド）の立ち．ヒげをうたった開僚官言を採択した。閤僚宣言では、新ラウンドの斯限をQ4年末までとしており、海運を含むサービス分野についても、02年置ら具体的交渉が開始されることとなった。　社会情勢　95年1月ユ7日、阪神・淡路大震災が発生した。神戸市を中心に甚大な被害が生じ、神戸港のコンテナ埠頭をはじめとする港湾施設が損壊するなど海．．ヒ輸送も大きな打撃を受けた。海運業界も生活関連・緊急救助物資等の輸送、臨時宿泊施設・入浴施設としての客船提供等の援助協力を行った。　同じ95年には「国民の祝日に関する法律」が成立、7月20日の「海の記念日」が、国民が海の恩恵に感謝するとともに海洋国目本の繁栄を願う「海の日」として翌96年より14番目の国民の祝日となった。「海の日」はOl年6月、「国民の祝日に関する法律」の一部改正（祝目三連休化法案）が成立したことにより、03年より7月の第3月曜日に指定されることとなった。　Ol年9月11日、ニューヨークなど米国内で同時．多発テロ事件が発生、10月8日には、米英軍によるアフガニスタンの軍事施設への攻撃が開始された。当協会は「情報連絡本部」を設置、一般商船に対する報復テロへの警戒に関する注意喚起を行うなど各種情報の収集と周知を行った。廿A，宍上「　n’π蟹っnρり趣Q1メ，趨ひプいひ　　　　　　　　ノ　　　．己．〜1ご　‘、、．←｝甥或・ダ・liい覧畦セ肇，。雄」．溝　　　　．租．憾．P己・・”二．r免、廓∵筏轡　“．、．．．q甥炉静幽．．ジ∬議　＼い亀．る、謬引　　’鴎ジ総額紗＼ゾ〆〆〆〆〆〆灘舞翻鋸難螺喩拙聯虚血う。．己緯※先プタウンのロブスター（イセエビ）　世界3大美港の数え方には人により異説もあるが、ライオンズヘッド、テーブルマウンテンの雄大な背景に囲まれたケープタウンは3大美港の一つとして確定しても良いと思う。この港にはダンカンドックとヴィクトリアドックがあり、たまたまIH港のヴィクトリアドックに着岸したことがあった。　このドックの端に続く海岸にロブスターの棲家となる絶好の岩場がある。いつの頃からか口本の船乗りに語り継がれて来たのだろう。まだ明るい内からボースン以下、機関部まで網の準備に余念がない。夕食後、直径1メートル位の網の中央に魚の頭をくくりつけたのをいくつか持って、暗い夜道をトーチランプ片手にポイントに向かう。岩場のあたりはコンクリートの遊歩道が巡らされており足場は良い。ここからそれぞれの網を放り込んで待つ事5〜6分、引き上げると魚の頭に群がるロブスターがゾロゾロ、これをドンゴロス（コーヒー豆を入れる麻袋）の袋に詰め込む。しばらくやっている内にみるみる袋は満杯になり、二つ目、三つ目が出来る。そうこうするうち巡回のポリスがやって来て何か言い始めた。せっかくの獲物を没収されてはかなわぬと、英語が全く解らぬ振りをして日木語のみで対応する。結局この時期のエビの捕獲はOKなのだがサイズの小さいものは資源保護のため海に帰せと言う、まことに道理を得たものであった。帰すべきサイズを教えてもらって引き上げた網の中から、小さいのを海に放り投げるのを見て、ポリスは満足げに帰って行った。東京水先区水先人小出　ポリスの後は網にしばりつけた魚の頭の臭いにアザラシが集まって来て2〜3メートル先でガオー、ガオーと吠え、網の引っ張り合いになってしまったので漁はこれまでとドンゴロスの袋を担いでひきあげた。　帰船御すぐにギャレーでボイルして酒盛りになったが、この航海で私が食べたロブスターは平均的日本人が年間に食べる数の何年分になったのだろう。花蓮港のウチワエビ　花蓮港は台湾の北東岸にあるローカル港である。奥は深いが太平洋のうねりが外航船岸壁まで浸入して来るので、季節によっては係留索の保護に頭を痛めるところである。　この港には南米からの大理石を揚げに行った。この辺りは昔から大理石の産地でその加工業が発達しているのだが、資源の枯渇が進んでいるようで、原材料を地球の裏側にまで求めているのだ。　この時、船長の私は内地で乗船したばかりで、また機関長も同様であった。内地問の忙しさの中32§ぜんきょう撫γ2002〆〆ピ〆ρ♂〆岬♂〆。一ぜ〆〆w〆〆ダ盤♂．■）’）．「で船機長がゆっくり話をする時問もなかったので、当港停泊の夜、二人で市街に出て夕食がてらこれからの航海の為の懇親を深めることとした。花蓮は港としてはとるに足らないところだが、近くに台湾を代表する名勝地、太魯閣を擁する一大観光都市である。日本人観光客が多いとみえ、海馬料理店がずらり並んでいる辺りは日本語の客引きがひきもきらない。我々も客引きに引きずり込まれるようにある店に入った。ここで食べたのは店の人が旭（あさひ）エビというウチワエビであった。船機長大いに航海の前途を期待して歓談し、観光地相場の勘定を払わされて帰船。さて、それからが問題であった。　翌朝から腹の具合が良くないが、まだこの時点ではそれ程気にもしなかった。ところが一日たって出港後も、どうも腹の具合が収まらないし、この頃になってようやく気付いたのだが、機関長が毎食卓に顔を見せないではないか。聞けばオシメ状態でベッドから出られないと言う。私は顔面蒼白になる思いだった。もしもコレラにでも感染してはいまいか。今後の航海の協力を話し合ったばかりなのに、船機長二入がコレラで外地交代とはまことに面月ないし、船内に感染が広がっていたら船の運航にも支障が出る。思い悩みながらシンガポールに向かうが、三日目頃からようやく回復し機関長もお粥を食べられるようになって無事シンガポールに入港することができた。　コレラということではなく単純な食中毒で済んだが、観光シーズンオフとはいえ、あのウチワエビは一体何時茄でたものだったのか。これ以降エビ・力二大好きの私もウチワエビには少しも食指が動かぬようになってしまった。ユダヤ教とエビ・力二　米国では6月中頃から9月初めのレーバーズ・デーまで約3ヶ月近い夏休みがあり、しかも6月に学年が終了して9月からの新学期なので、日本のように1学期と2学期の断絶予防のための多量の宿題が無い。子供にとってはまことに伸び季　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜ7つの海のこ勲話麟撫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　籔騰．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貫碧ジ『伸びと過ごせる時期であるが、余りにも長い休みを有効に過ごさせるため多くの家庭では子供たちを1〜2ヶ月のサマー・キャンプに預けることになる。　我が家でも管理や躾がしっかりしていると言われているユダヤ系のキャンプに娘を預けたことがあった。娘がキャンプにいる間私は時々おやつの差し入れを送ってやったのだが、その中に娘の好きなカッパ・エビセンを良く入れておいた。娘はルーム・メイト達と分け合って、美味しい美味しいと食べてしまってから、これは何かと聞かれ、シュリンプ・クラッカーだと答えたら大パニックになって、これを食べた事はパパやママには内緒にしてと頼まれたそうだ。　キャンプ内のこの出来事を知らない私はカッパ・エビセンを差し入れ続け、その都度娘のルーム・メイト達はパパやママには内緒でと言いながら一緒に食べ、すっかりエビセンのファンになったと、キャンプから帰った娘の話である。この時私は初めて知ったのだがユダヤ教の人々はエビ・カニを食べてはいけないそうだ。そういえば旧約聖書のレビ記で甲殻類は不浄なものとして食用を禁じている。モーゼと共にシナイ半島をさまよっていたイスラエルの民は多分、エビ・カニの類を食べ食中毒になったのだろう。以後エビ・カニの類を食べてはならないことになってしまったのだろうが、この一点だけで私はユダヤ教の民でなかったことを深く感謝するのであった。．　．淑態蓼．丁愚演奪・廿A．キ」・「　Mρ蟹っηノ〕っ蕪qq　当協会、日本パイロット協会、日本船長協会などで構成する海事6団体は、2月13日、海上保安庁長官並びに水産庁長官に対して、「こませ網漁業」盛漁期口中における船舶航行の安全のため、筆軸瀬戸全航路について東行航路・西行航路の夫々に少なくとも幅300mの安全な可航水域を確保するよう陳情した。また、2月20日には広島の第六管区海上保安本部と岡山県庁、21日には高松海上保安部と香川県庁を夫々訪問し同陳情書の写を提出して水産関係者に対する適切な調整・指導を要請した。　地元への陳情活動には当事務局も同行しているが、漁業振興を旨とする県水産課は概して水産関係者に自粛を求めることには消極的である。漁民あっての水産課という話もあって可航幅30Gmの確保はなかなか進展をみない。我々としては、「こませ網漁業」の許可権者である県にも安全に関して応分の役割があると考えるが、それを認識して頂くには時間がかかる。　海上保安部には早朝から巡視船を現場海域に配備し、大型船の通航に支障のないよう、こませ網情報をFaxで流す等の安全対策を講じて頂いている。第六管区海上保安本部、高松海上保安部からは今年も精一杯安全に努力するという発言があり、絶対に事故を起こしてはならないという決意がうかがえた。当協会が実施した船舶航行のアンケート調査では、航路内操業の法的禁止、取り締まりの強化を望む声が意見として上げられているが、海上交通安全法成立の際の経緯もあって航路内操業を禁止するのは難しい状況にある。現状を改善するためには、海運／水産の相互理解の促進といった方策しかないのが現状である。　今年も2月21日から航路内での操業が開始された。例年、内海水先人会では航路内可航水域の状況予測（こませカレンダー）を取りまとめているが、今年も同予測に基づいた進路警戒船の配備等の安全対策の実施を要請している。また、3月7日には漁業者を交えた安全対策会議が開催される。同会議には当事務局も参加しており、安全対策の一層の推進に向けて取組んでいくこととしている。阪神地区事務局長　谷ロー朗34§せんきょう班α72002船協海運セミナー「不況下における海運経営」開催される　当協会は、去る2月28日内に全共連ビル4階ホールにおいて会員会社はじめ広く一一一般の方々を対象として船協海運セミナー「不況下における海運経営」を開催しました。　なお、このセミナーの模様につきましては、本誌来月号（4月号）でご紹介する予定です。演題及び講演者は以下の通り。〈演題・講演者〉（敬称略）1．米国景気の後退　〜大恐慌時と比較して〜　　東京大学名誉教授・立正．大学教授　俺美光彦2．不況下における海運経営　　　日本郵船株式会社調査グループ長　松田俊男　　　（日本船主協会調査幹事会幹事長）3．米国を中心とした世界経済の現状と見通し　　株式会社日本興業銀行調査部長　中島厚志▲左から松田、健美、中島の各氏「せんきょう」購読者アンケートの実施について　当1協会の機関誌「せんきょう」は、昭和35（1960）年8月の創刊以来．、本号を以って50Q号を迎えることとなりました。　本誌は、当協会の活動を加盟各社にお知らせするのは勿論のこと、広く一般の方々に海運界の現状を理解していただくことを主な目的として発行してきました。　本誌の発行にあたっては、月例の編集会議を開催し、編集内容（テーマ）、構成、執筆の際に留意すべき勲等を検討しています。今般、500号の節目を迎えるに当り、広く本誌購読者の皆様からご意見を伺い、今後の編集の参考にさせていただくことを目的にアンケート調査を実施することといたしました。　つきましては、本誌に添付の「アンケートはがき（送料無料）」にてご意見をお寄せいただきますようご協力をお願い申し上げます。また、「はがき」に1興らず、EAX、　E一メール等により、アンケートの項目に拘らず、取り上げて欲しいテーマなど自由なご意見をお寄せいただければ幸いです。【送付先1：日本船主協会　総務部　広報室　　　　　　●FAX：03−5226−9166　　　　　　・E一メールlpub−office＠jsanet．or．jp　なお、アンケート等によりご意見をお寄せいただいた方（先着：300名〉には、当協会特製グッズをお送りいたします。什ム．キトミ　　龍κ曲馳∩凸∩n麟Dに、、．ぎ訪ねある記・船会社の仲間たち　　　　　　　臼　　　　　　　　　　　　　　　　駕第轟回睾嚢今回、登場して頂くのは　　　　　（株）ナ力夕・マックコーポレーション　　　　　　　船舶事業部一船舶管理部　　　　　村中敦さん（28歳）です。　スポット運航しているプロダクトタンカー（LR2：2隻、LR1：2隻）＊の運航業務と船舶管理業務および定期用船に出しているプロダクトタンカー（LR2：1隻）の船舶管理業務を行なっています。＊LR1：Large　Range1　45，000．79．999D／WLR2：Large　Range2　　80、000一］59．000D／W　　3．御社の自慢といえば？　　　少数のスタッフでスポット運　　航と船舶管理を行なっており、　　営業から凸凹・工務まで船社業ζ＝　　務の全般を経験できることです。「ゴ『一�p4　今後チャレンジしてみたい仕事について教えて下さい。ミ　今現在の業務もまだ勉強中なので、早く誰にも負けないような知識を持ちたいと思っています。2，これまでの会社生活の中で一番の思い出といえば…？　はじめて進水式に出席した時に7万トンのプロダクトタンカーが船台を滑り降りて行く姿を見て、感動したことです。今でもその情景が目に焼付いています。�潟i力夕・マックコーポレーションの事業概要　当社は特殊塗装事業に端を発し、昭和57年に船舶事業へ、また、平成3年には船舶荷役装置事業へ参入し経営の多角化を図っています。その一角を担う船舶部門は現在大型プロダクトタンカー5隻の運航に従事し、その長い経験を生かした石油製品の安全・安足輸送に貢献しています。また、現在、プロダクトタンカー（LR2：］隻）を新造中で、2002年11月初めに竣工の予定となっています。36§せんきょう皿俳2002商船大学の学生対象にパネルディスカッションを開催　　一期待される海技者像や船員生活をめぐり活発な質疑応答一　当協会は、両商船大学と協力し、学生・教官への海運界の現状や就職状況についての説明および意見交換等を行うことを目的に海運企業の採用担当者によるパネルディスカッションを毎年開催している。今年は、2月20日困東京商船大学、2月22日（斜神戸商船大学において開催し、両大学ともに、参加学生は、13年度に4年生になる学生を中心として大学院生を含めそれぞれ約70名が参加した。　はじめに芳い先輩卒業生より乗船中の体験談を交えて学生に対し船員になるに当たってのアドバイスを行い、その後、各社採用担当者から、会社の概要、採用条件などの説明を行った。引き続き、パネリストと学生による質疑応答を行い、期待される海上技術者像、混乗船の実状、英語力の必要性、休暇の過ごし方、海運業の将来性、企業におけるプロモートとジョブローテーションなど活発なやり取りの中で約2時間の予定を終了した。参加者（敬称略、順不同）東京商船大学　若手船員　　三河　　上　　遠藤英明　　斎藤　高志　パネリスト　　須田　和晶　　副田　　茂　　佐々木康博　　高木久裕　　金子知己　　吉岡　　悟　　　浅井　　壽　　姫野　邦治　　　中山三知生　　藤田　吉久　　　下山田　亘興欝日　本　郵　船川　　崎　　汽　　船商　船　三　井凶▲東京商船大学�i運簡船団帰船姫井論・・讃汽石弾汽。。・睡中タ野近崎鉱本月和船タ響岡一光　崎　菱　　　京．、　　　　　　　　　　　　一二出飯川川三日三新商東。鰯神戸商船大学　若手船員　　多田　宗介　　商　　小川　貴行　　日　　乙田　　創　　川　パネリスト　　片渕　滋三　　副田　　茂　　佐々木康博　　高木　久裕　　斎藤　良祐　　吉岡　　悟　　白石　道也　　姫野　邦治　　中山未知生　　藤田　吉久　　下山田　亘ぬ爵、1：ミヂ＝＼．船　　三　井本　郵　船崎　汽　船燃磁漏隷讐∬謬野鞭崎麹本光和船卵国第出飯川川三日三新商東　　臨△神戸商船大学什ム．キトミ　罵♂＿．n凸ハ∩心つ71訂cw95条約が、完全導入された。ただし、El条約要件を完全遵守することが困難との理　由から同条約に関するポートステートコン　　トロール（PSC）の執行は6ヶ月間延期され　ている。　（本誌2002年2月号P．4参照）7国土交通省は、貸船社が運航する船舶が受日けた海興轍害の調査糸課を発表した。　（P．20海運ニュース内外情報参照）8国土交通省海事局は、1月のボー1・ステーE］トコン1・ロール（psc）結果を発表した。　それによると、国際条約で定める基準を満　たさないため航行停．i．L・改善命令処分とな　つた船舶は32隻だった。11国際海事機関（IMO）テロ対策中聞作業部日会が開催され、自動船舶識別装置（AIS）の　搭載期限の前倒しなどを検討した。　　（P，17海運ニュース国際会議レポート参照）11国連アジア太平洋経済社会委員会（ES一〜CAP＞の主催により、WTO（世界貿易機関）13における海運自由化交渉をテーマとする地日域セミナーが、タイ・バンコクで開催された。　　（P，16海運ニュース国際会議レポート参照）22国土交通省海事局船員部は、国際船舶制度日における日本離船に船舶職員として乗組む　ための第6回外国人船員承認試験（1月28　　日〜2月1日実施）の結果を発表した。こ　れにより合格者のl19人（航海士58人、機関　士61人）を承認した。25国土交通省港湾局は、物流事業者、荷主企信拠、港湾管理者などで構成する「港湾を核　　とした静脈物流システム事業化検討委員　会」（委員長：永田勝也早稲田大学理工学　部教授）第1回会合を開催し、廃材などを　　輸送する静脈物流システムの現状や事業化　　に向けた課題を検討した。26官民の海事関係者で構成する「第3回海賊日被害防止対策検討委員会」（委員長：栗林　　忠男慶応大学法学部教授）が開催され、国　　土交通省が行った邦船社の海賊対策に関す　　るアンケート結果を公表した。26アジア船主フォーラム（ASF）シッビング日・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　　第10回中間会合が、シンガポールで開催さ　　れた。　　（P．13海運ニュース国際会議レポート参照）28欧州初審裁判所（CFDで、欧州航路船社同日盟（旧TAA、　TACA、　FEEC）の内陸運賃設　　定則を競争法違反とした欧州委員会の判断　　に対する判決が出され、欧州委員会の主張　　が概ね認められた。欧州裁判所（ECJ）へ　　の控訴期限は2003年1月上旬。28当協会は、海運セミナー「不況下における日海運経営」を開催した、　　（P．35囲み記事参照）Sea　Japan　2002への協賛および当協会ブースの出展について　Sea　Japanは、今回で第5回目となり、以下の要領で開催されます。　この国際海事展には、船舶機器、造船、港湾設備、船級協会、港湾管理者など約350社（団体）の出展が予定され、3日間の会期中、17，000人の来場者数が見込まれています。　当協会も後援団体として出展を予定していますので、ご来場の際はお立ち寄りください。　●会　期：4月10日（水）〜12日（金）　●会　場：東京ピックサイト　東1ポール（当協会：134ブース）38§せんきょうM僻2002公布法令（2月）�堰@小型船舶の登録等に関する法律及び小型船　舶登録令の規程に基づき、並びに同法を実施　するため、小型船舶登録規則を定める省令　（国土交通省令第4号、平成ユ4年2月1日公　布、平成14年4月1日施行〉�堰@小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴　う経過措置を定める省令　（国土交通省令第5号、平成14年2月1日公　布、平成i4年4月1日施行）�堰@小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴　う関係省令の整備に関する省令　（国土交通省令第6号、平成14年2月1日公　布、平成14年4月1日施行）　　陳情書・要望書等（2月）2月8日宛先：厚生・労働大臣、社会保険庁長官件名：医療保険制度改革に伴う船員保険制度改　　　革について（緊急要望）要旨二船員保険への総報酬制度導入は、構成す　　　る業種の実態を踏まえ、合理的かつきめ　　　細かい対応のもとで、検討されること。　　　また、船員保険制度の将来像について、　　　明確なビジョンが保険者たる政府より示　　　されること。2月13日宛先：海上保安庁、水産庁件名：備讃瀬戸における船舶航行の安全確保に　　　ついて要旨：例年、備讃瀬戸東航路海域で3〜6月の　　　間行われる、「こませ網漁業」により、度　　　々全面閉塞されるなど航路付近の可航幅　　　が狭められており、航路航行船舶の安全　　　な運航が阻害され重大海難の発生が懸念　　　されることから、少なくとも航路内可航　　　幅3QQmの確保などを要請。（P．34神戸　　　だより参照）2月21日宛先：通関情報処理センター件名：NACCS利用料金改定案に関するパブリ　　　ソクコメント要旨：官民手続きは無料とすべきであり、料金　　　を徴収するなら受益者負担が原則。無料　　　化が無理なら、少なくとも／駈r・NACCS並　　　みの料金水準まで引き下げるべきである。国際会議の予定（4月）OECD造船に関する業界ヒアリング　　4月4日〜5日　　パリIMO第ユ0回旗国小委員会（FSI）　　4月8日〜12日INTE�oANKO年次総会　　4月14日から18日IMO第84回法律委員会　　4月22日〜26日ICS海務委員会　　4月23日一24日ロンドンロッテルダムロンドンロンドン92年国際油濁補償基金第6回臨時総会　　4月30日〜5月3日　ロンドン廿A、宍上「　Mπ蟹ワηハり蕊｛〜Q　「）どoo8冨列V⊆コ）皐α！再§0ラ。三毎鈷軍｝「1呂≡1レ�Hロ．1琴号ω（o阜4‘ズ／⊂4P［1言目署�A。管】r＝，憾募響壬一吾．rド’ア身5rLム�@　〔罫）ε68‘9セεゲ910εggz．レ9∠Hτ966‘9960’．シ0乙ラ‘τ乙99‘ZIo乙τz8ガ9正ビε9rウεi乙‘91OZ1乙工6εセ90τ85992虻セε四‘τgz9しε10セε99ガzττ　乙00Z996」1＄乙セ‘6II9Hεε乙0乙6Z」9セ乙6しε認rI冨gzLH098乞τrε1918ε8‘106ゲ9τ9ε乙9τ0⊆0乙ε6‘乙616�hζ乙9511ε0」9i99ε96ε‘91II∠8ゲz8ウ6窺00809ε0セOSI‘乙9セ乙‘ε0εガ19乙乙‘♂196ε0乙0‘εi0τ乙9809ガQIo銘εo認ε乞0∠『9096‘ε∠∠89四」0王996009‘H6セ99ト196工」Oi860．［09gzggs‘96∠8‘セ9乙乙‘τ9セ9トε1o9セ9‘ετ8εzzLiセε9‘OI01918999セ119εL99⊆1〜9＄69‘1ε乙6LaτQε乙6「ZI乙818宅968‘ビ1ss9セシ．毘08ε9‘99窪εLセ銘8199LH0199FII9　τ00Z1ε0‘9ドZ90℃乙1199寛z81981‘ε86正1εゲゐ96協‘9セ乙姐Lga680‘♂6ε81卜εεセ9’9可oooa199‘6＄据∠L6シ1Z80〜160乙‘1毘9」ε9εε609‘乙9セ8τ‘99989‘0ε18セ‘091ウ09〜11εε」1飢666100ガ死忍6‘9ε1089‘正66セ‘客OO8‘ε9ε8レ66〜廿9IQε‘698ε6‘砕IZ9‘ラ81客／乙LI∠61」g81866／0セZ‘εヤ89P」091ε6991ピ乙隠乙‘9690‘1199L99961‘Z9ε6乙‘9セεεε℃6τε99‘客966‘961乙661918し6ビ199‘仲1乙9乙τ09‘9凶乙‘ε8686ε9L99609L69セ∠ε‘ラ96Z6℃OZ8∠セ‘ビ乙0プεOZ9661190L6セ♂08‘ラ91ε08四〇59／セ6‘19乙9‘τ19冨‘乙91乙『乙99乙ガ8ウτεポ乙9モII6‘セεラ9’z乙1⊆661POI」a（1dμ↓馴1（ρ妾憾田且雛磯μ粥∠旦｝欝期旦晩薇郵　　驚口累舟（選　M「19目　四）4磁く4鍔闘暴蚕4呈　v海田瞳事艶出禦ユ無蔓図（↓〆取士：珊寅）9ラ�hε1肺’εε工ε9’＄ετ乙69’ウε正9∠℃ετ99’客ε1巨1毒ZOOZ6991ε199’ε乙1呂ε’∠ZIZIεε’死1死℃乙1器’認1ττOFεZI99’611εε’［ZIOI客∠’iZτ8乙’91116’811608’死τz6’8119『／z正808’9ε1死’s訂四’．シε1∠09’セaI9τ’611PO’ZZI906’ε乙1Dε’6．［i乙09ビz正99セ’9a99’τε1ε8’εZIラ09’認正0ε’乙IIZrlzτε9乙’二II0ポセ．［1ZO’9H目δ訂τ00ε69’1ε198’ε1τ0τ’認τ王00ε069廿II09’乙OI乙乙’∠0［000ε0セ’91τ8ビ’IIIi6’εII666100’乙セτ99’セH68’0ε186619♂’1ε19ε’IIIOO’LZi乙66199’セ。τ0ε’0890つ696610τ’091OE’死119’セレ1D661副珍碧軍胆暫継�竃`　方2｛≦￥k［諺箪f�F皆‡耳⊥田目鴇脂日杢k’ε　　　D管ア⊇1千呈購暫隠昂簿．困　　（＝猷　L9）ε’6　▼8’1　▼セ8τ9乙ε‘ε699Lε目1螂00εセ’9τ　▼9’飢　▼69910ε‘ετ96℃乙16’乙　▼ビ’6　▼乙6．炉∠6ε℃6885εIi9’セ　▼0’6　▼19ウビ19‘εε乙0しセOI6’乙　▼0’II　▼εセ0‘王6H℃z9τ5セ6客’ε　▼6’8　▽60ε0客9〜ε6客8℃8ε’6セ’9　▼∠1廿OZ9　Lε乙ε0‘セ二9’乞8’匹　▼89乙6乙εLε8ετ‘セ9τ’セ16’0　▽9∠6εガε⊆18℃9ε’ε正Fτ　▼099899‘ε6εε‘Fセ9’II乙’セ乙061τ0‘セ616‘セεε’客19’1鉱8iaε‘ε乙61‘セ客セ’死客9ε86　　▼εε乙‘εε客9トε目正虫100Z9’9客’9　▼ε9§‘991セ‘肺6乙6L9セ100乞r9τ9’89τガOI8ε6‘0セセ99‘19000ビ8’ε　▼τ’9　▼6乙Z‘ZI8ga’9ε乙残‘乙セ6661e’a9’zz86‘68帆ト稔o讐」昏96618’919’6Io9‘z998Lεε∠9ラ‘1セ06618’e　▽Q’セ0∠8‘0τ980L正ε996‘1セ9861Y　口車叩　騨（且1＝））（aOd）〔％）コ月回」F蝉・羽隠罪麗TII〔▼）YY　騨珊　騨匠　毒（舗燃亘晶≡購）離耕�F旨目幸田rl耐＊軽’己　　　（困卿0τ：珊寅）一黙灘継蕊撫驚一・斗呈鰍重1聾≦多囲‡�F亘器皆四国』αql’L羅懸懸裏蝋輔・ζ一・黙蝋燃鉱糊R、闘“爪・献“一鋤15D10D5Do原油〔ペルンヤi竃／口本・ペルシヤ湾／欧．ねμ20D1」150「パ’「’ペルシャ湾／日本F1CD声’、’／恥！　　亀1　　、ノ’　〆　　　、ノ》1　　　、ノ’ノ50ペルシャ湾／欧米，1o19971年11gga旧9920DO20D120囎レー5ド4釦3530252015、o穀物〔ガルフ／．二本・化米西岸／日本・ガルフ／酉欧）19日7剛1993】999細20012002勘面〔切3530252015105D4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次2QOO200120022，00020012002最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低165．00　48，00118．00　80．0050．00　34，7550，0⊂1　40．00／00．50　82．5040．00　35．00265，00　54．0092．50　86．OO42．50　37．5055．σCl　45．0092．50　70．004．0．00　36．25382．50　62．00lQ3，00　88．7570．O〔ト　55，0090，00　70．00495．OO　78，00一85，0⊂1　64．0085．00　70．005lll．25　93．7575．00　57．0092．O（1　75．0063．50　52．506112，50　96．5041．50　38．5095．OCI　80．0040．00　35．007l12．50　98，0055．OO　43．50100．OO　82．5055．00　42．5081．52，50　112．5063．15　39．00120．OCI　90．OO57．50　38．509150．GO　l28．OO92．OO　57，50132．5⊂1105．OO82．50　50，0010165．00　113．5085．OD　40，00130．OCI　105．0070．OD　37，5011177．50　164．5041、00　33．50175．OQ　125．GO35，QO　32，QO12160．00140．DO4．0．50　36．00142．5D　125，0040，00　35．OO〔注）�@日本郵船調査グループ資料による。　．�A単位はワールドスケールレート。　　　るもの。　�Cグラフの値はいずれも最高値。�B．いずれも20万DバV以上の船舶によ、一5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単位　　ドル／トン）ガルフ／日本北米西岸／LI本ガルフ／西欧月次200120022001200220012002最高　　．最低最高　　．最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低122．50　21．5018，85　17，20一10．75』9．15　　8．88222．25　21．0018，60　16，80一11．0012．009．25　　8．00322，80　22．70一『422，25　21．50一一524．GO14．1G　13，5018．00　14．60623．25一18．00　17．00719．50　18．75一一818．90　17．7511．0012．25918，60　／7．50一　1018，35　17．50一一1117．25　16．75』10．351217．25　15．80『8．60　　8．50（注｝�@日本郵船調査グループ資料による。　　　�Bグラフの値はいずれも最高値。．�Aいずれも5万D、岬以一ヒ8万DハV未満の船舶によるもの。廿ん宍よ「愉r9ηρ9鵡瓦1輔燃殴ミ馳職熈纈赴’N熱・・■謙騰欝灘無蕪ミミミ瀧獣灘さ懸霞黛融灘驚縣ミ羅照慧ミミ獄．黙暴課認黙きミ醐石炭いンブトンローズ川本1・鉄八議・・二本・・パ・写醐252015旧5o1997〔年119開19992QOD2001≡002〔ド超伽2015105350�o25G2DD監501QO50O　　D哩賃指数へ八ンラ【イーNリーンY、LLハンディー_ーティー_，、r　　　、、、111／　　へ！へ11‘ヒl　　　l｢、　1、　　　’@　小型@A@　、　　　　　、f　ヘノf！、、、　　、、＼／、＼、／中型　　一　　ヂVLCC199ア〔年11993199920GO2□012go24D口35D3D92502DO】5010D5D0ρ．6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）　（単位　ドル／トン）ハンプトンローズ／日本（石炭）ツバロン〆日本（鉄鉱石）ッバロン／西欧（鉄鉱石）月次200120022001200220012002最高　　最低最高　　最低最高　最低1最高　　最低最高　　最低最高　　最低1『一一一8．45　　7．206，30　　4．402一一一8．508．OO　　　6．355．15　　4．503一一7．50　　5．854一一6，85　　5．755一一12．106一一6．65　　6．057一9．205．89　　4．508一一．．4．40　　4．259『5．40一10一一一11一一4．8512一一4．30（注〕�@日本郵船調査グループ資料による。Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれも8万D！W以上15万D〆W未満の船舶によるもの。「〔7．タンカー運賃指数タ　　ン　　カ　　一　　運　　賃指　　数月次20002001．2002VLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・D1．1・C、生CC中型ノ1・型　H・D　H・C12345678910111248．0T3．3T8．3U9．6W1．4X5．8P00．9P05．5P28．6P36．2P34．3P60．192．8P07．8P15．7P34．9P26．9^35．6P53．1P96．5P90．9P65．1Q04．7Q09．8126．2P41．ユP63．7P95．7P77．4P74．1Q44．9Q65．5Q69．2P94．1Q67．0Q64．6145．9P54．3P67．3P85．6P87．0P94．3Q6ユ．3Q43．4Q29．5Q17．3Q40．9Q72．O148．4P69．9P89．4P96．8Q05．3Q10．0Q15．ユQ33．9Q54．6Q64．9Q57．8Q83．1151．8P17．2W6．7X4．1W1．4U0．7T2．2T0．8V3．7S4．1R9．42．17．3Q05．8P58．4P71．3P60．3P32．3?P4．2P11．3P10．7X8．4X4．．0346．3Q30．5Q38．9Q72．0P90．5P82．8?R0．ユP48．OP53．6P36．1P28．1277．4R22．9Q94．7Q99．0Q95．7Q42．2Q23．6Q04．3Q10．0P62．8P40．8371．0S00．2R47．8Q64．4Q62．7Q64．1Q．13．8QD8．2P87．lh9！．6P49．339．986．9@　　1126．1　　　　LP65．31148．1平均　97．6152．8206．9208．2219．177．4143．1196．1240．O260．01　　1（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。〔シッビング・ニューズ・インターナショナルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年ll月に合併）�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとお｝1　�SVLCC：15万トン以上　◎中型：7万〜ユ5万トン　◎小型＝3万〜7万トン　eH・D＝ハンディ・ダーティ＝3万5000トン未満　港H・C＝ハンディ・クリーン：全船型。42§せんきょうMαγ2002蚤顎躍三Σ澱三黒蓋蒙誌峯ミミミ蒸ミ導盤黙ミミ書〕1黙≧窯ミ．黙ミ撃．難さ二藩墨罵一ミ難一、〕「4504加35330D250200150Loo0朗船料指数貨物船定期用船料指数n972年以降は1971（1965．7〜1966．6＝1QO］972年以降は1971＝100）＿’、＼」A一v、P、　　、　ノ　、　　　A@　μ@，4’一｝一一貨物船航海用船料指数i1965．7〜］966．6＝100｝1993岡199719981999左ODD2DO1姻　　1Qao　　万D卿姻350鋤25020D15010DoaQO�p棚εooo係船船腹1000万DA甘脚……枷1貨物船1【「−鰯　AY一@、　　、ノ〉、ノ　　　　　LA」へ’　、！一　4　　匹2DDゾ、　＼∫、へ　　”へ　　，　一一タンカー019971年｝‘998199920DO2001罰028，貨物船用船料指数貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指数月次1997199819992000200120021997199819992000200／20021209．0189．0166．0190．0193．0195．0347．O277．0231．0222．0264．0227．02197．0186．0170．0．191．0198．0199．0332．O254．0229．0231．0267．0232．03199．0171．0169．01．go．o195．034工．O260．0219．0231．O260．04197．0173．0172．D191．O200．0354．0262．0221．0246．0258．05190．O173．0173．O193．0206．0342．0262．0238．0252．O262．06184．O175．01．76．02D2．0205．0326．0292．0238．0251．O272．07183．0167．0179．D202．O204．0338．0266．0226．0264．0267．08196．Oユ65．0178．0203．0192．0330．0210．0233．0267．0253．09lgo．o164．01S5．（）206．G193．o327．Gzo8．G238．G27L（〉248．o10191．0165．0185．O207．0195．0316．0222．0241．0290．O249．011189．O170．0195．0206．0195．0290．0231．0254．0278．0227．012186．0168．0192．O200．0195．0294．0232．0237．0267．O231．0平均192．61172．1178．3198．4197．5328．1245．5233．7255．8254．8〔注〕．�@．ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナ　　　　ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）�A舟，’」海用船料指数は1965．7〜1966．6＝100定期用船料指　　　　数；ま／971＝1000）9　係船船腹量の推移200020012002月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G〆．T．丁．D．．邸「隻数千G〆T千DハV隻数千G〆．．T千D〆W隻数千G〆．T千D／W隻：数千G／T千D／W隻数千G〆「T千D〆．W13333，2524，134461，2652，2922652，354．2，77541　7841，4772421，7541，96640　7921，52823132，9843，758461，1922，2212592，1942，49739　7391，38233／Q2，9493，680461，1922，2212582，1742，48940　9711，88343122，921．3，599461，1722，2572562，1272，46339　6471，20353052，7733，38143　9141，6982472，0632，3793S　645　L19962992，6903，269421，1272，1942432．0312β4137　6441，19672912，6303，2254．1　8651，6392361，8372，17337　6441，19682862，6223，2244．0　8131，552248L8182，10635　6＝91，15492802，5693，18340　8131，5522431，7452，03238　8681，667／02922，6183，18544L1402，2012371，682L96537　8631，661112892，5743，／3542　8771，6442381，722！，99638　8641，6811227／2，4292，91440　7791，47／2431，8202，147411，0542，083（注）　ロ．イズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・才フ�jレイドアップベッセルズによる。什ム　．キ　ト汽　　珀’一朋　oハno“　凶o編7「集7：湖後章昌野口．呼．．．、．電、・・だ跨．唱　　’」　ニューヨークのワールドトレードセンターは高さ443メートルのツインタワーを核とした巨大なビジネス空間で、ウォール街を数ブロックに控えた世界の金融センターだった。地下のコンコースからは地下鉄網が市内そして郊外に縦横に伸び、毎日多くの人々が行き交う交通の要所でもあった。　オフィスビル群を経営する港湾局と縁浅からぬためか、駐在当時邦船の事務所はツインタワーや周辺に集まり、近所の日本食レストランは外国であることを忘れるような日本語の世界だった。ビルの谷間にはホットドックやシシカバブの屋台が並び、天気の良い日にはベンチに腰掛けて、強烈な匂いのソースにアゴが外れるほどのボリュームと格闘しながらのランチを楽しんだりもした。　社外の米人との昼食は時に往生した。家庭を大切にする彼らは夜の会食を好まぬ代わり昼から大酒を食らう。レストランで席を待つ問、カウンターでマティニーを2杯3杯。食事中はワインをボトルで空ける。おかげで半分も付き合えない私の、しらふではろれつの回らない英語も随分と滑らかになった。真っ赤な顔では事務所に戻れず、潮風に当たろうとバッテリーパークを歩くと、遠くから自由の女神が「頑張れ」と励ましてくれた。　初めてのクリスマス・イブ、昼までの半ドンを待ちかねて、朝から米人の同僚の子供たちが事務所の中を駆け回る。一人が私の席に来て、　「ダディのオフィスはワールドトレードセンタ44§せんぎょう砿θ72002一だよ。知ってる？」と聞く。誰の子供か知らないが、「そうだね。」と答えて一緒に笑った。今そこにいることのおかしさより、自分の街からもはるかに仰ぎ見るツインタワーに勤める父親を誇りにしているのが嬉しかった。程なくほとんどの船会社がお隣りのニュージャージ州に移転した際には、一抹の寂しさが残った。　卑劣なテロは多くの無垢の命を奪い、アメリカの誇りを打ち砕いた。信じられない驚きと信じたくない気持ちで、TVで報道される凄まじい光景に絶句した。　ビルが元の姿に戻ることは無い。しかしビル　　．〔との思い出は消えない。我々より大きな悲しみに包まれた人々が絶望を乗り越えて頑張る姿に、逆に励まされる。海と海の仕事で結ばれている仲間がいることを有り難く思う。　10数年も前のノスタルジックな思い出に、去年ほろ苦さが加わった。　第500号の編集後記にあたり、これまで「せんきょう」にお寄せ頂いたご支援に心より感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧のほどをよろしくお願い申し上げます。第600号の発刊は、日本もそして世界も、平和で豊かな世の中で迎えることを祈念致します。　　　　　株式会社商船三井営業調査室長代理兼IR室長代理　　　　　　祁答院包則ぜんきょう3月号　No．500（Vol．42　No．12）発行　平成14年3月20日創刊．昭和35年8月10日発行所　社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL．（03）3264−7181（総務部広幸艮室）編集発行人　鈴木昭洋製作　株式会社タイヨーグラフィック定価　407円（消費税を含む．会員については会費に含めて購読料を　　　　徴収している））」日本船主協会環境憲章環境理念日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底するとともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があらゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に寄与することに努めます。行動指針日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援します。　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1．　　　による一層の環境保全　　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航2．　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進　　　省エネルギー・輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に3．　　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理　　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船4．　　　舶リサイクルの促進5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練　　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な6．　　　体制の維持整備促進　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への7．　　　意識向上と環境保全への日常的取り組みの強化8．駕麟黙認騨麟鱗遷器化および．貯�`．　　　　　　　　　　　．．．プ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　識置嶺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　−唖』．p．x．．．j．〜．`〜．一〜．．一`ゴ轡塵；竃竪．＼

